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　　 L’histoire　du　droit　p6nal 　 et 　 celle 　 de　la　pr   6dure　 p6nale　ont 　 6t6　d6ja　trait6e　dans　mes 　deux　articles

pr6c6dents ．　 Mais 　 ll　 faut　aussl 　conna 宝tre　 1’histoire　de　la　juridiction，　parce 　que 且a　 proc6dure 　 p6nale　 est

toujours 　 exerc6e 　 dans 　 le　 systbme 　 de　 la　 juridiction，　 oti　 apparait 　 la　 conception 　 du　 droit　 p6nal　 des

gouvernements 　diff6rents　 ti　 chaque 　6poque。

　　Dans 　 cet 　 article ，　 ce 　 qui　 diffさre 　 des　 article8 　 pr 齔 6dents，
　 c

’
est 　que 　la　p6rlode　qui　pr6c さde　la　R6volution

est 　d6crite．　D
’
autre 　 part　 plus　 de　 d6tails　 sur 　 la　 p6riode 　qui　suit 　 la　 R6volution 　 sont 　donn6s ，　 car 　c

’
est

alors 　 que 　les　bases 　de　la　 juridiction　 ont 　 6t66tablis．

1． は じ め に

　本稿は ， 拙稿 「（資料） フ ラ ソ ス 刑法改正 の 歴史」 （1），「（資料） フ ラ ソ ス 刑事手続法の 歴史」 （2） の 続編 で ある 。

　前者 で ， 刑法 とい う 「実体法」 の 歴史を検討 し ， 後者 で は ， 刑事訴訟法 とい う 「手続法」 の 歴史 を 検討 し た 。 しか

し，後者 に つ い て は ，実際 に 文献 を 調査 して み る と， フ ラ ン ス の 検察官，裁判官，裁判組織に 関す る文献 が 思 い の ほ

か 多 く， 紙幅 や 時間 の 関係 で それ らに つ ぎ充 分に 検討す る こ とが で きな か っ た 。 他方， 裁判組織は ， 講学上 ， 刑事訴

訟法と は （関係は深い が ） 別 個 の 分野 に 属す る もの と して 扱 わ れ て きた の で あ る か ら，そ れ を 刑事手続法 の 歴史 と し

て扱 うの も妥当性 を 欠 く よ うに 思わ れ た 。

　そ こ で 本稿は ， 第一
に ， 刑事司法の 歴史 を振 り返 り， フ ラ ン ス 刑事法全体の 歴史を よ り詳細か つ 鮮明に 理 解で きる

よ うに し ， 第 二 に ， 前稿 の 欠落 を 補 うこ とを 目標 と し て い る 。

　した が り て，年表 の 形式そ の 他の約束事は 原則 と して前稿と同 じで あり， そ の説明 も前稿に譲る 。 ただ ， 前稿と異 な

り本稿 で Vt ，   フ ラ ン ス 革命 「以前」 の 歴史 を 採 り上げ ，   フ ラ ン ス 革命時期 の 歴 史 を 詳 細 に した 。い ずれ に つ い て

も邦語 に よ る詳細な研究 が あり ， また それ だ け に 両時期に は刑事司法の 歴史に と っ て重要な法令が多い か らで あ る   。

　前二 稿と合わ せ て，本稿を利用 して い た だければ幸 い で あ る （4）。

［注］

（1 ）

（2 ）

（3 ）

（4 ）

相模工 業大学紀要 21 巻 1 号 55 頁以下 （1987 年 3 月）。

相模工 業大学紀要 22 巻 1 号 79 頁以下 （1988 年 3 月）。

とくに   の 革命時期は ， ア ン シ ャ ン 。レ ジーム 下の 司法制度を改革するた め に 議会 で 激論が戦わ され ， 積極

的 な 改革 が 行 わ れ た 時代 で あ っ た 。 そ し て ， そ の 改革を 理解す る だ め に は ，   の 歴 史 の 理解が 必 勲 こ な つ て

くる の である 。 た だ，  に つ い て は ， こ との性質上 どうして も正確な年号が把握 しに くか っ た 。

な お ， 刑事法 の 流れ を 見失わ な い よ うに する た め ， あえ て 前稿と重複す る法令 ・ 事件を掲げた こ と， しか し，

そ の 場合 に は で きる だけ新 し い 解説 ・文献を付 した こ と ， も前稿 と同 じで ある 。

＊
教 養 課 程 　助 教 授

昭 和 63 年 12 月 12 日受付
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2． 本 文

第一部　7 ラン ス 革命以前

〔1． 初期弾劾的 （accusatoire ）刑事手続 の 時代〕 （澤登等 ・ フ 刑訴 38 頁 ）

　 ・ 訴 追 に 始 ま り原 告 と被告 と の 弁論 に よ
っ て 進 め られ る 制度

　 ・ギ リ シ ャ
・ロ

ー
マ 時代 に 始 ま リ中世 に 及 ぶ 。 5 世紀 ， フ ラ ン ス に 導入 され た 。

　 ・非専 門 性 ，公 開 性 ， 口 頭 性 ，対 審 性 が 特 徴

B ．C ．58〜51

5 世紀

10世紀以降

11世紀宋
（〜12世紀）

12世紀前半

　 　 　 ま で

12世紀後半

ロ
ー

マ 人 の ガ リ ア 侵入 → 弁護 士 制度 （ロ
ー

マ の 訴訟制度）が ガ リア 人 に 採用 さ れ た （弁護士 の 歴 史 の 開

始） （小山 ・弁護士 301
，
303 頁〉 （→15〜6 世紀）

（ゲル マ ン 民族大移動→ ） ガ リ ア 地方に ゲ ル マ ン の 純粋な 弾劾手続が 入 る

〔弾 劾 手 続〕 （澤 登 等 ・フ 刑訴 40 頁 ）

〔1）非専 門 的 な 民 衆裁判

（2）中世 の 封 建 社 会 で は ， 被告 人 と同 身 分 者 に よ る 裁判 の 規則 が発 達 した 。

  裁 判 を主 宰 す る 地 方 の 首 長 は ， 弁 論 を 導 く が 判 決 に は 関 与 し な い
。

教会裁判 所 の 発 展 （→ 14世紀） （野 田 ・ 206 頁，澤登 等 。 フ 刑 訴 40 頁）

　 ・教会 は ， そ の 領 民 に 対 し領主 司 法 権 を行 使 す る ほ か ， 教 会 と聖 職者 に 対 す る 教会 固 有 の 司 法権 を も

　 　 っ に い た る 。

　 。世俗権力 の 衰 退 に 乗 じ て 増 大 し ， 絶対的中央集権的 君 主 制 の 発 展 た っ れ て や や 後退 し た が ，
12，3

　　世紀 に は 次 の よ うな 管轄権 を も っ た 。

　
一人 的 管轄 …聖 職 者 の 全 犯 罪 ， 教 会 の 保 護 を うけ る 者 （mis6rabiles 　personae ），十 字 軍 兵 士

　1
　
一

事物管轄…秘跡 ， 誓願 ， 教会紀律 ， カ ノ ン 法 に よ り罰 せ ら れ る教会犯罪 に 排他的 に 及 ん だ 。

王権 の 確立→官職 の 増大 （→14 世紀中頃） （鈴木 ・売官 3 頁以下）

　 ・封建祉会 内で 生 産力 増 大 → 交易 ・経済 の 進展 → そ れ を 確保 す べ き 安定 し た 世俗権力 が 待望 さ れ る →

　 　 王 権 の 発 展

　 ・ 王 権 は，王 領 地 拡 大 ・集 権 化 の た め に ，国 王 官 吏 〔16gistes） を下 級 貴 族 ・ 富 裕 市 民 か ら 積 極 的 に 登

　 　 用

〔王 権 と 官僚制〕

　（1）当 初 ， 王 権 と レ ジ ス トの 利 害 は一
致

　　一王 権 側 → 旧 封 建 貴族 の 勢力 抑 制 に 有効 （王 権伸長 の 手 段 ）

　　b　　一官吏側 → 自 己 の 能 力を発揮 で き る 名誉 あ る地 位 を 取 得 可 能

　（2）そ の 後，売 官 制 （V6nalit6 　 des　 oMces ） → 官 職 世 襲 制 へ の 展 開

　　
一王 権側 ： 官職賦与 に 対価 が 伴 え ば良い 収入源 に → 売官制 の 素地

　　し　　一官 吏 側 ： 購 入 し た 官 職 を 確 保 し た い → 売 官 制 の 官 職 世 襲 制 へ の 移 行

ゲ ル マ ン 古来の 法観念が持続 して い る （V ・ア ハ タ
ー

説） （塙 ・権力 447 頁）

　 ・犯 行 に 対 す る 制裁 ＝乱 され た 呪 術的秩 序 の 回 復 。 故 に ， 即 自的 ・反 射的 。自動的 に 招来 され る も の

　　 で あ り ， 倫理 的観点 か ら合理 的 ・反 省的 。個 別 的 に 衡 量 し て な され て u・る も の で は な い
。
→1150

　　年以前 の 資料 に は裁 判 の 具体 的側面 に っ き 何 らふ れ る こ と が な い 。

刑罰ない し刑法 の 誕生期 （V ．ア ハタ ー説〉 （塙 ・権力 448 頁）

　 ・ 12 世 紀 ル ネ ヅ サ ン ス （南 フ ラ ン ス ）→ 個人 の 覚醒 ， 合 理 的 精 神 の 台頭 ， 呪 術 の 退 化 ， 法 お よ び 倫 理

一 122 一

N 工工
一Eleotronio 　Library 　



Shonan Institute of Technology

NII-Electronic Library Service

Shonan 　工nstitute 　of 　Teohnology

フ ラ ン ス 刑事司 法の 歴史 （上 野 芳久）

の 解放 → 刑事事件 と民 事事件 の 区別

・裁 判 一・古 き 法 の 形式 性 か ら 解放 され た 裁判官 が ， 良識 と衡 平 以 外 に 拘束 され ず ， 行 為 を 個別 的 。倫

理 的 ・合 理 的 に 審理 し，制裁 を決 定 す る もの

〔∬． 糺問的 （inquisitoire）刑事手続 の 時代〕 （澤登等 ・フ 刑訴 42 頁 ， 塙 。権力 456 頁）

　 ・取 調 べ （糺 問 ） が 手 続 の 全 過 程 を 支配 す る 形 式

　 ・帝政末期 の ロ
ー・7 法 に 起 源 を もっ 。13 世 紀 以 降，教 会 裁 判 所 （← 10 世 紀 以降 ） が採 用 し （→ 1215 年 ）， そ の 後 世

　　俗 裁 判所 に 浸 透

　 ・裁判技術 の 専門化，秘 密 性 ， 書 面 性 ， 非 対 審性 ， 裁 判 官 の 重 要 性 ， が 特 徽

13世紀まで

13世紀以降

13世紀か ら

1215年

1226年

1260年

13世紀後半
（1272．11〜
　 1273．6）

1283年頃

13世紀末〜

上級可法権 と下 級司法権 の み存在 （→ 14 世紀） （澤 登 等 ・ フ 刊訴 40 頁）

　
一上 級 司 法 権 ： 窃盗 と体刑 の 罪 と を 除 き 死 刑 に 当 た る 全 犯 罪 を 裁 く

　i
　
一下 級司法権 ； そ の 他 の 犯 罪 を初審 と し て 裁 く

刑事事件 の 原告を代理 す る各種 の 代理機関 （procuratores ） の 出現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （澤登等 ・フ 刑訴 39 頁，塙 ・権力 472 頁）

　 ・こ の 頃 か ら ， 領 主 や 王 も 自 己 の 収 税 利 益 を 守 る た め に 代理 人 を 利 用 す る よ う に な っ た 。 こ れ ら の 代

　　理 人 が検察官 に 発 展 す る 。 （→ 1355．12。28）

国王裁判権 の 台頭 （→16 世紀以降） （澤登等 ・フ 刑訴 41 頁）

　 ・12 世 紀 末 ま で は ， 王 領 の 裁 判 権 も 領 主 裁 判権 と 同一
レ ベ ル に あ っ た 。

　 ・13 世紀 か ら ， 王 固有 の 裁判権 が 領主裁判権 に 優越 し て 台頭 し 始 め た 。

　 ・  初 め 武 人 が 占 め て い た 大 法 官 職 → 職 業 法 律 家 に，  民 衆 の 判 決 人 → 定 職 の 専 門 家 に 替 わ り，裁 判

　　の や り方 も 15 世 紀末頃 に は そ れ ま で の 弾 劾方 式 と異 な る 性格 を 顕著 に し た。

ラ テ ラ ン 会議 （塙 ・権力 456，470 頁） （→ 14 世 紀）

　 。 糺 問 的 手 続 は
，

12 世 紀 末 よ りイ ン ノ ケ ン テ ィ ウ ス 3 世 の 下 で 創 始 さ れ ，本 会 議 で 整 理 確 立 さ れ た
。

1ル イ 9 世 （聖ル イ王 ）i即位 （一・27・） （森下 ・ 糠 院 37 頁）

　 ・治 世 を通 じ て 司 法 の 公 正 と権 威 を確 保 す る た め に 努 力→現 代 フ ラ ン ス で 公 平 な 司 法 の シ ン ボ ル に

　　 （な お パ リの サ ン ト ・シ ャ ペ ル は 王 の 礼 拝堂）。

国 王 ，王 領内に お い て 共 宣 誓 者 （cojureurs ） Vこ つ い て 訊 問 （enquet ） を 行 う制 度 を 設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （鈴木 ・陪審 10 頁｝ （→ 1791．9 ，16）

　 ・
こ れ が イ ギ リ ス に 導 入 され ， 陪 審 （jury）の 起 源 に な っ た と い わ れ る 。

　 ・ 当 時 は ，
パ リ 伯 出 の カ ペ ー王 朝 が 新 興 市 民 階級 と 結 ん で 封 建 諸 侯 に 戦 い を 挑 み，聖 ル イ 王 に 至 っ

　　 て
， 王 国内の す べ て の 控 訴 を 王 の 裁 判 所 に お い て 受理 す る 制 度 を 樹 立 し

，
王 権 伸 長 と 国家 統 一に 飛

　　躍 的 発 展 を示 し た 時 代。

「聖王 ル イ の 法令集」 の 編纂 （→1283 年頃） （史料選 皿 193 頁 〜）

　 ・（公 的 名前 だ が） 私 的 な慣 習 法 の 集成 。

　 ・ 2 っ の オ ル ドナ ン ス （  シ ャ トレ に お け る訴 訟 手 続 令 （1254 年 ？），  法廷決 闘 禁 止 令 （1258年

　　 ？D が 本集 成 に の み 含 ま れ て い る の で，有 名 o

ボ ーマ ノ ア
ール 著 「ボ ーヴ ェ ジ慣習法書」

一
応 の 完成 （→ 1454 ．4）

　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　（塙 ・試訳 ， 史料選 ∬ 207 頁 ， 野 田 ・調べ 方 125 頁）

　 ・ 中 世 後 期 に フ ラ ン ス に 現 れ る 数 多 の 慣 習 法 書 の 中 の 白 眉。

　 。今 ロー般 に訴 訟 上 用 い られ る語 （例 ，juge，　 avocat ） が ほ と ん どそ の ま ま使 わ れ て い る 。

パ リ高等法院 （Parlement） の 形成 （→ 1790．3．24）（澤登等 ・フ 刑訴 40頁 ， 志垣 ・百科 565頁 ， 山 口 ・
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14世紀初 概説 33頁〜，石川 ・3頁 ， 野 田 ・調 べ 方 129 頁 ， 木崎 121 頁 〉

〔高等 法 院 の 意義〕 （志垣 ・ 百 科 565 頁）

　
・中世 よ リフ ラ ン ス 革 命 に 至 る 間 ，

フ ラ ン ス 王 国 の 司 法 体 系 の 頂点 に 位 置 し た 国 王 裁 判 所 。 会 計 法

　　 院 ， 租 税 法 院 ， 貨幣 法 院 ， 大法 院 と と も に ， 王 国の 最 高諸院 の
一

つ 。

　 ・1789 年 に は ， 高 等 法 院 が 13，同 様 の 機 能 を もっ 最高 評 定院 が 4
， 計 17 の 管区 に 分 か れ て い た 。

〔歴史〕 （忠垣 ・百 科 565 頁，石 川 ・4 頁 。18 世 紀 の 王 権 と の 関 係 に っ き ， 石 井 。法 院 165 頁 ）

　 。こ の 時 代 に ， 国 王 の 諮 問 機 関 で あ る 王 会 （curia 　regis ） の 機能分 化 に 伴 い ， 司 法部 門 が 独 立 し て 形

　 　 成 され た。

　 。パ リ 高等法 院 は
， 高等法 院 の 中で 最古 （初 め は パ リ の み ）。 古 くか らの 王 領地 を 中心 に ， そ の 管轄

　　地城 は 最大 （→ 山 P ・ 概説 44 頁地図）。

　 ・こ れ 以後 ， 周 辺 地 方 の 王 権 下 へ の 統 合 に 伴 い
， 以 前 の 封 建 諸 侯 領 の 法 廷 を 引 き 継 ぐ 形 で ， 各 地 に 高

　　等法院 が 設立 され た 〔例．ト ゥ
ー

ル
ーズ ， ボ ル ドー

， デ ィ ジ ョ ン
，

エ ク ス ，
ル ー

ア ン
，

レ ン ヌ ）。

　　（デ ィ ジ ョ ン 高 等 法 院 に っ い て は 志 垣 ・資 料（1）81 頁 以 下 ） ル イ 14 世 以 後 の 併合地 域 （ア ル ザ ス ，

　　 ル
ー

シ ョ
ン

， ア ル トア ，
コ ル シ カ の 4 地 方） に は ， 最高評定院 （Conseil　 souverain ） が 置 力・ れ た 。

　 。15〜6 世紀項 ， 王 は （国政上 の 重大問題 は 別 に し て ） 高等 法 院 の 建 白 に 従 う こ と が 多 く， ま た 高 等

　　法 院 が 解 釈 の 名 の 下 に 王 令 を 制 限 ・修 正 す る こ と も少 な くな か っ た 。 し た が っ て ， 16 世紀 ， 高 等

　　法院 は 実質上 立 法 に 大きな 影響を与 え た 。 （→ 王 令 の 登 録権 ・ 建 白 権）

　 ・17〜8 世 紀 に は ， 高 等法院 の 勢ヵ は さ ら に 強化 され 公 然 と 政治 ｝こ介入 し た 。 も っ と も，ル イ 14 世

　　 が 高等法院 を 極 め て 敵 対 視 し ， 種 々 の 方策 で そ の 政 治力 を奪 っ た た め （例．建 白 権 の 大 幅 制 限 ），

　　高等 法 院 は 1715 年 同 王 の 死 ま で の 40 年 間は 沈 黙 を守 っ た 。 （野 田 ・418 頁）

　 ・革命 の 渦 中，
1790．3．24 に 廃 止 決 定 。

10 月 15 日
一

切 の 活 動停止 。

〔機 能 ・地 位〕 （志 垣 ・百 科 565〜6 頁）

　 ・ 高等 法 院 は ， 司 法 機 能 の ほ か に ， そ の 判 例 を 通 じ て 立 法機能 を 兼 ね ， ま た さ ま ざ ま な 布 告 に よ り行

　　政機能 も併せ 行 っ た 。

　 ・政 治 的 に も重 要 な 機 能 を果 た し ， 宗 教 戦 争 ， フ ロ ン ドの 乱 （→ 1648 年），
フ ラ ン ス 大 革命等 で 大 き

　　 な 役割 を担 っ た （→ 王 令 の 登 録 権 ・建 白権 ）。

　 ・社会的 に も， 裁判官 と し て の 評定官 ， 検察 官 ， さ ら に は 弁護 士 ，書記 な ど 多 くの ス タ ッ フ を抱 え，

　　
一

大勢力 をな し て い た 。

　 ・ 16 世 紀 以 降，高 等 法 院 の 官職 は 売 官 制 の 対 象 と な り ， 法服 貴族 （noblesse 　de　robe ） の 中核 と し

　　 て 世 論 へ の 影 響 力 も大 きか っ た。

　 ・元 来高等法院 は
’
思 想的 に は 進 歩的 で な く ， 王 権 と の 闘 争 も ， む し ろ 封建的勢力の 復活 。擁護の た め

　　 だ っ た 。 し か し ， そ の 闘 争の 際 ， 高 等 法 院 は 国民 の 権 利 を 代 表 す る 機 関 だ とい う思 想 に 立 脚 し ， こ

　　れ が期 せ ず し て 革 命思 想 の 普及 に一役 買 っ た 点 は 注 目 に 値す る （野 田 ・418 頁）。

〔王 令 の 登録権 ・建 白権 （pr6rogative　d
’
enregistrement 　et　remontrance ）〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （志 垣 ・百 科 566 頁 ， 石 川
・4 頁 ， 野 田 ・414 「頁 ）

　 ・ 地 方 の 高 等 法 院 は ， 地 方 の 利 害 を代表 す る 立 場 か ら 中 央 政 府 と対 立 し た 事例 も多 い が ， そ の 際最強

　　 の 武 器 と な っ た の が ， 王 令 の 登 録 権 ・権 白権 。

　 ・っ ま り ， 当 時 ， 国 王 の 王令 （Ordonnance） は 当該地方 の 高等法院の 審査 ・登 録 を 経 な け れ ば 無効

　　 と され て い た の で ， 高 等 法 院 は 登 録 に 先 立 ち建 白 を 重 ね る こ と に よ り ， 国 王 政 府 の 政 策 に 圧 力 を か

　 　 け る こ とが で き た 。

　 ・も っ と も，王 は 建 白 を 不 当 と 認 め る 場 合 に は 勅令状 に よ り登 録 を 命 じ る こ と が で き ， そ れ で も高等

　　法院が拒絶す る と きに は ， 王 は 代 理 人 を 派 遣 し て 登 録 を 強 行 す る こ と も で き た 。し か し
， 高 等 法 院
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13世紀後半

　〜15世紀

14世紀

14世紀

14世紀

14世紀中頃

1329年

　　 が 世 論 を 背 に強 力 に反 対 す る と き は 国 王 とい え ど も従 わ ざ る を え ず ， そ の 意味 で 高 等 法 院 は 王 権 に

　　 と っ て 厄 介 な 存在 で あ っ た 。

　 ・建 白 は 14 世 紀 頃 か ら 行 わ れ た 。 （→ 1673 年）

刑法思想 と刑法体系 の 整備 （塙 ・権力 474 頁）

　 ・裁 判 権 の 力 の 強 化 と， ロ
ー

マ ・イ タ リァ 法 学 さ ら に は 教 会 法 の 影響 な ど に よ っ て ， 漸次整 備 ・ 修 正

　 　 さ れ て い っ た 。

〔特 徴 〕 （塙 ・同 上 475 頁 ）

　  公 益 侵害 ， 裁 判 権 者 に よ る 公 的 復讐 の 観 念 の 存在 。 後者 は ， 威嚇的苦痛 と共 に ， 刑法 の 二 大支柱 に 。

　  裁 判 官 の 衡 量 的 機 能 の 確 定 ・詳 細 化

　  刑 罰 の 峻 厳性 ・残 虐 性 。重 罪 ・ 軽 罪 の 概 念 が 用 い ら れ 始 め て い る 。

上 級，下 級 司 法権 の ほ か に ，中 級 司 法権 が 登 場 （← 13 世紀 ま で ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （澤 登 等 ・7 刑訴 40 頁 ， 塙 ・権力 455 頁）

　一
中級 司 法 権 …上 級司 法 権 に 属 さ ぬ 重 い 罪 （単 純 窃 盗 は た と え 死 刑 で も こ れ に 含 む） を裁 く 。

　1
　
一

下 級 司 法 権…低 い 財 産 刑 に あ た る 罪 ， 重 大 な 結果 を伴 わ ぬ 喧 嘩 し か 裁 け な く な っ た 。

　 ・裁判 は ， Cours　d’assises ま た は Cours　de　plaids で 行 わ れ ，領 主 の 委 任 す る人 に よ っ て 主宰 され

　　 た
。

限定的な が ら拷問 が 刑事訴訟 に 確定的 に 採用 され た （塙 。 権 力 473 頁）

　
・13 世 紀 後 半 か ら あ っ た が ， こ の 頃確 定的制 度 と な っ た 。

特権事件 （cas 　privi16gi6） の 理論 の 出現 （→ 1329） （野田 ・ 432 頁）

　 ・聖 職 者 の 刑 事 事 件 に っ い て は ， 従 来 は 教 会 裁 判 所 に の み 管 轄 権 あ り と さ れ て い た が ， 重 大 な る 犯 罪

　　 に つ い て は 公 の 秩 序 を粢 乱 す る お そ れ が あ る （特 権 事 件 〉 の で 世 俗 裁 判所 に も ま た 管轄権 が あ る ，

　 　 と す る理 論 。

　 。特 権 事 件 の 特 権 と は ， 被告 入 た る 聖 職 の そ れ で は な く，裁 判 官 の そ れ 。

　 。特権事件 （教 会 側 は d61it　commun と 称 し た ） は そ の 後 し だ い に 増 加 。

　 ・も っ と も世 俗 裁 判 所 に は 体刑 を科 す 権 限 は な く ， 罰 金 を言 渡 す こ と が で き た だ け 。 し た が っ て ， 体

　　 刑 を科 す た め に は，同一事 件 に っ い て 教 会 裁 判所 が 聖 職剥奪 の 刑 を科 す ま で 待 っ ぽ か な か っ た 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （→ 1580 年 ）

す で に 官職 の 売買 （秘密売買） の 動きがみ られた （鈴木 ・売官 7 頁）

〔売官制 の 発展形態〕 （鈴木 ・売官 7 頁 以 下 ）

　 ・ 以 後，官 職 の 売 買 世 襲 制 は 以 下 の 4 段 階 を経 る （E．Chenon の 分類 ）

　　 一（1）秘 密 売 買 （v6nalit60cculte ） の 段 階 （→ 1493．7．11）

　　 一
（2）国王 側 か らの 官 職 売 却 （v6nalit6 　ex 　parte　regis ） の 段 階 （

一→1499， 1522 年）

　　 一（3）双 方 的 売 買 （double　v6nalit6 ） の 段 階 （→ 1566．2）

　　
一

（4）世 襲 化 （h6r6dit6） の 段 階 （→ 1604 ．12）

〔売官 制 か ら 生 じ た 結果〕 （鈴木 ・売官 14 頁 以 下 ）

　　一（1＞官職 の 過剰 と 錯綜 （→ 1643 年）

　　
一

（2）不当な 職権行 使 （→ 15 世 紀初頭 ）

　　一  上 層市 民 層 に よ る高 位 司 法官職 の 独 占 （  任命資格 の 潜脱 ，   法 曹名家 の 形 成）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （同 23 頁以下）

　　一（4）司 法 官 の 非罷 免性 （→ 1467．10．21）

ヴ ァ ン セ ヌ の 名士 会 （← 14 世紀） （野 田 ・431 頁）
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15世紀初頭

15〜6世紀

1422年

1454．4月

1461年

1467．10．21

　 ・ 中世 に 教会裁判所 の 管轄事件 が 非常 に 多 く な っ た 。
と くに フ ィ リ ッ プ 4 世 （1285〜1314 年 ）以 来 ，

　　バ イ ィ お よ び セ ネ シ ョ オ （→ 「ア ン シ ャ ン ・レ ジーム 下 の 裁 判 所」） が そ の 固有 の 管轄事件 を奪回 し

　　 よ う と し て，教 会 裁 判 所 と 俗界裁判所 と の 間 に 闘 争 が 起 こ っ た 。

　
。

こ の 闘 争 を緩 和 す る た め ， フ ィ リ ッ プ 6 世 （1328〜1350 年｝が 招集 し た の が こ の 会 議 だ っ た 。 しか

　　 し何 ら の 成 果 な く し て 終 っ た 。

検察官 （minist さre 　public＞ の 誕生 （オ ル ドナ ン ス ） （澤 登 等 ・ フ 刑訴 39 頁）

　 ・ 本 オ ル ドナ ン ス に よ り ， 「国 王 代 理 官 （procureur 　dロ roi）」 が フ ラ ン ス の 刑 事 手 続制度 に 確定的 に

　　設置 され た 。 こ れ は ， 客観的 に 社会 の 利 益 を 代表 す る 責務 を負 う専 門 的 訴 追 官 の 誕 生 で あ る。

　
・た だ し 検 察 官 は ，あ くま で も 私 人 訴 追 が 無 い 場 合 の 補 充役 だ っ た 。　 　　 　　 　　 （→ 1790．5．8）

エ ビ ス （Epices） が ，不可欠 の もの と考え ら れ る よ うに な っ た。 しか も金銭 に よ るもの とな り， 額 も大

きくな っ た 。 （鈴木 ・ 売官 21 頁 ， 野田 ・概説上 323．410 頁） （→ 16 世紀項）

〔意 義〕　も と も と は 香 辛 料 を意味 す る エ ビ ス と は
， 古 く 当 事 者が ， 儀礼 上 の 手 土産 と し て 香辛料 を裁判

　　 官 に 持参 し た 慣習 に 由来 す る もの で ， 裁 判 の 手数料 （taxe） を 意味す る 。 こ の 頃 か ら 上 記 の よ う に

　 　 変 わ っ た 。

〔発 生 理 由〕　莫 大 な 額 で 購 入 し た 官 職 な の に ， そ の 俸 給 は 少 な く し か も支 払 が 不 定 期 だ っ た た め ， 裁 判

　　官 は
， 民 事 訴 訟 に お い て 当 事 者 か ら エ ビ ス を 勝 手 に 要 求 す る よ う に な っ た 。 （鈴木 ・売官 18 頁）

〔訴 訟 構 造 の 進 展 と の 関 係 〕　エ ビ ス の 変 容 は ， 訴 訟 構 造 が，巡 回 裁 判 に よ る 口 頭 弁 論 主 義 か ら 常 置 裁 判

　　 所 に よ る 審理 主 義 へ 移 行 す る こ と と照 応 す る 。 裁 判官 の 唯
一

の 義務 は 弁論立 会 お よ び 判決言渡 と さ

　　 れ て い た の で ， 調 書 の 検 査 ・報 告 は 職 務 外 の 活 動 と な り ， 当 事者 は 特 別 の 報 酬 を 払 う 必 要 が 生 じ

　　 る。っ ま り 口 頭 弁 論 だ け な ら ヱ ピ ス は 不 要 だ が，書 面 審 理 主 義 に 移 行 す る と エ ビ ス の 比 重 が 大 き く

　　 な る 。 （鈴木 。亮官 21 頁〜）

弁護 士 と代訴士 が 次第 に分化 して い っ た （→ 1620） （小山 。 弁護士 305 頁）

1シ ・ ル ル 7世 1即位 （一・461 年）

モ ソ テ ィ
・レ ・ト ゥ

ール （地名〉 の オ ル ドナ ソ ス （→ 1498 ．3．15）

　　 （史料選 皿 3 頁 ，野田 。 入門 3 回 47 頁 。 な お ブル ゴ ー ニ ュ慣習法 に つ き志垣 ・資料（1）73 頁）

　 ・
フ ラ ン ス 法 史 上 初 の

“

公 式 の
”

慣 習 法 編 纂 （成 文 化 ）

　 ・ 従来 は 私 人 の 編 纂 書 （← 13 世 紀 後 半 ，
1283年 頃） の み → 慣 習 法 の 立 証 の 必 要 に よ る 訴 訟 の 長 期 化 ，

　　慣 習 法 の 事件 毎 の 矛 盾 → 前 年 百 年 戦争 を 終結 させ た 王 は ， 回 復 し た 国土 の 制度改革を 目的 と し て 本

　　法 を 制 定 。 但 し編 纂実現 は 手 続 の 複 雄 さ の た め遅 れ た 。 （→ 1498．3．15）

　 ・15 世 紀 中葉 か ら始 ま る 慣 習 法 公 式 編 纂 は ，フ ラ ン ス 王 権 の 意 図 の 下 に 進 め られ た 。 （志 垣 ・同 上 ）

ル イ 1・倒 艮1位 （一・483 年）

司法官の 非罷免を保障す る 王 令 （エ デ ィ ） （鈴木 ・売官 28 頁）

　 ・ル イ 11 世→「司 法官非罷免 の 始祖」 と 呼 ば れ る （但 し
， 以前 に も非 罷免は 事 実 上 生 じ て い た）。

〔内容〕　「死 亡 の 揚 合 ， 辞 職 者 の 明 示 の 同 意 に よ りな さ れ た 辞 職 の 場 合 ， ま た は 管 轄 権 の あ る 裁 判 官 に

　　よ り明示的 に ， 司法手続 に し た が い か っ 裁 判 用 語 に よ りあ ら か じ め 判示 され た 漬職 の 場 合 に 空 位 が

　　生 じ た の で な い か ぎ り」， 今後 ， 国 王 官職 の 後任 を任 命 す る こ とは し な い 。

〔制定 理 由〕　ル イ 11 世 が 即 位後直 ち に 父 （前王 ） に 加担 し て い た 多 くの 司法官 を 罷免 → 司法官 の 反 乱

　　（1465 年）→ 懐柔策 と し て 上 記 王 令 を制 定 し た。

〔原則遵守〕　非罷免 の 原則 は 比 較的 よ く守 ら れ て い た 。 本原 則 の 強化 に は
， 並 行 し て 進 行 す る 官 職 の 売

　　買世襲制 の 確 立 化 が決 定 的 に 作 用 し た 。
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1483年

1493．　7．11

1498．　3．15

同年

1499年

16世紀

〔司 法 官 の 独 立 性 （magistrature 　indEpendante ）〕　罷 免 に は 騰 貴 し た 官 職 価 格 の 償還 が 必 要 な の で ， 財

　　政 危 機 に さ ら され て い た 王 権 は 罷免 で きな か っ た 。 こ う して 司 法 官 の 独 立 性 が 形成 され て い っ た 。

　　17〜8 世 紀 の 高 等 法 院 の 政 治 的 抵 抗 も，官 職 の 売 買 世 襲 制 な し に は 考 え ら れ な い
。

1シ ・ ・レ ル 8 世 〔眦 （一・498 年）

司法官職購入を禁止す るオ ル ドナ ン ス 〔秘密売買 の 段階〕 （鈴木 ・ 売官 8 頁）

　 ・ さ ら に ，新 た に 官 職 を譲 り受 け た 者 が 就 任 す る さ い ，当 該 官 職 に 関 し て 金 銭 の 授受 が な か っ た 旨 の

　　宣誓義務 を も規定 。 し か し ， そ の 効 果 は な か っ た 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1494 年イ タ リ ア 戦争 （〜1559 年） （鈴木 ・売官 9 頁 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・戦費調 達 の た め 加 速 度 的 に 売 官 制 が 促 進 され た 。

慣習 法編纂手続 を簡素化す る 王 公開状 （史料選 皿 5 頁 ， 野 田 ・調 べ 方 128 頁 ） （→ 1506．5 ．28）

　 ・15 末 〜16 世 紀 ， 王 権強化 に っ れ ， 法 統一の 気 運 。 公 式編 纂 は そ の 一
っ の 表 れ 。

iル イ ・2 世 i即位 （〜・5・5 年）

ル イ 12 世 ， 租税院評定官の 職 を 売却 （鈴木 ・売官 9 頁） （→ 1622 年 ）

　 ・以 後 ， 国 王 側 か ら の 官職 売 却 が 他 の あ ら ゆ る 種 類 の 官 職 に 拡 大

16世紀以降

16te 紀以来 ， 王 権 は 官僚制 を
一

段 と強化 ・拡充 （→ 宮崎 ・法服貴族 123 頁）

ま た こ の 頃 か ら， 官職 は 委任 の 違 い に よ り二 種に 分け ら れ る よ うに な っ た 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木 ・売官 5 頁，野 田 ・概説上 319 頁）

　一  職 任 官 （oMciers ）→ 売買 世 襲 制 を て こ に 法 服 貴 族 と な っ た 。

　　 。王 の 辞 令 （lettre　de　 provision） に よ る 委任

　　 ・終身官 で ， 重 過 失 な い か ぎ り 国王 も 罷 免 で き な い ＝ 固 定 的 ・独 立 性

　　 。税務 ， 警 察 の ほ か ， ほ とん ど す べ て の 司法 官職 が こ れ 。 た だ し， 高等 法 院 長 の 職 は 売官 の 対象

　　　外 （→ 鈴 木 ・売 官 16 頁 〜参 照 ）。

一
（2）特 任 官 （commissaires ）→ （1＞の 勢力 を王 権 側 か ら抑 制 し た 。

　　 ・王 の 親 任状 （lettre　de　 commission ） に よ る 委 任

　　・職務 は 特 定的 ・臨 時的 で，国 王 は 任 意 に 罷 免 可 ＝ 流動的 。
従 属 性

　　 ・こ の 官職 は ， 世 襲 特 許 状 （lettre　de　 survivance ） に よ っ て ， 個 別 的 に 相 続 が 許 され た

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （野 田 319．322 頁 ） （→ 1604．12 月 ）

　　 ・ 国務卿 （secr6taire ），国璽保管者 （garde　des　sceaux ），財務 長管 （contr61eur 　96n6ral　des

　　 finances），参 事 会 員 （conseiLlers 　d’Etats）．高 等 法 院 長 な ど 。

。（1）と  の 両 者 は 反 王 権 側 対 王 権 側 と し て 反 目 し た 。 し か し，官 職 自体 は 排 他 性 を もっ も の で は な

　 く ， 同 一
人 が 職 任 官 か っ 特 任 官 で あ りえ た 。

・ （1）職 任官 の 俸給 は 少 な く， 冨裕市 民 は 官職 に 投 下 した 資本 を謝礼 ， 賄賂 ， 地位利用等 に よ っ て 回 収

　し た 。 （← 15 世 紀 初 頭 ： ＝ ビ ス ）

・17〜8 世 紀 に は （1）の 方 が（2）よ り は る か に 多か っ た 。

国王裁 判権 の 拡大 ・強化 （← 13 世紀 か ら ，
→ 1772．3） （志垣 ・制度（1）44 頁

〜
， 塙 ・権力 477

，
486 頁 。

15，6 世紀以降 の 特 に ブ ル ゴ ー
ニ ュ に お け る 両裁判権の 競合関係 に つ ぎ， 志垣 ・資料（2＞52 頁以下。ま

た 序説 ， 制度     。裁判権 な ど一
連 の 志垣 論文 も参照）

　 ・領 主 裁 判 権 へ の 王 権 の 干 渉 と 統制 は ，   王 権 の 絶対化 と と も に 国 王 の 法 曹 に よ り確 立 さ れ た 裁 判 権

　　思 想 （全 て の 裁 判 権 は 本源 的 に 国 王 よ り発 す る ） や   諸概 念 装置 （国 王 専 決事件理 論，国 王 裁 判 先

　　取権制度 ， 高等法 院への 上 訴 集中制） に よ
っ て ，

一
般 化 。国 法 化 され て い

っ た （な お ， よ り 早 い
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1506。5．28

1515年

1522年

1539年

1547年

1552年

1555年頃

1559年

1560年

1561年

1566．2月

1567・　1．22

1574年

1579年

1580年

1596年

　　13 世 紀頃 か ら ， 大諸侯 に よ っ て 領主裁判権 へ の 統 制 手 段 と し て   と伺 様 な 諸概念装置 が 使 わ れ て

　　 い た o 塙 ・権力 457 頁 以 下 ）。

　 ・し か し ， 領 主 刑 事 裁 判 権 は ，   慣習 法 の 不 ＋ 分 な 裁 判権 規 定 や
，   王 権 の 上 記 の よ うな 規制政策 に

　　 もか か わ らず ， ア ン シ ャ ン ・レ ジーム の 司 法 制 度 機 構 の 中 で 脈 々 と生 き延 び た こ と に 注意 。
・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（志垣 ・制度  52 頁 ）

慣習法編纂手続 を簡素化す る王令 （史料選 皿 10 頁） （← 1498．3．15）

　 ・前 王 の 手 続 を踏襲 し た も の → 各地 の 慣習法 の 成 分 化 は 多 い に 進 ん だ。（→ 1555 年 頃 ）

1・ ラ 〃 ワ 1世 圓 位 （− 15・7）

官職売却事務を 処 理 す る官庁の創設 〔官職売買 の 確立 〕 （鈴木 ・売 官 7，9 頁）

　 ・国王 が ， 臨 時収 入 局 （Bureau 　 des　parties　 casuelles ） を 設 置

　 ・王 権 側 は ， 同局 に 払 い 込 ま れ た 金銭 は 売却代 金 で は な く， い っ か は 返 済 され る べ き 借入 金 （pret）

　　だ と ， 理 由を こ じ っ け た （→ 1648）

ヴ ィ レ エ ル ・コ
ヅ ト レ の 王令 （史料選 皿 14 頁）

　 ・教会 裁 判所 の 管 轄 権 を 制 限 。

ア ン リ 2 世 即位 （〜1559）

上座裁判所 で あ る プ レ ジ デ ィ ア ル （pr6sidial） の 創設 （志垣 ・百科 565 頁）

成文化 さ れ た 慣習法を改革す る第二 次編纂 の 波の 開始 （史料選 皿 10 頁）

　 ・こ の 16 世 紀 の 慣 習 法 の 規 定 が ，
1804 年 民 法 典成 立 ま で 維 持 され た 。

！
・ ラ ン ・ ・ 2 世 1雌 （一・56・）

1シ ・ ル ・レ 9世 1即位 （一・574）

オ ル レ ア ン の 王 令 （史料選皿 14 頁）

　 ・司 法 制 度 の 改 革 ， 教会 改 革，都 市 財 政 を規 律

ム ーラ ソ の オ ル ドナ ソ ス 〔＝双方的売買 の 承認〕 （鈴木 ・売官 10 頁）

　 ・ 官 職 売 買 （転 売 ） を承 認 （→ 1567．1 ．22）

官職譲渡を認 め る王 宣言 お よび 1L12 の オ ル ドナ ソ ス （鈴木 ・売官 10 頁）

　 ・譲渡 を認 め る か わ りに ， そ の 官 職 価格 の 1／4〜1／3 と v・う法 外 な 譲 渡税 を課 し た （；王 が官職 売買

　　 を 歳 入 源 と し て 採 込 む ） （→ 1579） （→ 1604 ．12）

1ア ソ リ 3世 ［即位 （〜1589）

ブ 卩 ア の 地方 三 部会 ， 司法官職 の 売買 に つ い て 抗議 （鈴木 ・売官 10 頁）

　 ・こ れ に 応 じ 国王 は す べ て の 官職売買 を 禁 じ た が ， も は や 王 権 側 で こ れ を 遵 守 し う る 情 勢 で は な か っ

　 　 た 。

ム ーラ ン の 王 令 （Edit　de　Mulun ） （野 田 ・ 432 頁）

　 ・ 聖 職 者 の 同一刑事事件 に っ き ， 教会 ・ 世俗両裁 判 所 が 別 々 に 審 理 す る の は 不 便 な の で ， 聖 俗両裁 判

　　官 が併合 し て 審理 を な す 「t き こ と に な っ た 。

　 ・尤 も判 決 は 別 個 → 一方 が 有 罪 ， 他方 が無 罪 の 揚 合 も 生 じ た （→ 17 世 紀）

剣貴族 ， 名士 会 （Assembl6e 　des　Notables ） で ， 社会一
般 の 貴族資格の 横領を非難

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （宮崎 ・法服貴族 136 頁） （→ 1614 年）

　 ・ 剣 貴 族 は 16 世 紀 に は 法 服 貴 族 （ま だ 少 数 ） と 外 見 か ら 区 別 さ れ た → 　世 紀末〜17 世 紀 に な る と 商

　　人 や 平官僚 で さ え称 号 を 使 い 携剣す る 有様 だ っ た 。
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17世紀

1589年

1604 ．12月

　　　　　　　　　　 フ ラ ン ス 刑事司 法 の 歴史 （上野 芳久｝

。98 年 ，
1600 年 に は

， 王 権 を し て （勅令），
4 万 人以上 を課税対象身分 （第三 身分） に 引き戻 させ る

　よ うな 積 極 的 な 反 発 の 動 き を示 し始 め た 。

1610年

1614年

1620年

1643年

1648 ．　4。30

有罪 な ら当然聖職剥奪 の 効果 を 伴 う とす る理 論 の 承 認 （野 田 ・432 頁）

　
。特 権 事 件 （← 14 世 紀 ） に お い て 有 罪 判 決 を 受 け る と い うの は 非 常 に 重 大 な 罪 で あ る か ら ， こ の

　　 場 合 は 当 然 聖 職 剥 脱 の 効 果 を 伴 う （し た が っ て ， 俗界裁判所 も体刑 を科す こ とが 可能 とな る ），

　　 と の 主 張 。

　 ・ま た 特 権 事 件 に 属 す る 事 件 は ほ と ん ど 重 大 事 件の す べ て を 含 む こ と に な っ た か ら ， こ こ に 全 く 世

　　 俗 裁 判 所 の 管 轄 が 勝 利 を 得 た こ と に な る 。

1ア ソ リ 4 世 1雌 （一・61・）

事実上 の 官職世襲制をみ と め る デ ク ラ ラ ソ シ ョ ン 〔二 官職 世襲制 の 確立〕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （鈴木 。 売官 7，11 頁 ， 野 田 。 概説上 322 頁）

　　 ・ ア ン リ 4 世 の 側 近 ポ レ （Charles 　 Paulet） の 発 案 → 創設 され た 下 記 の 年次税 は ， 発案者 の 名 を と っ

　　 て ポー
レ

ヅ ト （Paullette） と呼ばれ た 。

〔背 景 〕　売官 制 の 確 立 後 も，（1）そ の 官吏 が転 売 しな い う ち に 死 亡 す る と ， そ の 官 職 は 臨 時 収 入 局 に 復 帰

　　　し，転 売 権 は 国王 に 移 る こ と に な っ て お b ， 他 方，  官吏 が 生 前 に 転売 し よ う と す れ ば，莫 大 な 譲

　　 渡税 （→ 1567．1．22） を 支 払 わ ね ば な ら な か っ た 。 し た が っ て ， 官吏 は 官職 の 世 襲化 を 望 ん だ が ，

　　 当 初 は 原 則 と し て 認 め ら れ ず，　 例 外 的 に 国 王 の 世襲 特 許 状 （← 16 世 紀 頃 ） に よ り 個別 的 に 許 さ れ

．　　 た に す ぎな か っ た 。 そ こ で こ の 利 害 を 調 和 す る た め に本 制 度 が案 出 され た （野 田 ・同上 ）。

1 〔内容〕　官 職 保 有 者 は ， 毎 年 そ の 官職価格 の 1〆60 相 当 の 年 次 税 （PauUette ） を 支 払 え ば，世 襲 条 件 が

　　 緩和 され ， 譲 渡税 も 半分 に 減額 さ れ る 。

　　　　し か し ， こ の 制 度 もま だ 事 実 上 な い し 条 件 っ き の 世 襲 制 で あ り ， 王 権 の 側 で 世 襲 の 固 定 化 を お そ

1　　 れ て い る 様 子 が うか が わ れ る 。 そ れ は ，   法 制 化 を， 当 初 ， 高等 法 院 へ の 登 録 手 続 を必 要 と し な い

　　 顧 問 会 議 の 単 な る 決 定 に よ りお こ な っ た こ と ，   年 次税 の 受 領 を拒絶す る こ と に よ っ て 王 権側 で 任

　　 意 に 事 実上 の 世 襲権 を執 行 さ せ う る 建 前 と し て
’
v・た こ と，に よ く現 れ て い る 。（鈴木 ・同上）

〔そ の 後〕　全国 三 部会等 の 反発 が 強 く，
1618 年 に

一
度廃 止 され た が ，

1620 年 7 月 ， 翌 年 2 月 の デ ク

　　　ラ ラ ン シ ョ ン で 復活 （鈴木 ・同 上 ） （→ 1648 年）

li　［・レイ ・泄 1耽 （一・643 年）
J

剣貴族 ， 全国三部会の 陳情書 で ， 法服貴族 を 非難 （宮崎
・
法服貴族 136 頁）

　　・剣 貴 族 の た め に，官 職 ，王 家 の 要 職，騎 士 団 の 地 位 ， 高 等 法 院 の 名誉職等 及 び 貴族身 分 の 横領 防止

　　　と を要 求 。 （←1596 年 ）

　　・法 服 貴族 も ， 剣貴族 の 年 金廃 止 提案 を 行 い 対 抗 し た 。

　　・も っ と も両貴族 は ， 集団的 に は 対 立 し た が ， 個 人 の 職 業 と婚 姻 の 面 で は
，

一方 的 に 対 立 関 係 と断 定

　　　で き な い 。 （→ 1790．12，15）

procureur （代訴士 の 前身 とい わ れ る ） を 創設す る 王 令 （小 山 ・ 弁護：ヒ 305 頁 ）

レレ イ ・4 世 難 （一・7・5 年） （鈴木 ・ 売官 ・5 頁 ）

　　 。 同 王 は ，そ の 後 1691〜1709 年 の 間 に 4 万 以上 の 官職 を創設 し た とい わ れ る。（→ 1704，1707 年）

官職を新増設 し ， 官職保有者 の 給与 を 4 年間支払停止す る王 令 （エ デ ィ ） （G ．D ．E．L ．，　p．4566）

　〔背景 ・結果 〕 （千 葉 ・ 百 科 312 頁）

　　・王 政 府 は 戦 時 の 財政危機 打 開 策 と し て 本 王 令 を 制 定 → 官職保有者 の 反発

　〔新 税 （借 入 金） の 付加〕 （鈴 木 。売官 12 頁 ）
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5 ．13

1667 ．4月

1670 ．8月

　 ・ 財 源 枯 渇 し た 王 権 の 窮 余 の 策 と し て 大蔵 卿 エ ム リ が 案出

　 。1620〜21 年 の 改 正 で 限 時法化 さ れ た ポ レ 法 を 更新 す る こ と と引 換 え に，司 法 官 （magistrat ） に 対

　　 し て そ の 官 職 の 俸 給 4 年 分 に 相 当 す る 借 入 金 （pr6t） を 要 求 し た （っ ま り 4 年 の 俸給 凍 結 ）。

　 ・こ れ は 「高 等 法 院 の フ ロ ン ド」 （5 月 ） の 契 機 と な
っ た が ， 結局維持 さ れ た → そ の 後 ア ン シ ャ ン ・

　　 レ ジーム の 終 わ りま で ， 官職 世 襲 の た め に は ，   ボーレ ッ ト （← 1604．12） と  本借入 金 の 二 っ の

　　 税 が必 要 と され た 。

王令 に反発 した パ リ の 最高諸院 （高等法院 ， 会計法院 ， 租税法院等）官僚たち が ， 高等法院 の 主導で ，

結集 → 連合 の ため の 決定

〔7 囗 ン ドの乱 （1648 〜 53）〕 （千葉 ・ 百科 312 頁）

　 ・三 十 年戦 争 が 長期化 す る 中 で ， 宰相 マ ザ ラ ン は ，
17 世 紀前半 の リ シ ュ リ

ー
に よ る 近代的行政国家

　　 政策 を 受 け 継 い だ 。 こ れ に 対 し ， 高 等 法 院 を 中心 と す る 旧 官 僚 （官職 保 有 者）， 旧 貴族 （剣 貴族），

　　地 方勢力 ， 民衆 な ど が ， 伝 統的特権 と償 行 を維持す る た め に ， 起 こ し た 反乱 。

　 ・フ ロ ン ドの 名 は ，
パ リ の 子供 の 石 な げ遊 び （パ チ ン コ ） に 由 来 す る 。

〔経過〕

　（1）「高等法院 の フ ロ ン ド」 （1648〜49）： 5 月 13 目 の 決定 の 後 ， 7 月 官僚 た ち が ， 政府 に 国政改革案 を

　　 提 示 し た こ と に 始 ま る 。
→ 49 年 3 月 高等 法 院 が ，

コ ン デ 親 王 と組 ん だ マ ザ ラ ン との 間 に ， 和約 を

　　結 び 終 了 。

　（2）「貴族 の フ ロ ン ド」 （1649〜53）： パ リ に お け る マ ザ ラ ン と コ ン デ 親 王 一門 との 抗 争 が 全 国 に 波 及 し

　　た もの
。

一
時 コ ン デ 政権 も樹 立 され た が 内 部 抗 争 で 安定 せ ず ， 結 局 少年 王 ル イ 14 世 を 擁 す 王 党派

　　 が パ リ に 戻 っ た 。

〔結 果 ・ 影 響 〕　 （野 田 ・ 417 頁 ， 千葉 ・ 百 科 312 頁）

　 ・ （1）の 段 階 で は 高 等 法 院 の 勝利 → し か し（2）の 段 階 で は フ ロ ン ド側 の 惨 敗 → 結 局 事態 は 1648 年 前 と 同

　　 じ状 態 に 返 っ た 。 本 乱 鎮 静 後 ， リシ ュリ
ー

以 来 の 想想 で あ っ た 集権的行政支配構造 は 着 実 に 創 成 さ

　 　 れ て い っ た 。

　 ・フ ロ ン ドの 乱 の 後 ， 司 法 は ， 裁判権 の 行使 に 還 元 され た 。 （フ ワ ィ エ ・歴 史 21 頁 ）

司法改正 の た め の 民事王令 （＝ ル イ法典） （→ 1806 ．4 ．24）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （史料選 皿 14 頁 ， 三 井 1105 頁注（4）．江藤 ・ 改革 485 頁）

　 ・ コ ル ベ ール の 叔 父 ア ン リ ・ピ ュソ ール の 起 草 （
一“ 1670 年）

　 ・35 章 か ら な る 体 系 的民 事 訴 訟 法典 。 訴 訟 手継 に 新改革 を も た ら し た と い う よ りも ， 従 前 の 多 く の

　　勅令 を綜合 し て 編纂 し た も の 。 こ れ は ， ラ モ ワ ニ
ョ ン の 進歩的意図 が コ ル ベ ール 等の 反 対 に あ っ た

　 　 た め と い わ れ る。

　 ・procureur お よ び 弁 護 士 の 存 在 を認 め て V ・る が，両 者 の 職 務分 担 等 に っ い て は 必 ず し も 明 確 に 規定

　　 し て い な v・G工 藤） （← 1620 年 ，
1791 ．1．29）。

刑事王令 （grande 　ordonnance 　sur 　la　proc6dure 　criminelle ）

〔地 位 〕

　 。最初 の 刑 事 訴 訟 法 典 と も い う べ き も の （鈴木 ・ 検察官 23 頁 ）。

　 ・そ れ ま で 雑 多 で 断 片 的 な 多 くの 法 令 に も と つ い て い た 刑事訴 訟 手 続 を ま と め た 典型 的 な 糺 問 訴訟 法

　　典 （鈴木 ・訴 追 29 頁 ）。

　 ・パ リ高 等 法 院 の 法 慣 行を主 た る規範 と す る （志 垣 ・ 考察 75 則 。

　 ・カ ロ リナ 法 典 （1532 年 ），教 会 法 の 影響 あ り。 手 続 法 の 他 ， 実 体 法 も含 む （中村 ・変遷 619 頁 ）e

　 ・技術的 な 完全性 か ら， そ の 後 120 年間手 を っ け ら れ な い で そ の ま ま 放 置 され た 。 （→ 1790 ．9．16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｛中村 。変遷 621 頁 ）
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1673．　2 ．24

1679．4月

〔内容〕

　 。訴追手 継 の 二 分 化 （提 起 者 が 訴 訟 に 参 加 し な v・d6nonciation と ， 私的 当 事者 と な り私 訴 を開 始 さ

　　せ る plainte ） （塙 ・権 ヵ 483 頁 ）

　 ・官 憲 に よ る 犯 罪 訴 追 の 独 占 （た だ し，  私 訴 提 起 が 前提 と さ れ て い る ，   軽 罪 は 親告 罪 的性格 を も

　　 っ て い た ，   領 主 裁判権 が残 っ て い る 点 で ， 完全 独 占 と は い え な か っ た ） （塙 ・ 同 484 頁）

　
・法 定 証 拠 主 義 に つ き 明 文 は な い が，当 時 の 学説 。実務 は そ れ を認 め て お リ ， や は り糺 問主義 の 訴 訟

　　構 造 を 採 る とい え る （同 620 頁 ）

　 。 犯 罪 の 迅 速 な 処罰 を 目的 と し ， 秘 密 の ， 書 面 に よ る 裁 判 を 維 持 し て い る 。ア ン リ
・ピ ュ ソ ール の 起

　　 草 。 （史 料 選 皿 14 頁 ）

　 。 予 審 段階で ， 被告人 は 真実 を 述べ る 旨の 宣 誓を 強制 され る （反 す れ ば 偽 証 罪）← ラ モ ワ ニ ョ ン （cf．

　　 1788．5．8） の 批判 （澤 登 等 ・フ 刑訴 44 頁）

　
・死 刑 事 件 で は ，罪 体 が 確 実 で か な り の 証 拠 が 既 に 集 め られ て い る 場 合 に し か 拷 問 を 用 い え な い 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （澤登 等 ・フ 刑 訴 45 頁 ， 中村 ・ 変 遷 621 頁）

　 ・ （16 世紀前半 に 国 王 裁判所 へ の 直接 上 訴 体 制 が 確 立 → ） 本 法 で ，procureur に よ る 施 体刑判決 の 高

　　等法院 への 上訴 が 義務化 （塙 。権 力 486 頁 ）

建白権の 全面的禁止 （宮崎 ・法服貴族 138 頁 ， 木崎 127 頁） （→ 1715．9．15）

　 ・フ ロ ン ドの 乱 以 後，法服 貴族 は ， 王 権 に よ っ て 最 高 諸 法 院 の 諸 権 限 ， 特 に 建白権 を制 限 さ れ た →

　　1661年 ，ル イ 14 世 の 親 政 が始 ま る と更 に 制限 を強 化 され た → 本 年 で 全 面 禁 止 。

　 ・ 法 服貴族 は ， 公 式 の 国政 に 対 す る 発言権 を完全 に 失 うに 至 っ た 。

大学で 「フ ラ ン ス 法
一

般 の 原理」を講義 せ よ との 王 の 命令 （野 田 ・入門 3 回 47 頁）

　 ・ フ ラ ン ス 固 有 法 が こ の 時 代 に は じ め て 学 問 的 対 象 と し て 広 く意 識 せ られ た こ とに 基 く。

〔皿． 折衷的刑事手続の 時代〕　 （澤登等 ・フ 刑訴 38 頁） （注）本欄を こ こ に 書 くの は便宜上

　 。 近代 に 入 る と弾 劾 。糺 問 両 手 継 の 弊 害 を 避 け る
べ く両 者 の 折 衷 型 態 が現 れ た 。

　 。そ の 後 ， 大革命 や 治 罪 法 典等 を経 て ，折衷 型 態 は 今 日 で は か な り変化 して い る 。

1704年

1707年

1715年

1715．　9．15

1762年

国王官職をつ くりだす王令 （エ デ ィ ） （→1707 年） （鈴木 ・売官 15 頁）

　 。こ の 年 だ け で 種 々 の 官職 をっ く りだ す王 令 が 24 件 も成 立 し て い る 。

ル イ 14 世 ， 王室ぶ どう酒運搬仲買顧問官 と い う職 を考案 （鈴木 ・売官 15 頁）

　 ・そ の 他 こ れ に 類 す る よ うな 官 職 （実体 は な い ） が 次 々 に 売 ら れ た 。

〔官職 を購 入 し よ う と す る 者 が な く な ら な い 理 由〕 （鈴木 ・売 官 15 頁）1
　 （1）当 時，平 民 に の み 課 せ ら れ た 人 頭 税 （taille） を 課 せ られ る こ と は 恥 辱 と思 わ れ て い た の で ， 官職購

　 　 入 に よ りそ れ を免 れ た か っ た か ら。

　   国 王 に 仕 え る とい う名誉 に 惹 か れ た か ら （フ ラ ン ス 人 の 官 職 崇拝熱）

｝ル イ ・5 世 1即 位 （一・774 年）

最高諸法院 ， 前王 の 遺言書を め ぐり摂政政府と取引 （宮崎 ・法服貴族 138 頁 ， 木崎 127 頁）

　 ・諸権 限 ， と く に 建 白権 を取 り戻 し た → 再 び 国政 に対 す る 発言 権 を得 て ， 以後財務 ， 行政 ， 経済 ， 宗

　　教 の 諸 問 題 に っ い て ，
．自己 の 階 層 だ け で な く， 問題 に よ っ て は 利害 関 係 の あ る 国 民 各 層 の 世 論 を代

　　弁 し た （← 1673 年 ）。

〔カ ラ ス 事件〕 （後掲の文献目録参照）

　　　　　　　　　　　 1764 年 7 月 ベ ッ カ 1丿一ア 『犯罪と刑罰』初版
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1765年末

1766，7．1

1767年

1771．1月

　　　2月

1772．3月

1774年

1780年

1780．　8．24

1788．　5 ．　8

7 ．5

モ ル レ に よ る仏訳版 『犯罪 と刑罰』 （石井 ・削象 56 頁 e な お 同 54 頁）

ラ ・ パ ール の 処刑 〔ラ ・バ ール 事件〕 （後掲の 文献 目録参照）

〔シ ル ヴ ァ ン 事件〕 〔石井 。諸相＝前号 の 文献 目録参 照）

大法官モ ープ ー パ リ の 高等法院解体 〔モ
ープーの 改革〕 （〜74 年） （木崎 ll　 18 頁 ）

領主 の 刑訴費用 を 軽減す る 王令 （塙 ・権力 488 頁）

　 ・翌 年 の 王 令 （→ 1772．3） と同 内 容 。 両 王 令 に よ P ， 領 主 裁 判官 は ， 自己 の 利 益 に な ら な い 上 に 面 倒

　　な 刑 事 裁 判 を 事実上放棄 し て ，単 に 司 法 警 察 の 役 割 を果 た す に す ぎな い も の とな P ， 重 罪 刑事裁判

　　権 は
，

つ い に 領主側 の 自発 的 放 棄 と国 王 側 の 独 占に 到 達 す る 。

鎮主 の 刑訴費用を軽減す る王令 （エ デ ィ ） （→ 1788．5．8） （志垣 ・ 制度（1）61 頁）

　 ・ 領 主 に 証拠 調 査 と 決定 を認 め ， 裁判 を 国王 裁判官 に 委 ね れ ば 経費 を免 除 され る と い う功妙 な 王 令 。

　　 し か し 究極 の 目的 は 領 主 か ら の 刑事裁判権剥奪 。

ル イ 16 世 ［即位 （〜1792 年）

ミ ュ イ ヤ ール ・ド ・ヴーグ ラ ン 著 『自然な秩序に お ける フ ラ ン ス 刑法』

　 ・ 著 者 は 専 制 主 義 的 と 評 され て き た 人 物 （→ 1788 ．5 ．8） （石 井 ・肖 像 41 頁 。 な お 53 頁 ）

予備拷問 （question　pr6paratoire ）を廃止す る国王宣言 （dbclaration　roya1 ） 〔→ 1788 ．5．8）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （澤登等 ・フ 刑訴 46 頁 ，石井 ・ 肖像 46 頁）

　 ・ 予 備拷 問 ＝ 犯 罪 の 自白 を 引 き出 す た め の 拷問 。
cf ．先決拷問 （石井）

　 ・し か し 空文 に 止 ま る （→ 1789 ．10．8 実質的廃止 ） （志 垣 ・考察 85 頁）

刑事 訴 訟 の 全面改革を つ げ る 王 令 （エ デ ィ ） （→ 実施 さ れ ず ）

　　　　 （江 口 ・陳情書77 頁，中村 ・変遷 624 頁 ， 志垣 ・制度（1）62頁 ， 澤登等 ・ フ 刑 訴 46
，
47 頁）

　 ・ア ン シ ャ ン ・レ ジーム 期 を通 じ て 最 大 規 模 の 司 法 改 革 。 過 度 の 裁 判 権 数 を減 少 させ る 目的 。 領 主 裁

　　 判 権 は あ え て 廃 止 し な か っ た （→ 1790 ．3．31） が ， 訴 訟 手 続 の
一

部＝審 理 権 の み に 限定 （志 垣 ）。

　 ・世論 を考慮 し 且 っ 高等法院 の 抵 抗 を 打破す る た め ， ラ モ ワ ニ
ョ ン が 起 草 → 司 法 貴 族 を 中心 と す る 上

　　流 貴 族 ，大 ブ ル ジ ョ ワ ジ ーの 反 抗 → 失 敗 （中村 ）

　 ・本改革 は 有 益 だ っ た が ， 政治的反対派 は そ の 精神 を 曲解 し ， 高等法院 に 王 令 の 登 録 を拒否 さ せ た 。

　　
齟
→ 三 部会 の 招集 （→ 7．5）

　 ・内容 ： 法廷 で の 拷 問 に よ る 尋 問 の 廃 止 。 判 決 理 由の 義 務化 。 死 刑 判 決 の 多 数 決 の 数 の 増 加 。 死 刑 は

　　判 決 の 1月 後 に 執 行 （当 時 は 判決後 す ぐ 処 刑 さ れ る こ と に な っ て い た 。 石 井 。肖像 41 頁 ）。 無 罪

　　者 の た め の 賠 償手 段 。 （→ 1789．10．8） 〔澤 登 等 ） （石 井 ・肖 像 42 頁 ）

　 ・ミ ュ イ ヤ ール ・ド・ヴーグ ラ ン の 主 張 の 一部 の 法制 化 （上 記 下 線部）。

三 部会を 招集す る旨の 枢密院 の 決議 の 発表 （中村 ・ 変遷 625 頁 ）

　 ・
こ れ 以 後 ， 僧侶 ， 貴族 ， 第 三 身分 ぱ

， そ れ ぞ れ司法 制度 の 改革 に 関 し て 多 くの 陳情書 を各 身分 の 代

　　 表 者 に 提 出 し て い る 。

〔陳 情 書 の 内 容 〕 （中村 ・ 同 上，な お ， 江 口 ・ 陳情書 77 頁 以下 参 照 ）

　 ・訴 訟手続 の 公 開 ， 弁護 人 制度 の 採用 ， 被告 人 に 課せ られ る 宣誓 の 廃 止 ， 第
一

回被告人 尋問 の 後速 や

　　 か に 証 人 尋 問 が 行 わ れ る ぺ きこ と，予 審判事 の 権限 を 制限 し て 単独裁判官 に よ る 逮捕状 ・ 召喚状 の

　　発 行及 び 尋問 を 禁止 し ， 零調 ぺ 及 び 第
一

回 被告 人 尋 問 は 3 人 の 判事 の 面 前 で な され る べ き こ と ， 刑

　　事事件 の 判決 の た め に は 裁判所 の 全判 事 の 出 席 を要 す る こ と等 。

　 ・ しか し，裁 判 所 に対 す る 不 信 は 非常 に 強 く， 自 由心 証 主 義 の 採 用 に っ い て は 殆 ど要 求 が な さ れ て い

　　 な v、o　（→ 1791．9．16）
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第二 部　フ ラ ン ス 革命 か ら第一帝政前まで

1789．　5．　5

6．20

7．148

．4

三 部会 （E・… G6・ 6・a ・ x ）｛の 招集 （− 6… ）

8．17

8．2610

．1

10．8

1国民 （制憲）Xlt・ Assemb16・ N ・… na1 ・ （・・ n ・… ua … ）1鍼 立 雄 言 （球嬲 の 誓い ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→ 1791．10）

　 ・本 議 会 は
，

三 部 会 を 6 月 17 目 の 議決 に よ
っ て 単 一

会議体 に 再編 し ， 憲法制定 を任務 とす る 国 民

　　 代 表 議 会 と し て 発 足 し た も の （→ 1791．9．3）。 （稲本 ・民 事陪審 293 頁 ）

バ ス チ ーユ 襲撃 （フ ラ ン ス 革命 ）

国民議会，1789．8 ．4− 11．3 の デ ク レ に よ り封建制 を 全面廃止 （中村 ・変遷 622 頁 ）

　
・形 式 的 な 封 建 制 の 廃 止 （こ こ で 定 め ら れ た 諸 原 則 を実 施 す る た め に は ， 改 め て 後 の デ ク レ で 定 め ら

　　 れ ね ば な らず ， 実 際 に は ま だ 多 くの 封 建 的特 権 が 維持 きれ て u・た ）。

　 ・「す べ て の 領 主 裁 判 所 は 何 の 補 償 も な し に 廃 止 され る。但 し
， 領 主 裁 判 所 に お け る 判 事 は ， 制 憲 議

　　 会 に よ
っ て 新 し い 司 法秩 序 の 創 設 に つ い て 定 め られ る ま で そ の 職務を続 行 す る 。」（4 条 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→ 1790．3．31）

　 ・裁 判 官 職 の 売官 制 廃 止 の 規定 （7 条 〉 （→ 1790．8 ．16）

ペ ル ガ ス （Bergasse），最初の 司法制度改革 の 報告 （前稿 ・80 頁）

　 。本 報 告 に 付 せ ら れ た の が 司 法 権 に 関 す る 憲 法 委 員 会 第一草 案 （→ 12．22）。

　
・1 年 後 の デク レ （

一→1790．8．16） に よ っ て ，国 民 議 会 に よ る 司 法 改 革 が 達球され た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （稲 本 ・民 事 陪審 292，307 頁 ）

　 ・司法 制 度 改 革 の 要 綱 を 最 初 に 示 し た も の と し て 重 要 （稲本 ・同 上 311 頁 ＝結論部分 の 訳）。

〔内 容 〕 （稲 本 。裁 判 官 18 頁 以 下 参 照）

　 ・第一法 案 は ， 全 体 の 裁 判 所 構 成 と し て
，   王 国の 行政 区 分 をみ ず か ら仮定 し （プ ロ ヴ ァ ン ス 〉 デ ny

　　 ス ト リ ク ト〉 聖 堂 区），   そ れ に 即 し て 民 事 の 裁 判 所 を配 置 し （最高 法 院 〉 二 級 裁 判 所 〉 治 安判 事 ），

　　  こ の 民 事裁判所 の 司 法 官 を必 要 に 応 じ て 刑事裁 判 に 転 用す る，と し て い る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （積 本
幽
。治 安 判 事 （1）29 頁 ）

　 ・刑 事 裁 判 制 度 ： 最 高 法 院 か ら 1 年 単 位 で 出 向す る 2 入 の 裁 判 官 に そ れ ぞ れ 数個 の デ ィ ス ト リ ク トを

　　 管 轄 さ せ ， 陪 審 を付 し て 刑 事 裁 判 を行 わ せ る 。 そ こ で は ， 治 安 判 事 が一種 の 予 審 裁 判 官 と し て 起 用

　　 さ れ る （つ ま り， 犯 罪 の 訴 追 ・処 罰 に っ い て は ， 治 安判 事 と最 高 法 院 以 外 に 裁 判 官 は 存在 し な い ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （稲 本 。 治 安 判 事 （1）29 頁 ）

　 。違警 罪 裁 判 所 ： 警 察 的 観 点 か ら 再 編 成 さ れ た 治 安 判 事 （民 事の 治 安判事 と は 別〉 が あ て られ る o

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲 本 ・同 上 30 頁 ） （→ 1795．10．25）

〔司法制度改革 を め ぐ る 基本的対 立 〕 （稲本 ・ 裁判官 58 頁）

　 ・
こ れ は ， 端 的 に い え ぱ，国 王 権 力 と人 民 の 対 抗 関 係 に お い て 裁 判 所 をい ず れ の 領 有 に 帰 属 せ し め る

　 　 か を め ぐ っ て あ ら わ れ る の で あ り，似 後 議 会 で 細 か く検 討 され て い く） 陪 審 制 度 に 関 す る 討 議 も，

　　 裁 判 官 選 任 制度 を め ぐ る 討 議 も， す べ て こ の 基 本 問題 と の か か わ り で 白 熱 の 様相 を呈 し た 。

「人 お よび市民の 権利 の 宣言」 （桜木 ・ 253 頁，岩井（1）81 頁）

憲法 典 の 根源的基礎 に 関す る 10 月 1 日〜11 月 3 日 の デ ク レ （→ 1790．8 ．16）

　 ・「司 法権 は ，
い か な る 場合 に も ， 国 王 に よ っ て も立 法府 に よ っ て も行使 され る こ と が な い 。 た だ し ，

　　裁判 は ， 憲法 の 原則 に し た が い ， か っ ， 法律 に よ っ て 定 め られ る 形式 に よ っ て ， 法律 に よ っ て 設置

　　 さ れ る 裁 判 所 の み に よ っ て ，国 王 の 名 に お い て 管理 さ れ る
。 」 （19 条 ） （稲 本 ・ 裁 判 官 4 頁 ）

旧刑事手続の 改革に 関す る 10 月 8
，
9 日〜11 月 3 日 の デ ク レ （前稿 ・80 頁）
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12．1412

．22

同 日

1790 ．L12

3月

　・「本 デク レ に 反 し な い 限 り， 別 に 定 め あ る ま で，刑 事 王 令 は 遵 守 さ る べ し」 （28 条 ）＝ 基 本 的 に は

　　1670 年 刑 事 王 令 の 踏襲 （中村 ・ 変遷 626 頁 ）。

　 ・ 本 デ ク レ は ， 1788 年 王 令 の 内 容 を多 く繰 り 返 し 規 定 す る が ， 弁 護 人 制度 と 公 開 主 義 を採 用 し て v ・

　　る 点 で は 高 い 評価 を受 け よ う 。

　 ・し か し ， 全体 と し て は 依 然 糺 問 主 義 の 訴 訟 構 造 で ，手 続 は 書 面 審 理 に よ
っ て 行 わ れ て い た 。 新 し い

　　弾 劾 主 義構 造 の 誕 生 に は な お 2 年間 を要 し た 。 （→1791。9．16） （同上 627 頁 ）。

〔部 分 的 な 改革 の 内 容 〕 （中村 ・変 遷 626〜 7 頁 ）

　  判 事 の 補 助者 と し て ， 善 良 な 市 民 の 中 か ら選 ば れ た 知名 人 が ， 取 調 べ や 証 人 訊問 に 加 わ る こ と に な

　　 っ た （秘密主 義 の 欠陥 を補 う も の ）。

　（2）召 喚 状 ， 逮捕 状 は ， （単独 判 事 で は な く） 少 な く と も 3 入 ま た は 1 人 の 判 事 お よ び 2 人 の 法 学 士 に

　　 よ っ て 発 せ られ る。 住居 の 明 ら か な 者 に 対 し て は 逮捕状 を発す る こ と が で き な い （9 条）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （← 1788．7．5）

　（3）逮捕 状 を発 せ られ た 被 告 人 は 弁 護 人 選 任 権 を有 し
， 自 ら選任 し 得 な い と き は 職権 に よ り 任 命 さ れ

　　 る 。 こ れ に 反 す る 場合手続 は 無効 （10 条）。

　（4）訊 問後 ， 要求 に よ り す べ て の 訴訟書類 の 写 し が 無料 で 被告 人 に 交付 され ， 弁護人 は そ の 原 本 を 閲覧

　　 で き る 。 （14 条）

　  体 刑 ま た は 名 誉 刑 を 科 す た め に は 判 事 の 3 分 の 2 の 賛 成 を 要 し，死 刑 の 判 決 は 5 分 の 4 の 賛 成 を 要

　　 す 。 （25 条）

市町村制を確定す る デ ク レ （稲本 ・ 治安判事（1＞30 頁）

王国 の 行政的区分を定め る デ ク レ （稲本 。 治安判事（1）30 頁）

　 ・県 〉 デ ィ ス ト リ ク ト〉 カ ン トン

ト ゥ レ （Thouret ）， 司法制度改革草案の 報告 （稲本 ・民事陪審 307 頁）

　 ・本報告 に 付 せ ら れ た の が 司 法権 に 関す る 憲法 委 員会第 二 草案 （← 8．17）（→ 1790．3．29， 1790．7．5）

　 ・ 憲 法 委 員 会 は ，王 国 の 行 政 区 分，市 町 村 制 の 確 定 （← 12 ユ 4 デ ク レ ），行 政 会 お よ び 公 務 員 選 挙 制

　　度 の 基礎 の 整備 が終 了 し た 段階 で ， 「司 法権 の 組織法案」 を議会 に 提出 し た の で あ る 〔稲本 ・治安

　　判事（1）34 頁）。

〔内容〕（詳細 は ， 稲本 ・裁判官 23 頁 以 下参照）

　 ・第 一
草案 の 総 則 的 規 定 を 原 則 と し て 承 継 し て い る が ， 裁判所構 成 お よ び 裁 判 官 の 選 任 方 式 に 関 し て

　　詳細 な 規定 を お き ， 全体的 に み て 内容 上 も 第一草 案 とは か な り異 な っ た 司 法 改革構想 を打 ち 出 し て

　　 い る （稲本 ・同上 23 頁）。

　 ・検察制度 に つ い て ， 最初 の 改革構想 が 公 的 な 文 書 に あ ら わ れ た の が
， 上 記 の 第二 草案 （稲本 ・ 検察

　　35 頁）。 （→ 1790．3。31 （7），1790．5．7）

　 ・治 安 判 事 に っ い て は 第 二 草 案 が 1790 年 法 を 決定 し た と い え る （稲本 ・治安判事（1）34 頁 ）。

1 月 12〜16 日 の デ ク レ

　 ・通 常 の 裁判官 が 全 て の 犯 罪 を審 理 （中村 ・変 遷 643 頁）

シ ィ エ ス （Siey6s）， 「フ ラ ソ ス に お け る裁 判 お よ び警察 の 新 しい 組織に 関す る 見解」 と題す る改革案 を

印刷 ・配付 （稲本 ・民事陪審 308 頁）

　 。全 176 条か ら な る 条 文 草 案 の 形 式 を と る。原 案 は 1789 年 9 月 に 作成 。

　 ・ 国民 議 会 に 正 式 に 提出 され た 文書 で は な く， 個人 的 に 印刷 され ， 全議員 に 配 付 され た も の
。

　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 （稲本 ・同上 321 頁）

〔内 容 〕 （略 。
→ 稲 本 ・裁 判 官 36 頁 以 下 参 照）
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3．24

3．29

3．30

3．31

議会 ， 司法制度 の 全面的改革を討議 （〜30 日 ， 実質的 に 第一
段階終了）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （野田 ・598 頁 ， 稲本 ・裁判官 57 頁）

　 ・改革 の 要 点 は ，   判事 の 選任 の 問 題 ，   裁判所 の 新 構 成 （野 田 ・同上）

　 ・高 等 法 院 の 廃 止 を決定 （志垣 ・百 科 566 頁）

デ 詳ポ ル ， 「司法秩序 の 確 立 に か ん す る 原則 お よ び プ ラ ン 」を議会に 提出

　　　　　　　　　　　　　　　　（稲本 ・民事陪審 308
，
313 頁 。 内容＝＝ 稲本 ・ 裁判官 41 頁 以下）

　 ・29，30 日 の 両 日 に わ た り ， 国 民 議 会 に お い て そ れ ぞ れ 本 プ ラ ン ，「司 法秩序確 立 に 関 す る 原 理 お よ

　　び プ ラ ン」 お よ び 「民 事陪審 の 実施 プ ラ ン 」 と 題 す る 3 つ の 報告 を行 っ た 。

　 ・民 事陪審 を 司 法 改革 の す べ て を 支 え る 原 理 的 諜 題 とみ て い る 点 で 特徴的 。

　 ・デュポ ル 案 は ， 憲 法 委 員 会 の 諸 案 （←1789 ．8．17， 1789 ．12 ．22） に 対 す る 議 会 側 の 対案 と し て の 位

　　 置 を保持 し た 。

シ ャ ブ ル ゥ （Chabroud）． 司 法改革 に 関す る 報告 （→ 1790・7・5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （稲本 ・民事 陪審 308 頁 。 内容 ＝稲 本 。 裁判官 48 頁以下｝

　 ．デ ュポ ル 案 （← 3 ．29） に 続 き 発 表 さ れ た 個 人 草 案 （稲本 ・民 事 陪 審 308 頁）

　 。シ ィ
エ ス 案 （← 3 月 ）， デ ュポ ル 案 お よ び 本 草 案 は ，   3 月 24 目 以降 の 議 会 審 議 に 多大 な 影響 を

　　与 え た だ け で な く ，   裁 判 官 の 選 任 に っ い て そ れ ま で の 憲法委員会草案 が 克服 し え な か っ た 国 王 選

　　 任権 を 否 定 す る 基 調 を っ く っ た 。（稲 本 ・裁 判官 35 頁 ）

司法組織 に 関す る 問題の集約 お よび議 事順序を定め た デ ク レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲本 ・民事陪審 308 頁，中村 ・変遷 626 〜 28 頁）

　 ・バ レ
ェ ル ・ド・ヴ ィ ウ ザ ク （Barrere　de　Vieuzac ） の 起 草，提 案 に よ る も の で ， 国 民議会 の 正 式 の

　　 議 決 を 経 た （稲 本 ・同 上 310 頁 ， 同 ・裁 判 官 58 頁）。

　 ・ベ ル ガ ス 報 告 （← 1789 ．8．17） を承 け た も の で ， 新 し い 司 法組織 を定 め る た め に 討 議 か っ 決定 され

　　 る べ き 10 の 問題 を指 定 し た （中村 。同 上 ）。

　 ・本 デ ク レ 及 び 8．16〜24 デ ク レ に よ り ， 領 主 裁 判 所 は 実質的 に 廃 止 され た 。

〔10 の 問題〕（中村 ・同上 ， 稲 本 ・同 上 310 頁）

　   陪審 員 を 設 け る か

　 （2）陪審員 を 刑 事 事 件及 び 民事 事件 に お い て 設 け る か （→ 4 ．30）

　 （3）裁 判 は
一定 の 場 所 の 裁 判 所 で 行 わ れ る か ， 巡 回判事 に よ る か

　   数個 の 審 級 を設 け る か
，

ま た は 上 訴 の 慣 例 を 廃 止 す る か

　   裁 判 官 は 終 身 そ の 職 に 就 く か，ま た は 任期 を限 っ て 選 挙 され る か

　（6）裁 判 官 は 人 民 に よ り選 挙 さ れ る か ， ま た は 国 王 に よ り 任命され る か （→ 5．7）

　 （7）検 察 官 は 完全 に 国王 に よ っ て 任命 さ れ る か （→ 5 ．7．5 ．8）

　　　．こ れ は ， 憲 法 委 員 会 第 二 草 案 （← 1789．12．22） が 検察官 に っ き複数提示 ＝国王 選 択 の 方式 を提示

　　　 し た の に 対 し ， シ ャ ブ ル ゥ が 単 純 な 国王 選択 を
，

シ ィ エ ス が 人 民 選 挙 を 主 張 し て い た 当 時 の 事 情

　　　 を 反 映 し て い る （稲 本 。 検察 37 頁 ）。

1　  
一

個 の 破棄 裁 判所 を 設 け る か
，

ま た は 数 名 の 大 判 事 を 置 くか

　   同 一の 判事 が 全 て の 事件 を審 理 す る か，ま た は 商事 ， 行 政 ，租 税 お よ び 警察 の 事 件 に っ き 異 な っ た

　　 裁 判管轄 を区分す る か

　   民 事 ，刑 事 の 主 要 な 法 律 規 定 を 新 し い 司 法 秩 序 に
一

致 さ せ る 方 法 に 関 す る 作 業 を 制 憲 議 会 に 提 出 す

［　　 る 任 に 当 た る 委 員 会 を設 置 す る か

　〔司 法 改 革 に 関 す る 各 種 草 案 と の 比 較〕

　　（略） （→ 稲本 ・民 事陪審 309 頁 以 下 参 照 ）
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4月

4．30

100FOPD

5．7

5．8

5。247

．5

議会，陪審 （と くに 民事陪審 の 創設） に つ い て 白熱の 議論 （5〜8 日，28〜30 日） （→4．30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （稲本 ・検察 30，31 頁）

議会 ， 刑事 に 関 して の み 陪審を 設置す る こ と を可決 。 そ の 法案作成を憲法 刑事法合同委員会に 委ねた 。

　　　　　　　　　　（→ 8．16 デ ク レ ） （そ の 報告 → 11．27） （梅田 ・心証 97 頁，稲本 ・裁判官 1 頁 ）

　
・す な わ ち こ れ で 民事陪審創 設 （人 民 の 側 か ら の 裁 判 へ の 直 接 参 加 ） が 否 定 され た こ と に な る 。

　
・ そ こ で 以 後 は ， 裁判官選 任 問 題 （人 民 の 司法 コ ン ト ロ

ール を保障 す る 方 法 と し て の 人 民選挙制 度 を

　　 採用 す る か 否 か ） が 重 要性 を 増 し て い っ た 。

デ ク レ （第一審裁判官 の 定置） （中村 ・ 変遷 643 頁 ）

議会 ， 裁判官選任に つ い て 白熱 の 議論 （3〜8 日） （← 4・30） （→ 5・7，8，16 デ ク レ ｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （稲本 ・ 検察 30，31 頁 ， 中村 ・ 変遷 643 頁）

　 ・ 3 日 ＝裁判官 の 選 任 に 関 す る デ ク レ （再任可） （中村 ・同上）

　 ・ 4 日冩裁 判官 の 任期 に 関 す る デ ク レ （6 年 ） （中村 ・同 上 ｝

　 ・ 5 日＝裁 判官 の 選 挙 に 関 す る デ ク レ （人 民 に よ る ） （中村 ・同 上 ）

裁判官の任命に関す る デ ク レ

　 ・ 裁 判官 の 任 命 に っ き 国王 の 拒 否 権 な し ， と し た 。 （中村 ・ 変 遷 643 頁 ）

〔当時 の 状況〕 （稲本 ・検 察 34 頁 ）

　
・裁 判官 選 任 に っ き 「選 挙 人 は ， 国 王 に た だ

一
人 の 臣 民 を 提 示 す る 」 こ と が 503 対 450 の 少 差 で 表

　　 決 さ れ た
。

っ ま り ， 国家 権力 の 諸属性 の 配分 の 問題 が ， こ の 時点 に お い て な お ， 数量 的 に 均衡 し た

　　勢力 の 間 で 争 わ れ た 。 し か し ， こ の 決着 に よ っ て 力関係 に
一

定 の 変 化 が 生 じ，国 王 勢力 に 対抗す る

　　議 会 勢 力 の 新 し い 攻撃 が 開 始 さ れ る こ と に な っ た
。

議会 ， 検察官 は 国王 の 選任 に よ るべ ぎこ とを決議 （← 1790・3。31） （稲 本 ・検察 37 頁）

〔検 察 の 再 編化 の 試 み 〕 （稲本 ・検 察 34 頁 ）

　 ・フ ラ ン ス 検察 （← 1355 ．12．28） の 近代的 な 再 編 の 試 み は，上 記 （← 5．7） の よ うな 状況下 で 開始 さ

　　れ ， 新 し い 裁 判官 選 任制 度 と 刑 事 陪審 制 度 を 前 提 と し て 推 進 され た 。 但 し ， 検 察 の 改革 要 求 は ， 革

　　命 直 後 か ら あ っ た わ け で は な く ， や や 遅 れ て 出 て き た （← 1789．12．22） （そ の 理 由に っ い て は ， 稲

　　本 ・同 上 34〜35 頁参 照 ）。

〔国 王 選 任 〕

　 ・検 察官 の 国王 選任 は ， そ れ 自体 と し て 追求 さ れ た も の で は な く， 裁 判 官 の 人 民 選 任 の 原 則 を 議 会 の

　　多数 に よ っ て 確認 す る （← 5．7） た め の 補完的 手 段 だ っ た （同 上 44 頁 ，36 頁 ）。
っ ま り ，

シ ャ ブ

　　ル ゥ が 国 王 か ら裁 判 官 選 任権 を切 り離 す た め に 展開 し た 執行権 区 分論 が そ の 背景 に あ っ た た め に ，

　　反 国王 勢力 の 反撃 を直 ち に 将 来す る こ と な く ， 承 認 され た の で あ る （38 頁 ）。

デ ク レ （破棄裁判所） （中村 ・変遷 643 頁）

憲法委 員会 ， 「国民議会に よ っ て 議決 され た 基礎 に 従 う司法秩序 に 関する新法案」を提 出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲本 ・ 民事陪審 308 頁 ， 同 ・ 検察 39 頁）

　 ・ 憲 法 委 員 会 の 司 法 改 革 に 関 す る 最終 報告 （第 三 法 案） （←1789．12．22）

〔検察 の 職務 の 分配〕 （稲本 。検察 41 頁）

　 ・検察 の 職務 は ，   公 序 に 関す る 法律 の 遵 守 ，   判決 の 執行 ，   司法官 の 監視 ， に 限 定 され た 。

　 ・従 来 ， 国 王 代理 官 （← 1355．12．28） が 有 し て v・た 最 大 の 職 務 で あ る 訴 権 の 行 使 ・ 追行 は
， 民 事 に お

　　い て の み で な く， 刑 事 に お い て も一切 を失 う 。

　 ・公 訴 権 は ，個 人 ま た は 裁 判 官 中 の 受 任 者 で あ る 公 訴 官 に 帰 属 し，そ の 結 果 ，検 察官＝国 王 委 員 は ，

　　具体的事件 に お い て ， 公共 の 利 益 の 代表者 と し て い わ ば超越的 な 立場 か ら 意見 を述 べ
， 自 ら有用 と

　　判 断 す る 要求 を行 な う だ け に 限 局 され る 。
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フ ラ ン ス 刑事司 法 の 歴 史 （上 野 芳 久 ）

8．12

8．16

　〔本 報告後 の 検察 に 関 す る 審 議 〕 （稲 本 ・ 検 察 45 〜 49 頁 ）

　　
・検察官 の 公 訴権行使 の 禁 止 案 に 対 ケ る 反 対 論 も強 く， 議会は 混 乱一→8 月 9 日 ま で 審議 延 期 。

　　・批判＝  裁判官 の 〜人 を一
年 ご と に 公 訴官 と す る 構 想 は ，単 に 裁 判 官 数 を減 少 させ る だ け で な く，

　　　裁 判 官 と 起 訴 官 の 職 務 が 本 質 的 に 異 な る こ と か ら 無 用 の 混 同 を お か す ，  委 員会 案 で は ， 陪審制度

　　　と の 関係 （起訴 手 続 に お い て 陪審 が い か な る役 割 を 果 た ナか ） が 不 明確 。

　　
・8 月 10 日 最終報告 （ト ゥ レ ）＝ 陪審 の 組 織 に 関 す る 審 議 ま で ， 新 し い 公 訴 官 の 構 成 を 延 期 す る 。

　　　（延 期 の も う一
っ の 理 由 と し て ，8 月 16 日 デ ク レ を制定す る 段 階 で ， 公 訴 の 制 度 的 編 成 で は な く，

　　　裁 判 官 の 選 任 権 に っ つ い て 執 行権 か ら 公 訴権 を 奪 う こ と の 原則的確 認 の み を必 要 と し て い た こ と が

　　　あ る 。 ）（→ 11．27）

破棄裁判所 に 関 す る デ ク レ （中村 ・変遷 643 頁 ）

　　・単一の 破 棄 裁 判 所 を ， 立 法 府 に 附 置 す る こ と を定 め た （刑 部 4 頁 ）。

1　　 ・ 8．16 デ ク レ に は 本 裁 判 所 に 関 す る 特 別 規 定 は 設 け ら れ な か っ た （→11．27）e

司法組織に関す る 8 月 16〜24 日の デ ク レ （稲本 ・民事陪審 292 頁 ， 同 ・治安判事（1）25 頁 。（2）38 頁，1
　　中村 ・変遷 626 頁 〜，野 田 ・入 門 4 回 51 頁 ，

一
部訳＝司法資料 129）

　　・旧 制 度 下 の 裁 判 所 制度 を根 底 か ら く っ が え し ， 新 し い 裁 判 所制 度 の 基 本 的 構 想 を 明 ら か に し ， 翌年

　　 9 月 に い た る
一連 の 改 革 の 路 線 を確 定 し た とい う点 で 歴 史 的 な意義 を 有す る 立 法 （稲 本 ・民 事 陪 審

　　 292 頁 ）。
II
　 ・も っ と も ， 改革 の 事業 は ， 本 デ ク レ だ け で な く ， そ の 後 1791 年 9 月 に い た る 数個 の デ ク レ （→

1　 11．27， 1791．5．10， 7．19，9．16） に よ っ て 司法制度 の 全面 に わ た っ て 遂 行 さ れ た （稲 本 ・同 上 ，

，1
　　 307 頁 ）。

’

1〔司 法改革 が 憲 法典 成 立 をま た ず に す す め ら れ た の は な ぜ か 〕

「　 （1）（主 観 的 条件） 国 民 議会 を構成 し た （主 と し て 第 三 身 分 選 出 の ） 議 員 に 多 く の 法 曹 が 含 ま れ て お り ，

〔 ． 描 の 灘 韻 嗣 瀾 脚 改革 に 職業的関醜 い し 利舗 係 を有 し て い た か ら 。

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲 本 ・民 事陪審 293 頁〉

　 （2）（客 観 的 条件） 立 法 者 の 主 観 的 粂 件 が 十 全 に 働 き え た こ と の 背 景 と し て ，司 法 制 度 上 の 諸 改 革 を 社

　　 会 変 革 と む す び っ け て 主 張 し た 世 論 の 形 成 と そ の 議 会 へ の 強 い 働 き か け が あ っ た か ら （稲本 ・同上

　　 295 頁 ）。

　〔新 司 法 制度の 基 本原則） （石 川 8 頁 ）

　 （1）権 力 分 立 原 則 の 規定 （裁 判 官 は 立 法 権 侵 害 と行 政 干 渉 を禁 じ ら れ た ）。

　   市 民 の 平 等 に 反 す る 裁 判 所 の 特 権 の 廃 止

　   司 法 官 職 の 売 官 制 廃 止 （選 挙 制 の 採 用 ）， 裁 判 無 償 の 原 則

　　　　・裁 判 を受 け る こ と の で きる 者 が 選 挙 す る （任期 6 年）。 但 し ， 全 て の 人 民 が選挙 で き た わ け で

　　　　 は な い 。 （中村 ・変遷 641 頁 ）

　　　　・こ の 人 民 選 挙 ＝ 任 期 制 は ， 人 民 の 信 任 を 定 期 的 に 更 新 す る こ とに よ 叫 裁 判 官 が執 行 権 に 従 属

　　　　 す る こ と を排除 す る もの で ， 消 極 的 で は あ る が ， 実 質 的 に 司 法 的 職 務 の 独 立 を保障 す る も の と

　　　　 い え る （稲 本 ・ 裁 判 官 5 頁 ）。 （→ 11．25）

1　
°裁判官 は 国家 か ら俸給 を受 け る こ と に な っ た （中村 ’変遷 626 頁〉・

1　 （4）＃ 論 ゜ 判 決 の 公 開・判 決 に 理 由 ettす 礒 務

1　 （5）仲 裁 （arbitres ） の 重 視

〔内容〕

　　・新 司 法 組織 は ，裁 判 所 の 設 置 方式 に お い て も 審級 の 編 成 に お い て も 著 し く簡素化 さ れ た （稲 本 ・治

1　　 安判事（2）38 頁 ）。
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8．23

8．25

同 日

9．2

9．710

．1510

．18

11．25

11．27

同 日

　 ・ 裁 判所構成 の 基本 が民事裁判所 に お か れ る 点 で は
， 憲 法 委員会第

一
法案 （← 1789．8．17），第 二 法 案

　　 （← 1789．12．22） と変 わ ら な い （同 上 ）。

　
・議会 を二 分 し て 激 烈 な 議論 を戦 わ した   裁判官選任方式 と  民事陪審創設 の 問 題 に つ い て は ， 結

　　局 ，   選 任権 は 国 王 の 手 か ら 完 全 に は な れ て 人 民 の 選 挙 人 に 委 ね ら れ ，   民 事陪審 は 置 か な い
， こ

　　 とに な っ た （デ ク レ ニ 章 3
，
4

，
15 条）。 （＝憲法委員会第 二 草案 （← 1789．12．22） は  に お v・て 受

　　 入 れ られ ，   に お v・て 排斥 さ れ た ） （稲 本 ・ 検 察 30
，
31 頁 ）

　 ・治安判事 （juge　de　paix） 制度 の 創 設 （← 1789．8 ．17
，

1789．12．22｝ （本 デ ク レ に お け る 治 安判 事 の

　　地 位 の 詳細 に つ い て は ， 稲本 ・治安判事（2）38 頁 以 下 ， 垂 水 96 頁 参照 ）。 司 法 的 職 務 に 限 ら れ ，

　　 イ ギ リ ス の そ れ （justice　of　peace ） と は 性 格 を こ と に す る 。 （稲本 ・民 事陪審 292 頁 ）

〔地方裁判所〕 （中村 ・変遷 630 頁）

　 ・各 郡 （district） に
一

っ 創 設 さ れ た 。

　 ・ 同 裁 判所 は ，
5 名 の 判 事 と 1 名 の 検察官 の 職務 を行 う官吏 に よ っ て 構成 され る第一審裁 判 所

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（→ 8．23）

地方裁判所 の 設置 に 関する 8 月 23〜28 日 の デ ク レ

　 ・こ の 頃 王 国 は 83 の 県 （d6partement） に 分 か れ，そ れ は さ ら に 543 の 郡 に 分割 さ れ て い た か ら，

　　そ れ だ けの 数 の 地方裁判所 があ っ た こ と に な る。（← 8，16） （中村 ・変遷 631 頁 ）

司法組織に 関する 8 月 25 日 〜 9 月 11 日 の デ ク レ （稲本 ・ 民事陪審 296 頁）

8 月 25 日〜9 月 29 日の デ ク レ （パ リ裁判 の 組織） （中村 ・変遷 644 頁）

司法組織 に 関する 9 月 2〜11 日 の デ ク レ

　 ・聖職者 は 判事 に 選 任 さ れ ぬ 。 （中村 ・変遷 644 頁）

旧設の 裁判所 の 廃止等 に 関す る 9 月 7〜11 日 の デ ク レ （稲本 ・民事陪審 296 頁）

高等法院 ，

一
切 の 活動を停止 （志垣 ・百科 566 頁）

治安裁判所に おける手続に つ い て の規則を含む 10 月 18〜26 日 の デ ク レ （治安判事の 手続）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （中村 ・変遷 644 頁）

パ リで 8 月 16〜24 日 デ ク レ に 基 づ く裁判官 の 選任が 実施 され る 。

　 ・翌年 1 月 25 日 に は ， 第
一

区の デ ィ ス ト リ ク ト裁判所 が 開設 され た 。 （稲本 ・裁判官 5 頁）

デ ュポ ール ， 制憲議会で 刑事手続に つ き報告 （→ 1791・9．16） （前稿 80 頁）

　 ・ 陪審制 の 採 用 → 口 頭弁論 主 義 ＝ 自由 心 証 主 義 の 提案 （梅 田 ・心 証 97 頁）

　 ・ 本報告 後 ， 翌 年 1 月 3 日〜2 月 7 目　（→ 1791．2．7） に 刑 事 陪審 制 度 の 組 織 に っ き 審 議 。 採 択 。

　　 そ の 法 文 は 直 ち に は 施 行 さ れ ず ， 最 終 的 に 同 年 9 月 16 日 デ ク レ （→ 1791 ．9．16） に 組 み 込 ま れ 実

　　定法化 され た （稲本 ・検 察 50 頁）。

破棄裁判所 に 関す る 11 月 27 日〜12 月 1 日デ ク レ （→ 1791 ．4．14 ，
1797．10．24｝ （山 口 ・概説 346頁 ，

石川 11
，
21 頁 ， 中村 ・変遷 644 頁 ，

一部訳＝司法資料 129
。 ）

〔破棄裁判所 （Tribunal 　de　cassatien ）〕 （性質と任務 の 変遷 に つ い て は 刑部論文）

　 ・本法 で 創設 。 構成 ， 権 限 に っ き規 定 。 後 の 破 棄院 の 前 身 （→ 1804．5．18）。

　 ・本裁判所 は ， 上 告事件 に っ い て の 調 査 ・ 予 審機 関。法 解釈統一
の 目的 か ら事 件の 選 別 に あ た る 「審

　　理 部」（Bureau　des　 requates ） と ， 判 決 機関 で あ る 「破 棄 部 」（Section　de　 cassation ） と か ら成 る

　　 （→ 1795。10．24）o

　 ・重 罪 裁判所 や 軽罪 裁 判 所 の 上 級 審 と し て 設 置 され た もの で な く， 旧 制度 下 の 国 王 留保裁判所 に お け

　　 る 破棄の 権限 を制度化 し た も の （石 川
・同上）。

　 ・唯
一

か っ 最高 の 裁 判 所 で ， 「形 式 の 違反 あ る 訴 訟 手続及 び 法律 の 条文 に 対 す る 明白な 違反 を 含 む す

　　べ て の 判決」 を取 消 す権 限 が 付与 され た （石 川）。
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　 ・判決破棄 の 権 限 （判決 の 法律適合性 の 保障） は ， 司 法府 を監 督 し て 立 法 府 を擁 護 す る こ と な の で ，

　 　司 法 権 とは い えず ， 立 法 府 に 属 す ぺ き 権 限 だ とす る 説 も あ っ た 。
→ 議 会 は ，本 裁 判 所 を置 き ， た だ

　　 し 立 法府 に 付置 し た 。 （←8，12） （こ の 点 に っ き 刑部 7 頁 ， 野 田 606 頁 。同 。入 門 8 回 51 頁）

〔検事局 （Parquet 　96n6ral）〕

　 ・破棄裁判所 に 「国 王 に よ り任命 さ れ る 国王 委員 （commissaire 　du　 Roi） を 置 く」 （23 条 ）。 こ れ が

　　検 事 総 長 で あ る 。 （→ 1791．9．21） （石 川 31 頁 ）

12・15
ト弁護± を廃止す る デ ク ・ （→ 1791⊥ 29・18°3・3・13） （’J’山 弁゚護士 3°5 頁）

・79・．・2 ・ 〕・ 月 2・ 日一2 月 25 日 デ ・ ・ （重職 判所 酪 県 t・：R 置） （− 9．・6） （中村 ・変遷 644 頁）

　

騰 飆 鐵 騰 瓢
（

；聯   。 囃 、 破 壊 。 た ＿ 法 。 。 よ

　　　　　 1

　　　　　 1　　 り，procureur に 代 わ る も の と し て 代 訴 士 が 法 的 に 認 め ら れ た

　　　　　1　 　 　 　 　 　 　 　 　 （江 藤 ・ 改 革 486 頁 ， 小 m ・弁 護 士 305 頁 ， 石 川 183 頁 ）

　　　2 ・71 刑事裁判 に つ い て の 法律 （
一→9 月 16 日公布） （野 田 。 603 頁 ）

　　　　　 F2
．283

．64

．145

．10

7．117

．19

9．3

9．16

　　・陪 審制が認 め ら れ ，大体 イ ギ リ ス の 制度 が模範 と さ れ た 。

2 月 28 日〜4 月 17 日 デ ク レ （裁判官 お よび 判決 の 尊重 ） （中村 ・ 変遷 644 頁 ）

新 司法秩序に 関す る 3 月 6 日〜27 日 デ ク レ （稲本 ・検察 26 頁）

4 月 14 日 〜17 日 デ ク レ （破棄裁判所 4 月 20 日か ら開始） （中村 ・変遷 644 頁 ）

5 月 10H 〜15 日 デ ク レ （国民高等法院の 形成） （中村 ・変遷 644 頁）

〔国民高等法院 （Haute　Cour　nationale ）〕 （野 田 ・607 頁）

　　・国 務 大 臣 や 官 吏 の 弾 劾 裁 判 所 （→ 1792．8．17，1792 ．925 ）

7 月 11 日〜18 日 デ ク レ （治安判事の権限） （中村 ・変遷 644 頁）

市町村 ・軽罪警察の 組織に 関す る 7 月 19 日 〜22 日 の デ ク レ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （石川 11 頁， 中村 ・ 変遷 644 頁 ， 野田 604 頁）

｛
〔軽蹄 察裁判所 （・，ib。。 a 。 。　d。　p・1i・ e　c ・ rrec ・i・nn ・ll・）〕

　　・本 デ ク レ で 設 置 。所 長 た る 1 名 の 治 安 判事 ， 他 の 2 名 の 治安判事 で 構 成 。

　　。も し 都市 に 治安判 事 1 名 し か な い と き は ， 陪 席 判 事 は 市 民 か ら 選 ば れ た 。

［ ・ 繊 判所 の 判灘 対 し て は控 訴 審 た る 地 臓 判所 が 繍 と し て 判決 した ・

i〔禦 1軅犠瀦 膿 犠鐸
’

：鸚 。 、 れ た ．

　　・市町村警察 事 犯 の すべ て を初審 と し て 判決 し た 。

初 の 成文憲法 （立 憲 君 主 制憲法） （山 口 ・概説上 52 頁 ， 野 田 ・ 入 門 4 回 50 頁）

　　・従来 の 司法 改 革 関 係 の デ ク レ を要 約 し （← 1789 ・10・1，1790・8・16），「司 法 権 は ・ u’か な る 場 合 に

1 ・泣 瀰 に よ
。

て ・ 国 王 に よ 。 て ・ 行使 ・れ … が で ・ ・x　v・」，「裁 糊 ま ， 人 民 に よ 。 て 任軅

［　　定 め て 選 挙 さ れ ， か つ
， 国王 の 公 開 状 に よ っ て 叙 任 さ れ る 裁 判官 に よ っ て ， 無 償 で 行 わ れ る 。 国 王

　　 は ， 公 開状 を否 定 す る こ とは で きな い 」 と規定 し た （稲 本 。 裁 判 官 4 頁｝。

　　・ 陪 審 制 の 採 用 （森 下 。陪審 上 86 頁 ） （→ 9．16）

治安警察 ・刑事司法 お よび陪審員の 設置 に 関す る 9 月 16 日〜29 日 デ ク レ （→ 1795 ．10．25）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （→ 29 日に 国王が裁可） （前稿 80 頁〉

　　・旧刑 事 手 続 に 関 す る 従 来 の 改 革 を 吸 収 ・ 再 編 成 し っ っ 糺 問 手 続 を 完 全 に 廃 止 し た 。

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （澤 登 デ゚ ク レ 212 頁 ）

　　・革命期 の 刑事警察 ・裁判制度 の 骨格は ， 本 年 7 月 19 日 デ ク レ と本 デ ク レ と に よ
っ

て 形成 され た

　　 （稲 本 ・ 治 安 判 事   64 頁 ）。
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　 ・1789 ．10 月 の デ ク レ と と も に ， 制 憲 議 会 が 制定 し た 刑事裁判 に 関す る 2 大デ ク レ の
一

つ （わ ずか 2

　　年 弱 で 2 っ の デ ク レ が 発 せ ら れ た が ， 前 の デ ク レ は 早 急 に 改善すべ き 重 大 な 弊害 を暫定的 に 改 め た

　　に す ぎ ず ， 本 デ ク レ は 当 時 ま で な お 効 力 を 有 し て い た 刑 事 王 令 を廃 止 し て 陪審制 に よ る 英国流 の 訴

　　訟 制度 を フ ラ ン ス に 持 ち 込 ん だ も の ） （中 村 ・変 遜 630 頁 ）

　 ・ 伝 統 と 自益 を守 ろ う と す る 入 は，イ ギ リ ス か ら 新 し い 制度 が 入 っ て 来 る こ と に 強 い 抵抗 を 示 し た

　　が ， 革命 の 方向 で も あ る 陳 情 書 の 内 容 を実現す る た め に 新 し く本 デ ク レ が 制定 され た の で あ る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （同 上 ）

〔裁 判 の 3 っ の 段階〕 （同上 ・630 頁 以 下） （cf．前 稿 80 頁 の 1791．9．29＞
一（1）予 審・…・・小 郡 （canton ） の 治安判事 は 職 権 （現 行 犯 ，原 因 が 不 明 ま た は 疑 わ し い 殺 人 の 場合） ま

　　た は 私 人 の 告訴 告 発 に も と づ き活 動 を開始 す る 。 拘引状 の 執行 に よ り被 疑 者 を 出 頭 させ ， 被 疑 事

　　実 に つ き訊問後 ， 訴追 の 必 要 あ り と判 断 し た と き は 地 方 裁 判 所 に 送 致 す る 。

一  地 方裁判所……各郡 （distrlct） に
一

っ 。 起 訴 陪 審 σury 　d’

accusation ） が ， 起訴 理 由 な し と し

　　た と き → 被疑 者 は 釈 放 。 起 訴 理 由 あ り な ら → 重 罪 裁 判 所 に 移 され る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （詳 細 は ， 中村 ・変遷 633 頁以下）

一
（3）重 罪 裁 判 所 （tribunal　criminel ）……各 県 （d6partement）に 一

つ 。審 理 陪審 Gury　de　jugement）

　　で 最終 弁 論 が な され ， 判決 が 下 され る 。 （詳細 は ，中村 ・ 変遷 635 頁 以 下 ， 石 川 ・10 頁）

〔刑 事裁判 に お け る 検察 的 職務 の 構 成 〕 （稲 本 ・検察 50 頁）

　・検察官 は ， 狭 義 の 裁 判 機 構 な い し 司 法 的 職 務 の 中 に 入 ら ず ， 文 字 ど お P 「裁 判 所 付 き の 国 王 委員 」

　　と し て 位置 づ け ら れ る 。 他方 ， 従 来 検察 の 職務 と して 国 王 の 官吏 に 委 ね られ て い た 司法 上 の 職 務

　　は ， 裁 判 官 ・陪 審員 ・公 訴官等 か ら な る 裁 判 機 構 に 委 ね られ ， そ の 中 で 再 配 分 され る （同上 52 頁）。

一
（1）司 法 警察権 → 治 安 判 事

　　 ・人 民 選 挙 に よ る 治 安 判 事 に 付 与 され る 。

　　 ・ そ の 監 督 ・ 統 制 権 限 は （国 王 委員 で な く） 公 訴 官 が も っ
。

一
  起訴 手 続 → 地 方 裁 判 所

　　 ・起訴陪審 は 地 方裁 判 所 に 置 か れ ，起 訴 決 定権 を もっ 。 重 罪 裁判所 の 審 理 陪審 と は 制度 上 な ん ら

　 　 　 関 係 な い 。

　　 ・ 陪審 指 導官 （directeur　de　jury）は ， 地方 裁 判 所 の 裁 判 宮 の 一人 が な り， 起 訴陪審員 を指導 す

　　　 る 。 起 訴 状 の 作 成 権 限 を も持 っ 。

　　 ・告 訴 当事者 （partie　plaignante），公 民 的 告 発 者 （d6nonciateur　civique ） の イ ニ シ ァ チ ヴ に

　　　 よ る 起 訴陪審 へ の 付託 を可能 と し た 。

　　 。地 方 裁 判 所 の 国 王 委 員 （検 察 官 ） は 起 訴 状 の 適 法 性 に 関 す る 起 訴 陪 審付 託 前 の 審査 を す る 。 た

　　　 だ し ， 決定歯 は 地方裁判所 に 。

一  判決 手 続 → 重 罪 裁 判 所

　　 ・裁判官 は 審 理 陪審 に 従 属 す る 。

　　 ・ 重 罪 裁 判所 の 国 王 委員 （検 察 官 ） は 審 理 過程 で の 要求お よ び 求 刑 （た だ し ， 決 定 権 は 重罪裁判

　　　所 に ） の ほ か，破 棄 の 請求 お よ び 判 決 の 執 行 を職 務 とす る 。

〔陪 審〕 （→ 1808。11．17） 峰 登 ・フ 刑訴 256 頁 ・ 鈴 木 ・陪 審 10 頁 ）

　 ・ 陪 審 制度 は ， 封 建 時 代 に フ ラ ン ス に お い て 実施 され （← 1260 年 ）， ノ ル マ ン 人 に よ っ て イ ギ リ ス に

　　導 入 ・実 施 され た → 本法 で フ ラ ン ス に 再 導入 。 た だ し ， 元 々 の フ ラ ン ス の 制度 に で は な く， イ ギ リ

　　 ス の 制度 に よ っ た も の 。

　 ・ 本 法 は ， 審 理 を担 当 す る 起 訴 陪審 （jury　d
’

accusation ） と ， 罪 責 の 判 断 を担 当 す る 判 決 陪 審 （jury

　　de　jugement） と を 同時 に 創設 し た 。
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9 ．21

9．259

．29

10月

1792．　4．10

8．10

同日

8．玉1

8 ．16

8．18

9 ．21

9．22

検事総長 代理 の 職 を 創設する 9 月 21 日〜10 月 14 日法 （石川 31 頁）

　 ・こ れ は ， 検事総長 （← 1790．1L27 ） の 補 助者 と し て 置 か れ た 職 （2 つ ）

　
・後 に，こ の 数 は 次 第 に 増 加 され ， 次席検 事 と改 称 さ れ た （→ 1810．3．19）

刑法典 （1791 年刑法典）成立 （桜木 263 頁）

9 月 29 日〜10 月 6 日法律 （い わ ゆ る 1791 年 の 法典成立）

　 ・ 司 法 組 織 と刑 事 手 続 組 織 をま と め た 法 典 。 （前稿 80 頁 ）

1立法謙 （Assemble・ Le・i・1・・i・ ・）1成立 （一 ・792・8 … ）

4 月 1Q 日〜15 日法 （→ 1947．7．23） （石川 40 頁）

　 ・刑事事件 に っ き ， 破棄裁 判所 の 審理 部 に お け る 二 重審 理 の 手続 （  審 理 部 で 破棄 請 求 の 事 前審 理 を

　　 受 け る ，   破棄 請 求 認 可 の 場 合 に は 再 度 刑 事 部 の 審 理 を 受 け る ） が 放 棄 さ れ た 。

　 ・ そ の 後，他 の 部 で も 次 第 に 審理 部の 事 前審 理 を廃 止 し て い っ た。

議 会，ル イ 16 世 の 王 権停 止 （八 月 十 日 事件） （→ 1793．1 月）

　 ・執行権 の 官吏 と し て の 「国 王 委員」は ， こ の 事件後 ， 8 月 15 日デ ク レ で 「執行権 の 委 員」と名 称

　　 を 変え た （→8．18）。 （稲本 ・検察 58 頁 ）

パ リ市 の 治安判事の 全員改選を命 じ る デ ク レ （→ 9．22）

　 ・1790 年 秋 か ら 91 年 初頭 に か け て 選 挙 され た 第
一

期 の 治 安 判 事 は ， 民 事 上 の 職 務 に お い て は 成功

　　 を収 め た が ， 刑 事 上 の 職務 に 関 し て は 消 極 的 な評 価 を受 け る こ と も 少 な くな か っ た 。 本 デ ク レ は ，

　　 こ の 評 価 の 最 終 的，象 徴 的 な あ らわ れ と い え る （こ の 間 の 事 情 に っ き稲 本 。治 安判事 頁 （2）74 頁 ）。

市 町 村 ， 郡，県 に 治安警察機能を与え る法律

　 ・立 法議会 は ， 国 家 の 対 外的 ・対 内的 安 全 を 危 う くす る 重 罪 の 捜査 の た め に 本 法 を制 定 。
→ こ の 措 置

　　 に よ り多 く の 反 革 命 容 疑 者 が 逮 捕 。虐 殺 さ れ た （「第一恐 怖 ］）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （中 村 。モ ン タ ニ ャ
ール （← 前 稿 104 頁 ） 723 頁 ）

特別 の 重罪裁判所 を 置 くデ ク レ （野 田 ・608 頁 7 中村 ・ モ γ タ ニ ャ
ール 723 頁）

　 ・8 月 10 目 事 件 の 犯 罪 を審理 す る た め の 裁 判 所 で ， 判 事 ， 判 事 補各 8 名 ， 訴 追 官 2 名 ， 書 記 4 名 か

　　 ら 成 る 。 こ の 構 成 は ， 各 県 の 重 罪 裁 判 所 （← 1791．9．16） の 倍 以 上 の 人 員 で あ る が ， こ の こ とか ら

　　 も 8 月 10 目 事 件 が フ ラ ン ス 革 命 に と っ て 極 め て 重 大 な意 味 を も っ て い た こ とが わ か る 。

　 ・反 革 命 派 の 政 治 犯 を摘 発 す る た め に は 従 来 の 国 民 高 等 法 院 （← 179L5 ．10） で は 不 十 分 な の で 創 設

　 　 され た 。

　 ・11 月 29 日 法で
一

旦 廃 止 され る が ， 後 に 再 び 設置 され た （→ 1793．3．10）。

現職の 国王委員の 職務を停止す る デ ク レ （稲本 ・検察 58 頁 1

　 ・「執行権 の 委員」 は 選挙 に よ っ て 選任 され る 。 （→10．13）

国民公会 （C ・ nv ・ n … nN ・・i・ na1 ・）陣会 （王磽 止〕一犀一
共和政 （1・eR6 ・・b1・… ）1

行政体 ， 市町村体 お よ び 司法体 の 改選 に 関す る 9 月 22〜25 日 の デ ク レ （←10．19） （← 1790．8 ．16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （稲本 ・裁判官 6 頁）

　 ・9．20 に 新 し く普通選挙 で 構成 され た 国民公会 は ， 全国 レ ベ ル で す べ て の 行政官 ， 司法官 を一
新 す

　　 る こ と を決 定 （→ 11．29） （中村 。 モ ン タ ニ ャ
ール 725 頁 ）。 治 安 判 事 も全 面 改 選 に （稲 本 ・ 治 安 判

　　事   75 頁 ）e

　 ・国民 公 会 の 時 代 に 入 る と， 1791 年 憲 法 典 が 事 実上 そ の 効 力 を 失 っ た の に 伴 い ， そ れ ま で の 「人 民

　　選挙 と 任期中 の 身分保障 の 原則」 は 根 底 か ら 揺 D動 か さ れ る こ と に な っ た 。 本 デ ク レ は そ の あ ら わ

　 　れ 。
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9 ．2510

．1310

．19

10。20

11．29

国民高等法院 の 廃止 （中村 ・モ ン タ ニ ャ
ール 725 頁） （← 1791・5．10，→ 11・29）

重罪裁判所付きの 「委員」 を廃止す る デ ク レ （→ 10．20） （稲本 ・検察 58 頁 ）

行政体， お よび 司法体の 改選に 関す る デ ク レ の 執行 の 態様を定め るデ ク レ （← 9．22） （→ 1795．8．22）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲本 ・ 裁判官 6 頁）

　　・上 記 9 月 22 艮 デ ク レ を実施 す る た め の デ ク レ
。

〔内 容〕

　　・す べ て の 公選 制 の 司 法 官 （破棄裁判所 の 構成員 を除 く） は 改選 され る 。

　　・選 挙 資格 に つ い て は ，国 民 公 会 の 選 挙 と 同 様 に ， 能 動 市 民 と 受動市民 の 差 別 を廃 止 す る 。 収 入 を有

　　 す る 21 才以上 の す べ て の 市民 （家事使用人 を除 く）が第
一

次 〔選 挙）会 に 参加 す る。

　　・裁判官 の 被 選 挙 資格 と し て 法 曹要 件 を は ず す。

　〔背景一 革命的断 絶一 ）（稲本 ・裁 判 官 10 頁 注 （5））

　　・国 民 公 会 期 （と く に 1793 〜 4 年 前 半 ） か らみ る と， 国 民 議 会 の 立 法 は， 法 律 上 の 制 度 転 換 を す る

　　　こ とに よ っ て 革 命 を擬制 す る と い
っ た 性格 を有 し て い る ， とい え る 。

　　。た とえ ば ， 第 三 身 分 選 出 の 多数 の 法 曹 出 身 議 員 も， 自 己 が 利害 関 係 を有 す る 封 建 諸 税 の 実利 的 部分

1 垢 濃灘 晝鰾篠 躍募鸞罵鐫鷺蹴 議r躑 二隻。 。諸

　　 法律 と 断絶す る こ と が 必 要 だ っ た 。 そ し て 8 月 10 目 の 王 権停止 と 国民公会招集 に よ り， 91 年憲

　　 法 が 事実 上 失効 し た こ とが ， 革命的断絶 の 契機 と な っ た 。

　　
・裁 判 官 の 選 任 に っ v・て u・え ば， 1790 年 8 月 16 日

〜24 日 デ ク レ が 被 選 挙 資 格 の 法 曹 独 占 を 認 め

　　 た た め ， 人 民 選 挙 の 形 を と っ て も 裁判官 は 旧 制 下 の 法曹 （そ の 多数 は 旧 司 法 官職 の 株保有者） 以 外

　　　に な か っ た。っ ま り ， 官職 株 保 有 ＝ 国 王 任 命 ＝ 終 身 制 を， 法 制 度上 で 官 職 株 廃 止 ＝ 人 民 選 挙 ＝ 任 期

　　 制 に し て も ， 裁判 の 担 い 手 は 現実 に は 変わ らな か っ た 。 そ の 意味で ， 司 法改革 も ま た 「法律革命」

　 　 の 枠 内 に あ っ た の で あ る 。

　　・以 上 の よ う な 背 景 を考 え る と ， 本 デ ク レ は 法 制 度上 に も た ら され た 革命的断絶 の
一

例 とい え る 。

重罪裁判所付 「委員」廃止を確認するデ ク レ
脚
（← 10．13） （稲本 ・検察 58 頁）

　　・そ の 職 務をす べ て 公 訴官 に 付 記 し た 。

　　・こ う し て ， 重 罪 裁 判 所 に 関 す る 限 り， か っ て の 国 王 委 員 は ， そ の 名 称 に お い て ， そ の 職 務 に お い

　　　て ， そ の 官職 の 存在 自体 に お v・て ， 革命的事態 の 進行 に よ っ て 消 滅 し た 。 （← 1791．9．16）

8 月 17 日創 設 の 特別 裁判所を廃止 す る法律 （中村 ・ モ ソ タ ニ ャ
ール 725 頁 ）

　　・12 月 1 日以 降，同 裁 判 所 は 廃 止 され ， 訴 訟 は す べ て 民 事 刑 事 を 問 わ ず ， パ リ 県 の 通 常 裁 判 所 に 移

　　　さ れ ， 陪審 に よ る 手 続 に 関 す る 法 律 で 定 め られ た 手 続 に 従 っ て 裁 判 され る こ と に な っ た 。

　　 ・ こ れ で フ ラ ン ス に は 特別裁判所 は な くな り， 訴訟 は すべ て 通 常裁判所 で 行 わ れ る こ と に な る が ， な

　　　お 反革命分子 の 処 罰 に っ い て は 例 外 が あ っ た 。

1793．　1．21

3．11

ル イ 16 世の 処刑 （そ の裁判経過 に つ き， 中村 ・モ ン タ ニ ャ
ール 726 頁）

　 ・ 諸 王 国 へ の 衝撃 → フ ラ ン ス 革 命 へ の 外 国 の 干 渉 → 対 外 的 危 機 → 対 内 的 危 機

　 ・そ れ 故 ， 議会 の 革命勢動 は ，   民 衆 に 支持 され る 政 策 を 打 ち 出 し ，   反 革命勢力打倒 の た め に 強 硬

　　 手 段 を と る 必 要 が あ っ た （同 727 頁） （→ 3．11）。

特別1 罪裁判所 （tribunal　criminel 　 extraordinaire ）の設 立 ， 構成 ， 権限を定 め る法律 の 制定

　　　　　　　 （← 1792 ．8。17） （→ 1795 ．5．31 廃止） （中村 ・モ ソ タ ニ ャ
ール 728 頁 ， 野田 609 頁）

　 ・管轄；  反革命的 な あ ら ゆ る 企画 ，   共和国 の 自 由 ・平 等 ・統
一・不 可 分 と 国家 の 内部 お よ び 外部

　　 の 安全 に 対す る あ ら ゆ る 陰謀 ，   王 政 を復 活 し ， あ る い は 国 民 の 自由 ・平 等お よ び主権 を侵害す る
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フ ラ ン ス 刑 事 司 法 の 歴史 （上 野 芳 久 ）

6月

6．24

9．5

10．24

10．29

1794．6．10

7．27

1795．　5，31

8．22

10月

10．24

10．25

　　 よ う な 権 力 を樹 立 せ ん とす る あ らゆ る 謀 議 。

　 。構成 ＝ 国 民 公 会 が 任命 す る 判 事 5 名 ， 訴 追 官 1 名 ， 同 代 理 2 名。 お よ び 陪 審 員 12 名 （→ 9．5）

　 ・本 裁 判 所 が 議会 に 従 属 す る 地 位 に 置 か れ る こ と と 上 記管轄 権 と を考 え あ わ せ る と ， 議会 が革命 を進

　　 め る た め の 手 段 と し て 刑事司 法 を利用 し て い る こ とが よ く分 か る 。 （中 村 ・729 頁 ）

　 ・ 恐 怖 政 治 の 進 展 と と も に 裁 判 所 へ 送 られ る 被 告 人 は 増 大 （→ 9．5）

パ リ市民の 蜂起を背景に ジ ャ コ パ ソ 派 の 独裁は じまる

議会 ， モ ン タ ニ ャ
ール 憲法 を可決 （中村 ・モ ン タ ニ ャ

ー
ル 718 頁 ， 野 田 ・入門 4 回 51 頁｝

〔恐怖政治 の 時代 （Terreur）〕 （→1794 ．7．27）

特別重罪裁判所 の 規模 の 拡大 （中村 ・モ ン タ ニ ャ
ール 731 頁 ， 野田 ・609 頁）

　 ・7 月 31 日 に も 人 員 が 増 加 さ れ た が ， さ ら に 事件 の 増 大 に 伴 い ， 二 部 か ら 四 部 と な り ， 判 事 は 16

　　 名 ， 陪審員 は 60 名 に 増員 され た （→ 1794．6．10）

（＝ 革命暦 2 年霧 月 3 日 ）代訴士 を廃止す る法 （← 1791 ．1．29，→ 1800．3 ．18）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（江藤 。改革 486 頁 ， 小山 ・弁護士 305 頁 ， 石川 183 頁〉

特別重罪裁判所→ 革命裁判所 （tribunal　 r6vo ！utionnaire ） とい う正式名称 に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （中村 ・ モ ン タ ニ ャ
ール 731 頁） （→ 1794．6．10）

革命暦 2 年草月 22 日の デ ク レ （岩井  86 頁 ， 野田 ・609 頁）

　 。革 命 裁 判 所 の 手 続 の 簡 略 化 を定 め ，一
定 の 規 模 の 縮 小 が な さ れ た （中村 ・モ ン タ ニ ャ

ール 731 頁 ）。

〔革命裁 判所〕

　 。人 民 の 敵 を処罰す る た め に 設置す る 。 （→1795 ．5．31 廃 止 ）

　 ・長官 1 名 ， 訴追官 1 名 ， 訴追官補 4 名，判事 12 名 ， 陪審員 50 名 で ， 規模 は 以前 （← 1793．9．5）

　　 よ り幾 分 縮 減 され て い る が，審 理 手 続 は 極度 に 簡 易 化 され ，非常 に ラ デ ィ カ ル な 処 置 が と ら れ て い

　 　 る o

ロ ベ ス ピ エ ール ら逮捕 → 21 名 処 刑 （テ ル ミ ドール の 反勤）

（＝ 革命暦 3 年草月 12 日） 革命裁 判所 の 廃 止 （野 田 ・ 611 頁）

　 ・事件は す べ て 再 び 通常刑事裁 判 所 の 管轄 と な っ た （← 1794．6．10）

（＝革命暦 3 年実 月 5 日 ｝新憲法 の 制定 （野 田 ・入 門 4 回 53 頁 ）

　・5 人 の 総 裁 制 ← 独 裁 権 力 の 再 出現 を お そ れ 極端 な権力 分 立 制 を採用 （梅 田 ・心 証 170 頁）

　 ・裁 判 官 の 選 任 に つ き 「人 民 選 挙 ＝任 期 制」 を維 持 し た が ， 選 挙 人 の 資格要 件 は ，
1791 年憲法 下 の

　　そ れ に 近 く，厳 格 な 資産 保 有 者 で あ る こ と が 要求 され て い る 。 （← 1792．10．19） （→ 1799．12．23）

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　 （稲本 ・裁判官 7 頁）

鰍 政府 （Di・ ec ・・ire）1の 成立 （一甌 公会繖 ） （一・799 ・… 9）

（＝革命暦 4 年霧月 2 日） 破棄裁判所 の 組織 に 関す る法律 （41790 ・11・27） （→ 1826・1・15）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （石川 30 頁 ，

一部訳 ＝ 司法資料 129）

　 ・ 破 棄 裁 判所 の 部 （section ） ヵ  2 部 （審 理 部，破 棄 部 ） か ら，3 部 （審 理 部 ，民 事 部，刑 事 部 ） に

　　分割 され た 。

（＝ 革命暦 4 年霧 月 3 日） 罪 刑法 典 の 制定 （前稿 81 頁 ）

〔内容〕 （澤 登 等 。フ 刑訴 48 頁）

　 ・刑法 の よ うな 名前 だ が ， 実質 上 は 刑 事 手 続 法 典 。

　 ・訴 追 は 個人 に 委 ね る （但 し 治 安 判 事 が職 務 と し て な す 起 訴 あ b）。

　 ・治安判 事 と陪 審 指 導判 事 と に よ る 予 審 の 強 化 。 （→ 1801 年 〉
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1799．11．9

1800

12月

12．13

　 ・本 法 典 は 治 安 判 事 の 裁 判 権 を違 警 罪 事 件 に 限 局 し，民 事 的 職 務 と の 均 衡 を 実 現 し た （詳 細 は ， 稲

　　本 ・治安判事   69 頁）。

　 ・ 重 罪 裁判所 の 機能 の 確 定 （澤登等全訳 265 条以下参照）→ の ち の 治罪法典 の 文言 に そ の ま ま 引 き写

　　さ れ る （→ 1808．1L17 ）

〔574 条 〕 （澤 登 等 ・デ ク レ 212 頁）

　 ・ 1791 年 9 月 16 目 〜 29 目 の 法 ， そ の 補 充 ・修 正 の た め の 法 → す べ て 廃 止

ナ ポ レ オ ン ，政権 を 獲得 （ブ リュメ ール 18 日 の ク ーデ タ ）

統領政府 （C ・n・・】… ）1の 成立

　（革命暦 8 年霜月 22 日）新憲法の 制定 （野 田 ・ 入門 4 回 53 頁）

　〔公 訴 官制 度〕 （岩 井   89 頁）

　　・罪 刑 法 典 の 手 続 に 効 果 な し→公 訴官制度 の 改 正 の 必 要→公訴官 の 職務 と 刑事裁 判 所 に付 置 され た 執

　　 行官 の 職務 と が 結合 され ，刑事 裁 判 所 に お け る 審 問 は 旧態 通 り公 訴 官 が 行 うこ と に な っ た （＝ 一部

　　 改正 ）。

　　・し か し ，よ り根 本 的 に 改 正 す る 必 要 → 1801．1．27 法 。

〔裁判官選任〕 （→ 1802．8．4） （稲本 ・裁 判官 7 頁 ）

　　・憲法上 の 原則 と し て は 「人 民 選 挙 ＝任 期 制」 は 放棄 され ， 「政 府 任 命 ＝終身制」 に 転換 し た D

　　・ し か し
， 人 民 の 関 与 が 完全 に 排斥 され た わ け で は な い

。 な ぜ な ら，た し か に政 府 に よ っ て 任命 され

　　 る が ， そ の 選 任 の 基 礎 とな る 市町 村 ， 県 ， 全国 の 三 段階 の 名簿 は 選挙方式 に よ
っ

て 作成 さ れ る か ら

1　　 で あ る 。

3．18

1801．　1．27

（＝革命暦 8 年風月 27 日）裁判所の 組織に関する法律

（石川 12，31 頁 ， 刑部 37 頁，小山 ・ 弁護士 305 頁，江藤 ・改革 486 頁 ，

一一SS訳＝司法資料 129）

　 ・制憲議会 に よ り立 て ら れ た 民事裁判所 と刑事裁 判所 との 分離 は ，表 面 上 保 存 さ れ な が ら も，本 法 に

　　よ り事実上放 棄 され ， こ こ に 民事刑事裁判所統一の原則が 実現 し ， こ れ が 今 日 に及 ん で い る （石 川

　　 12 頁 ）。 （→ 1808．1L17 ）

　 ・初 め て 27 の 控訴裁判所 （tribu皿al　d’apPe1 ） が 置 か れ た （江 藤 ・改革 420 頁 ）。 （→ 1810・4・20）

　 ・検 事 総 長 代理 （後 の 次席検 事） の 数 が 6 名 に 増員 され た （← 1791．9．21） （→ 1956．8．4）。

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　 （石 川 31 頁 ）

〔代訴 士 （avou6 ）〕 （← 1793．10．24，→ 1971．12．31） （江藤 ・同上 ）

　 ・代訴 士 （avou6 ） の 存在 を再 び 法 的 に 承 認 （小 山 。同 上 ）。

　 。本法 は 「破棄裁 判 所 ， 各控 訴 裁 判 所 ， 各 重 罪 裁 判 所 ， 各初審裁判所 に ， 裁判所 の 意見 に 基 づ き， 政

　　府 に よ り
一

定数 の 代 訴 士 を置 く こ と を規定 。 」

　 ・「当事 者 は ， 常 に 自 ら防御す る こ と が で きる と と も に
， 適 当 と判断 す る 者 を し て 自ら の 防御 を提 出

　　させ る こ と もで き る 。」 （＝＝以前 の 革 命立 法 で 実 現 され た 本 人 訴 訟 の 原 則 と代訴 士 復 活 の 要請 と の 妥

　　協 を 図 っ た も の ）

革命暦 9 年雨月 7 日 の法律 （全訳＝澤登等 ・ 訴追 に 関する法律 ， 前稿 81 頁）

　 ・ 罪 刑 法 典 か ら治 罪 法典 へ の 発展 の 中間 に 位置す る 法 （澤登等 ・同 217 頁）

　 ・検 察 官に ，   訴追開始権 と  被疑 者 拘留権限 を与 え た。

　 ・予 審 を再 組織 し ， 予 審判事 （juge　d
’i皿struction ） の 手 に 委 ね ， 同判事 は 証人 を別 々 に聴問 し， 起

　　訴 陪審 は 証 拠 書 類 に 基 づ い て 裁 定 を 下 す こ とに な っ た （＝ 明 ら か な 糺 問 手 続への 復帰）。

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 〈澤登 等 ・フ 刑訴 49 頁 ）
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2．7

3．28

1802．　8．　4

1804．　3．13

5．18

　 。 予 審 と訴 追 の 機 能 分 離 の 完成 （梅 田 ・ 心 証 168 頁 ） （
一→ 1808 ．11．17｝

’

革命暦 9 年雨 月 18 日の 法律 （澤登等 ・フ 刑訴 39 頁）

　 ・特 別 裁判所 を設 置 し て 横 行 す る 盗賊 に 対 処 → 陪審 に よ ら な い 判 決。

　
。本 法 は，そ の 後 の フ ラ ン ス 刑 訴 法 の 発展 に と っ て は ， そ れ ほ ど重 要 な 因 子 と は な ら な か っ た 。

　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 （澤 登 等 ・訴追 に 関す る 法律 250 頁）

革命暦 9 年芽月 7 日 の 統領令 ： 刑 事法改正 の た め の 起草委員会設置 → 1169 条 に 及 ぶ 刑 事 法 典 草 案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （梅 田 ・心 証 172 頁 ， 岩井 （2）87 頁 ） （→ 1808．1．23）

革命暦 10 年熱 月 16 日 の 元老院決議 （憲法） （← 1799．12．13）

　
・裁 判官 選 任 に っ き，人 民 関 与 を完 全 に 排除 し た 。 以 後 ， 今 日ま で

，
フ ラ ン ス の 裁判官選任制度 は ，

　　政 府 任 命 ＝ 終 身 制 の 原 則 をか え て い な い 。

　 。結局 ， 人 民 選 挙 ＝ 任 期 制 に よ る 裁 判 官選 任 制 度 は ，
1790 年 8 月 16 日〜24 日 デ ク レ か ら 1799 年

　　ブ リュウ メ ル の ク ーデ タ ま で の 9 年 間 余 の 実定法 上 の 存 在 で あ っ
た に す ぎ な い （＝こ の 制度 は ， 市

　　民 革 命 期 に あ ら わ れ た 特 殊 な 減 少 と み る こ と が 必 要 ） （稲 本 ・裁 判 官 7〜8 頁 ）。

　
・尤 も ， 1880 年 に 裁 判 官 公 選 論 が

一
時 強 力 に 主 張 され た こ と が あ っ た 。 （稲本 ・裁 判 官 11 頁 注   ）

（革命暦 12 年風月 22 日）弁護士 を復活する法 （→1840 ．5．13）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小山 。弁護士 305 頁，江藤 ・ 改革 486 頁）

　
・古 来 の 大 学 に 代 わ る 国 立 の 法 学 校 の 設 立 ， 弁護士 と な る た め の 法 学 士 の 証 書 の 必 要性 ， 裁判所 に 所

　　属 し て 職 務 を実 施 す る 弁 護士 の 名簿 を 作成 等 を規 定 し た → 事 実上 ， 弁護 士 会 の 再建 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （江 藤 。 改 革 417 頁 ）

革命暦 12 年花 月 28 日 の 元 老院決議 （G ．D ．E ・L ．　p．2706， 石川 21 頁，刑部 43 頁 ， 雄川 32 頁）

　
・破 棄 裁 判所 （Tribinal　de　cassation ） （← 1790．11．27） は ， 破棄院 （Cour　de　cassation ） と改 称 さ

　 　 れ た 。

第 三 部　箪一帝政以後 〜第 二 次大戦ま で

1804．12．2

1806．　4．24

1808．　1．23

3．30 ・

11．17

1第一帝政 （・m … e）1（ナ ポ ・ オ ・ 皇帝 ・・ ）一 ナ ポ ・ オ ・ 漱 （一・81・ 年）

民事訴訟 法典 （→ 1807 ⊥ 1 施行） （野 田 ・入門 7 回 56 頁 ， 三 井 1104 頁）

　 ・1667 年 の ル イ 法典 の 単 な る 焼 き直 し に すぎな い 。（← 1667．4）

枢密院 ， 刑事法典草案 の 本格的審議を 再 開 （岩井（2）87 頁｝ （→ 11．17）

　 ・争点 は ， 陪審 を存 置 す べ き か ， 又 は フ ラ ン ス の 伝 統 の 旧 制 に か え る べ き か 。

法院 ・裁判所 の 取締規則，服務規則 に 関す る 命令 （
一

部訳 ＝ 司法資料 129）

治罪法典 （Code　d’instruction　criminelle ）制定 （→ 12．16 公布） （→ 1958．12．23＝刑事訴訟法 へ 改正）

　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 （前稿 82 頁 ）

〔基 本 原 理 〕 （＝現 行 刑事 手 続制 度 を も支 配 す る 原 理 ） （澤 登 等 ・フ 刑 訴 49 頁）

　  民事刑事両司 法 の 単一性 （ア ン シ ャ ン ・レ ジーム で は 非単
一
）

  訴追 ， 予 審， 判決 の 機能分離

  二 審 制 （重 罪 院 は 例 外 的 に
一

審 制）

  裁 判 所 の 合議制 （但 し 違警罪 は → 治安判事 ， 市 町 村長 が 判 決 をす る｝

  裁 判 官 の 職業性 ・技 術 者 性 （但 し 重 罪 事 件 の 場 合 は 陪審 員 が い る 〉。

〔重罪院 （Cour　d
’
assises ）〕 （石 川 52 頁〜

， 山 口 ・概説上 321 頁 〜）
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1810．2 ，15

　 　 　 3．19

　 　 　 4．20

7．68

．18

　
・常設裁判所 た る 重 罪 裁 判所 （→ 1791．9 ．16） を廃 止 し ， 新 た た に 断 続 的 裁 判 所 た る 重 罪 院 を 設 置 し

　　 た 。 （石川 53 頁） （← 1795．10．25）

　
・県 ご と に 置 か れ ， 原 則 と し て 3 カ 月 ご と に 開設 さ れ る 非 常 設 の 裁 判 所 で あ り ，

一
審 か っ 終 審 な の で

　　 判 決 に対 す る 控 訴 は 許 され な い 。 ま た 陪審制 を と る こ と が 特徴 で あ る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山 口 。 同 上 ，石 川 。同 上 》 （→ 1941 ．11．25）

〔予 審 判 事 〕 （→ 1856．7．17） （澤 登 。フ 刑 訴 236 頁 ）

　 ・予 審判事 は ， 司法警察 の 上級官 の 資格 を有 して い た が ， そ の か わ り， 予 審 に 関 し て は ， 証 拠 の 探索

　　 と 収集 を担 当す る 単 な る 捜 査 官 に す ぎ な か っ た 。

〔陪審 制〕 （山 口 ・概 説上 326 頁 ）

　
。陪審制 は 維 持 す る が ， 起訴 陪審 は 廃 止 。 な ぜ な ら ， 起 訴 陪 審 の 任 務 は

“
起訴 が 本 当 ら し い た め の 充

　　分 な 証 拠 が 存 す る か 否 か
”

に っ い て 判 決 す る こ と で あ っ た が ， そ の 任 務 の 限 界 を越 え て
“

刑事 責 任

　　 を負 わ せ る こ と が 正 当 か 否 か
”

を考慮 し，
“

正 当で な い
”

と思 わ れ る す べ て の 場 合 に 起 訴 を斥 け た

　　 （つ ま り，起 訴 陪 審 は 判 決陪審 の 権 限 を侵害 し た ） か ら 。 （石 川 53 頁 ）

　 ・ 起 訴 陪審 に 代 わ っ て ， 評定部 （Chambre 　du　conseil ）及 び 移 審部 （Chambre 　des　mise 　en 　accusa ・

　　tien） が 置 か れ ， 第
一

及 び 第 二 審 の 予 審 と し て 職 務 を 行 っ た 。 （石 川 53 頁 ）

現行刑法典 （ナ ポ レ ォ ン 刑法典）制定 （→ 1811．1，1 施行） （前稿 83 頁）

検事総長代理を次席検事 に 改称す る デ ク レ （→ 1956．8．4） （石 川 31 頁 ）

司法部並 に 司 法行政 の組織に関する法律 （澤登等 ・ フ 刑訴 49 頁 ， 刑部 44頁 ， 司法資料 122号 7 頁 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一

部訳 ＝ 司法資料 129
， 江藤 ・ 改革 417 頁）

　
。フ ラ ン ス の 近 法 的 司 法 組 織 の 礎 石 を据 え た もの と評価 で き る 法 律 （江 藤）

　 ・ 革命 後 司 法 制 度 も一
掃 さ れ た→そ の 再編 は 1790．8．16〜24 デ ク レ に よ り 開始 さ れ た → し か し 「ゆ

　　き す ぎ」「反 動」「重 心 の 固 定」 と い う 革 命 の 過 程 に お け る さ ま ざま な イ デオ ロ ギーに 基 づ く司 法 構

　　想 ， そ の 立法化 とい う振幅激し い 状 況 → 安定機構 と し て 定着す る の は 本 法 （江 藤 。 改革 419頁）。

　
・本法律 に よ る 司 法 機 構 の 骨組 は ，

1958 年 の 改 正 （→ 1958 ．12．22） ま で 維 持 さ れ ， ま た 日 本 を含 む

　　諸 外 国 の 近 代的司 法制度 の 範 と な っ た （同 上 ）。

〔裁 判所 〕（江藤 。改革 420 頁）

一
普 通 法 裁 判 所 （tribunal　de　droit　commun ）

　　　　
一

始審裁 判 所 （tribunal 　de　 premi6re 　instance）
　　　1
　　　　

一
控訴院 （Cour　d’appel ） （控訴 裁 判 所 を改 名 ） （← −1800 ．3．18）

一例 外裁 判 所 （tribunal 　d’exception ）

　　　　
一

治安裁判所 （justice　de　paix ）

　　　　
一商 事 裁 判 所 （tribunal 　 de　 commerce ）

　　　　一労働裁判所 （conseil 　de　prud
’homme ）

一破 棄 院

＊ フ ラ ン ス の 裁判所構成法 も， 民法 と と もに ，
ロ マ ン 系 法 の 多 くの 国 に お い て モ デ ル の 役割 を 果 た し て

　きた 。 （比 較法 209 頁）

控訴 院 ， 重罪裁判所 ， 特別裁判所の組織 ・事務に 関す る 規定を定め る命令 （
一

部訳 ＝司法資料 129）

始審裁判所 ， 違警罪裁判所 の 組織 に 関する規定 を定め る命令 （一部訳 ＝ 司法 資料 129）

　 。統領政府 お よ び 帝 政 時代 に い た っ て
， 革 命 暦 8 年憲 法 （→ 1799．12．13）， 同 8 年風 月 27 日法 （→

　　1800．3．18），同 10 年 熱 月 16 日 （→ 1802 ．8 ．4） 及 び 12 年 花 月 28 日 （→ 1804 ．5．18） の 元 老 院 決

　　議 ， 1810．4．20 の 大 法 律 ，
1808．3．30 命令，

1810 ．7．6 命令 ， 本命令 を 以 て ， 司 法組織 は 堅 固 な る

　　再構成 を と げた 。 （→ 1814．5） （司 法 貿料 164 号 39 頁 ）
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1811。1．1

1814．5月

1816．　4．28

1820．10．11

1824 ．　6．25

1826．　1，15

1830．7月

1832 ．　4．28

1837．　4．　1

1838．　4．11

　 　 　 5．25

　 　 　 6 ．30

1840．5．13

1848 ．　2 ．22

　 　 12月

1850 ．8．5

1851．12．　2

刑法 ， 治罪法 ， 司法組織法 の施行

匡雌 古 （R ・… u ・a ・i・n ）1（ブ ル ボ 潮 ル イ 18 世 ｝

　
・帝 政 期 と 同 じ 傾 向 → 治 罪 法 典 に も 大 き な 変化 な し。

　 。  特 別 法院 （Cours　speciales ）の 利 用 ，   王 室 に 対 す る 犯 罪 が 貴族 院 の 管轄 に な っ た 点 が 従来 と 異

　　な る
。 （以 上 ， 澤 登 等 ・フ 刑 訴 51 頁 ）

　 ・1815 年 以 降も ， 統領政府 お よ び 帝政時代 に 確立 され た 司 法組織 を承継 し た （司法貿料 164 号 41

　　 頁 ）。

財政 に 関す る法律 （江藤 ・改革 487 頁）

　 ・大革命 で 廃 止 させ られ た 官職株 （oMce ） が ， 本法 に よ
っ

て 復 活 し た 。

　 ・代訴 士 は ，破棄院弁護 士 な ど と と もに ， こ れ よ り裁判所補助者 （官職株保 有者） と な っ た 。

法院 ， 裁判所 に お け る司法官の 更迭様式に 関する勅令 （訳 ＝司法資料 129）

減軽事情 の 承 認権限 を 裁判所 に認め る法 （森下 。陪 審上 87 頁） （→ 1832 ．4．28）

ナ ル ドナ ン ス （← 1795．10．24） （石川 30 頁）

　 ・破 棄 院 の 部 の 名 称 変 更 （Section→ Chambre に ）

レ肥 政 （M ・・ a ・ch ・・ d・ J・ill・・）1
　 。 個人 の 自由 保障 の 拡大→ 憲章 （Charte） は ， 特別 法 院 の よ う な 例 外裁 判 所 を 廃 止 → 陪 審 の 領 域 拡 大

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　（澤 登 等 ・フ 刑訴 51 頁）

法律 （澤登等 ・フ 刑訴 51 頁1

　  重 罪 院 で の 減軽事 由の 認定権 ： 裁判官 か ら → 陪審 へ

　　　　 。こ れ は ， 治 罪 法 が 裁 判所 と 陪 審 と の 間 に 設 け た 権 限 の 分 配 を， は じ め て 切 り くずす もの だ っ

　　　　　 た。（森 下 ・ 陪 審 上 87 頁 ） （→ 1881．6。1）

　  軽 罪 事 件 の 被 勾 留者 に 無 罪 が 言 い 渡 さ れ た 場合 ： （検察官 や 私訴 原 告 人 の 上 訴 が あ っ て も） 釈 放 す

　 　 る o

　　　　 ・こ の 頃 ， 出 版 の 自由 を 求 め る 運 動 → 出版犯罪 は た と え 軽 罪 で も 重 罪 法 院 で （； 陪 審 で ） 裁 判

　　　　　 さ れ る こ とに な っ た 〔弾劾 手 続 が 多少領域 を拡大〕。

再 度 の 上 告後 に お け る破 棄 院 判 決 の 効 力 に 関す る法律 （→ 1938．6．17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山 口 ・概説 347 頁 ， 刑部 38
，

46 頁 ， 雄川 32 頁）

　 ・最初 の 破棄 と 同
一理 由 に よ る 再 度 の 破 棄 の 後 に お い て は，差 戻 され た 裁 判 所 は 破 棄 院 の 決 定 に 従 う

　　 こ とに な っ た （2 条 ）→ 破 棄院 は ， 法 律的 問 題 に っ い て ， 間 接的 に で は あ る が ， 積極的 な 判決 を 下

　　す権限 を 暗黙 に もつ こ と と な っ た （任務 の 変化） （刑部 46 頁 ， 雄川 32 頁 ）

　 。破 棄 院 に ，重 要 な 事 案 毎 に 下 級 審 と破 棄 院 と が 法 律 の 解 釈 に っ き見 解 を 異 に し た 場 合 の 審理 の た め

　　 に ， 連合部 （Chambres 　r6unies ） が 設 け られ た 。

第
一

審 民 事裁 判所 に 関 す る法律 （
一

部 訳 ＝ 司法資料 129）

治安裁判所 に 関す る法律 （一部訳 ＝ 司法資料 129＞

行政処分 と して の 精神病院 へ の 収容処分 に 関す る法律 （吉 川 ・保安 101 頁）

弁護士 と代訴土 の 両者 の 職 務領域 をほ ぼ 確定す る破棄院民事部判決 （江藤 ・ 改革 487 頁）

1第 二 共和政 （II・ Re・ubli … ） ← 二 月革命 （国王齢 ・鵬 政黻 立）

大統領選 挙 → ル イ ・ナ ポ レ オ ン 当選 （保守化 し た 農民が 支持）

少年の た め の 行刑 コ ロ ニ
ー

に 関す る法律 （→ 1898．4 ．19） （前稿 83 頁 ）

ル イ ・ナ ポ レ オ ソ の ク ーデ タ （→ 1852．12）
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1852．　3．　112

月

1856．7．17

1863 ．5．20

1865．7．14

司法官の 定年 ， 懲戒に 関す る 命令 （一部訳 ＝司法資料 129）

第二帝政 （sec。・d　Em ・ire）1（ナ ポ ・ ナ ・ 3 世 一 国畷 票で 即位）

　 。「国民 投 票 」 に よ る 「帝政」 と い う二 重 性 格 を反 映 し ， こ の 頃 の 改革 に は ，

　　（1）個人 の 自 由 を制 限 す る も の （→ 1856，1863 年 ） と

　　（2）個人 の 自由 を保障 す る も の （→ 1865
，

1867 年） と が 併存 し て い る 。 （澤登 等 ・ フ 刑 訴 51 頁 ）

予審判事 の 権限を変更す る法律 （→ 1897・12．8） （澤登等 。フ 刑訴 51 頁）

　 ・ 予 審段 階 で の 釈放 ， 予 審終結 に 関す る 決定権 を → 予 審判 事 の 単独権 に （そ れ ま で は 評 議 部 の 合 議 ）

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 （同 51 頁 ， 岩井  86
，
91 頁注 （82））

　 ・ 本 法 律 で 初 め て 予 審判事 に 予 審裁判所 の 役割が与 え ら れ た （同 236 頁）

　 ・個人 の 自由保障 と逆 の 改革 （澤登 ・検察官 85 頁） （→ 1863 ．5 ．20）

共和国検事 に 予審 の 重要な権限を与え る法律 （澤登等 ・フ 刑訴 51 頁）

　 ・現 行 犯 の 訴 追 に 関 し検 察官 に も予 審 の 権 限 を 付 与 （澤 登 ・ 検察官 85 頁）

　 ・こ れ も 自由主義化 と逆 の 改革 （澤 登 ・検 察官 85 頁 ） （← 1856 ．7．17）

法律

　 ・ 未決 勾 留期 間 を 制限 ＝ 個人 の 自 由化 （澤 登 等 ・フ 刑 訴 51 頁 ）

　 ・軽 罪 に つ き権 利 保 釈 ， 重 罪 に っ き裁 量 保 釈 を認 め た （岩 井 （3）86 頁）

〔1 ．　 個人 の 自由の保障の時代： 1870〜1935〕 （前稿 84 頁）

　。普仏 戦 争 後〜第 二 次大戦前 に は 個 人 の 自由 を保障す る 方向 の 諸改革 が 行 わ れ た 。

　　  予 審 手 続 の 改 正 （→ 1897．12・8）

　　  個人 の 自由 保 護 の 強 化 （→ 1927．3・10， 1933．2．7）

　　  陪審 の 権 限 拡 大 （→ 1881．7．29，1932・3・5｝

　　  私 訴 原 告人 の 地 位強 化 （→ 1921．3・22 。 た だ し → 1931．7．2）

　　  司法 の 誤 りを 正 す 措 置 （→ 1895．6 ．5，1933 ．2．7）

1870．9．4

1879．11．27

1881．6 ．1

7．29

1883．　8．30

1889，　7 ．24

1891年

1897 。12．　8

1第三 共和政 （III・ R6・・ bli・ ue ） （国防政府樹立 ← 帝政廃止宣言←ナ ポ レ オ ン 3 世 ， セ ダ ン で 捕虜に ）

刑事手続 の 改正 案 の 提 出 → 不 成 立 （→ 1938 年）

　 ・治罪法第
一

編 の 改正 の 意図 で ， デ ュ フ ォ
ール （Dufaure） の 発意 で 1878 年委員会 が 作 ら れ た が，

　　失敗 に 終 り ， そ の 精 神 は若 干 1897 年 の 法 律 に 生 か さ れ る 程度 で あ っ た （岩井（6）100 頁 注（203））。

法律 （森下 ・陪審上 87 頁）

　 ・陪審員 に 対 し裁 判 長 に よ っ て な さ れ る 口 頭 弁論 の 要約 を 廃 止 ＝こ れ は ， 裁 判 所 と陪審 と の 間 に 設 け

　　 ら れ た 分離 お よ び そ れ を象徴 し て い た 「仕切 り」 の 強 化 で あ る とみ な され た 。 （← 1832．4．28）

法律 （澤登等 ・フ 刑訴 52 頁）

　 ・出 版 軽 罪 髢重 罪 法 院 の 管轄 に 。 〔陪審 の 権限拡 大〕 （→ 1932 ．3 ，5）

司法組織 の 改革uc関す る法律 （
一部訳 ＝ 司法資料 129）

虐待 され また は 徳性面 で 見捨て られ た 子供の保護に 関する法律

　 ・ 親 た る に 値 し な い 両親 か ら親 権 を剥奪 し，ま た ， さ ほ ど重大 で な い 揚合 に は 教 育 的 監 督処分 を両親

　　に 課 す る 権 限 を， 裁判所 に 与 え た 。 （森下 ・新展開 184 頁 ）e （→ 1898．4．19）

刑 の 加重 ・ 減軽 に 関す る 法 （ベ ラ ソ ジ ェ法） （→ 前稿 59 頁）

法律 （予審手続の 大改正） （← 1879．11．27） （→ 1933．2 ，7｝ （澤登等 。 フ 刑訴 52 頁，垂水 132頁以下）

　 ・被告 人 に ， 出頭時 か ら弁 護士 の 援助を受 け る 権利 を 与 え た 。

　 ・ 弁 護 士 は ， 記 録 閲覧権 ， 全 手 続 を 通 じ て 判事 に 示 唆を 与 え る 権利 ， 証 人 に対 す る 質問 を判 事 に な さ
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フ ラ ン ス 刑事司 法 の 歴史 （上 野 芳久）

　　　　　　　　 せ る 権利 を持 つ （→ 1921
，

1928 年）q

　 　 　 　 　 　

　　　　　1　 ・予 審 判 事 の 当 該事件 の 公 判 か ら の 排 除 （岩 井  86 頁 ｝。

　　　　　
1
　 ・本 法 律 の 基本的精神 は 現 行 法 に も受 け っ がれ て い る （岩 井   86 頁 ）。

1898年　　 1 サ レ イ ユ 『刑罰 の 個 別 化』 初版 （森下 ・ 改正 121 頁 ）

　 　 　 　 　 　

1898 ．4 ．191 子供 に 対す る暴行 ・虐待 。 加害 の 処 罰に 関する法 （前稿 85 頁）

　　　　　　　 ・コ ロ ニ ーへ の 収 容 に よ る 少 年 の 堕 落 は ，刑 務所 収 容 の 場 合 の 堕落 に 劣 ら な か っ た。→ そ こ で ， 予審

　　　　　 …　　 判 事 ま た は 判 決 裁 判所 に 対 し ， 犯 罪少年 の 監 護 を 両親 ・慈善家 ・貧 民 救 済機 関 等 に 委 ね る 権限 を与

　　　　　 E　　 え た Q （→ 1935 ．10．30）

1900

ユ905．　7．12

1906．　4．12

1912．　7．22

1919．4．28

1920．　6，20

1921 ．　3 ．22

1926．1．1

9．3

治安判事の 権限お よ び治安裁判所 の 組織改正 に 関する 法律 （→1926．1．1） （
一

部訳 ＝司法資料 129）

刑事成年 の 年齢を 16 歳か ら 18 歳 に 引き上 げ る 法律 （→ 1912 ．7．22）

　 ・刑事未成年者 は 次 の 二 種 に な っ た 。 （→1912．7．22） （前稿 85 頁）

　 − Ca）16 歳 未 満 の 少 年

　1　 − （b｝16 歳以上 18 歳未 満 の 少 年

少年に 対す る 処遇を全面改正する 法律 〔＝旧少年法〕 （→1942．7．27＞ （澤 登 等 ・フ 9E罪 410．445 頁）

〔内 容〕

　　（1）13 未満 の 少 年 → 完 全 に 刑事無答責 と す る 。 ま た ， 是 非弁別 能力 の 審問 も廃 止 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→ 19452 ，2 完全廃 止 ）

　　（2＞少 年 裁判所 （tribunal　pour 　enfants ） の 制 度 の 導 入 → 18 歳 未 満 の 少年 は ， 少 な く と も軽 罪 に 関

　　　 し て は ，専 門 裁 判所 の 管 轄下 に 。

　　  保護観察 （監 督付 自由 libert6　surveill6e ） を導 入

　 ・本 法 以後，少 年 犯 罪 者 に 関 す る フ ラ ン ス の 立 法 は ， 次 の 3 っ の カ テ ゴ リ
ー

で 再 出発 し た 。 こ れ は 後

　　 の オ ル ドナ ン ス で も維持 され た （→ 1945 ．2。2）。

　 ・な お ， 年 齢 は 行 為 の 時を標準 と す る （判例）。 （森下 ・新展 開 145 頁 ）

　一（a）13 歳 未 満 の 者・・…・ど ん な 刑罰 の 対象 と も な P え な い
。 若 干 の 再 教 育 処 分 の 対 象 と な り う る だ け。

　一〔b＞13 歳以上 16 未 満 の 者 ……再 教育 処 分 が原則 。

　一〔c＞16 歳 以 上 18 未満 の 者……原 則 と し て 〔b）と 同 じ。

司法組織 ， 司法官 の 俸給 。採用 ・昇進 に 関す る法 律 （
一

部訳 ＝司法資料 129）

　 ・始 審 裁 判 所 の 絶対 数 は 減 ら さず ，裁 判 官 の 定 員 を減 少 す る こ とに よ っ て ， 第
一

次大戦 後 の 財 政 危機

　　 に 対 処 し よ う と し た 法律 （江藤 ・改革 422 頁 ， 澤田 232 頁）。

　 ・し か し，治 安 判 事 に よ る 職 務 代 行 ， 弁護 士 ・代訴 士 に よ る 裁 判 官 職 務 の 例 外 的 行 使 等 も 効果 な く ，

　　訴 訟 遅延 が 生 じ た 。 （同 上 ｝ （な お ，
こ の 頃 の 裁判所組織 に っ き 司 法 貿 料 114）

弁護士 職 の 称号使用 と業務行使 とを結びつ け る デ ク レ （小山 ・309 頁）

　 ・従 来 は 両 者 が 区 別 され て い た た め ，実際 に は 職 を営 ま ず ， 称 号 の み 保持 す る こ と が 可能 だ っ た → 弁

　　護 士 会 に 登 録 を許 可 さ れ な い 人 も称号 を使 用 す る な ど の 弊 害 が 生 じ た た め 本 法 が 制定 さ れ ， 以 後 称

　　 号 の 使 用 は 制 限 され る よ う に な っ た 。 （cf．1971．12．31）

法律 （澤登等 ・フ 刑訴 52 頁） （→ 1931 ．7．2）

　 ・ 私 訴 原 告 人 の 地 位 を強 化 。 判例 も 同 じ 傾向 。

　　　　　　　　　　　　　　 1924 年 国際刑法学会 の 創立

治安判事 の 権限 に 関す る法律 （
一

部訳 ＝司法資料 129）

　 。 以前 の 法 律 を 改 正 す る もの 。 （・e −1905．7．12，
→ 1958．12．22）

デ ク レ ・
ロ ワ （←1919 ．428 ） （江藤 ・改革 422 頁）
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12．17

1927．　3 ．10

1930 ．12．23

1931 ．　7．　2

1932年春

　 　 　 3 ．5

1933．　2．　7

1934．3．28

　 ・財 政 危 機 か ら ， 初 審 裁 判 所 を県 ご と に （従 来 は arrondissement ご と）
一

っ 置 く こ と に し た 。

海運規律 ・刑事法典 （Code 　disciplinaire　et 　p6nal　de　la　 marine 　marchande ＞（山 口 。概説 344 頁）

　 ・ 海事裁判所 （Tribunaux 　 maritimes 　commerciaux ） に 関 す る 規定 。 同 裁 判 所 は ， 海事 に 関す る 船

　 　員 の 軽 罪 ・ 違警 罪 に っ き 管轄権 を もっ o

犯罪者引渡手続 の
一

般規制を定め た 法律 （澤登等 ・フ 刑訴 52 頁）

　 ・外国 か ら 引渡 し を要 求 され た 人 の 自由 保護 の た め 〔個 人 の 自 由 の 保護〕

司法省内に マ
ッ テ委員会設置 （一→ 前稿 60 頁 ， 岩井（6）93 頁） （→ 1938．6．17）

　 。刑 法 ， 刑事訴 訟 法 の 全 面 的 改 正 を 目的 と す る → ま ず 刑 法 改 正 作 業 開 始

私訴原告人 の 地位を弱 め る 法律 （澤登等 ・フ 刑 訴 52 頁）

　 ・従来 ， 私訴原 告人 の 行動 に 行 き 過 ぎが あ っ た た め 。 判例 も同 。

マ ッ テ 委員会，総則草案 （143 条） 発表 （→ 前稿 60 頁 ）

法律 （澤登等 ・フ 刑訴 52
，
262 頁 ， 鈴木 ・陪審 10 頁）

　 ・ 従来事実認定権限 し か な か っ た 陪審 に ， 裁判官 と 共同 し て 宣告すべ き刑 に っ い て も協議 し 判定す る

　 　 権 限 を与 え た 〔陪審 の 権 限 拡大〕 （→ 1938．6 ．17｝

　 ・もっ とも実際 に は ， 3 人 の 裁判官 と 12 人 の 陪審員 と の 合針 15 人 の 合 議 は ， 人数 が 多 す ぎ て 運営

　 　 困 難 だ っ た 。 （森 下 ・陪審 上 87 頁〉 （→ 1941 ．11．25）

　 ・19 世紀 の 刑事法 を支 配 し て い た 自 由 主 義思 想 の 現 れ （森 下 ・陪 審 上 87 頁 ）

法律 〔個人 の 自由の 保護〕 （前稿 86 頁） （そ の 反動 → 1935 ．3・25）

　 ・判決前 の 全拘禁措置 と捜索 ・押収 と を大 幅 に 制限 。

　 ・ 刑事手続上違法行為 を犯 した 官 憲 に 対 す る 制裁 を よ り効果的 な も の に し た 。

　 。重 罪 起訴 部 に お け る 手 続 の 当事 者 主 義 化 （岩 井  86 頁 ）。

司法予算大幅削減 の た め ， 初審裁判所 の 4 度 目の 改正 （← 1926 ．9 ．3） （→ 1953 ．10．16）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （江藤 ・ 改革 423 頁）

〔∬． 個人 の 自由の制限の時代： 1935〜1945〕 （← 1870。9．4）

　 ・全体 主 義 の 台頭 と そ れ に よ る 国際緊 張 → 自 由 主 義 の 退 潮 （ヴ ィ シ ー政権 で 頂点 に ）

　 ・個人 の 自由保障 の 縮減 。 刑事手続 は あ る 程度糺問手続的性格 を帯 び た （前稿 86 頁）

　　  個人 の 自 由保護 の 縮 減 （→ 1935・3・25，1939．11．18）

　　  陪 審 の 役割 の 変化 （1941 ．11 ．25）

　　  上訴等 の 制限 （→1936・8・8）

1935．3．25

8．8

1938 ．　6．17

個人 の 自由の 保障を 縮減す る法律 （澤登等 ・ フ 刑訴 53 頁）

　 ・1933 年法 が 与 え た 諸保 障 は 眼 に 見 え て 縮 減 され た → 未決 勾留 の 制限 の 緩 和 ， 保釈 の 条件 の 厳 格 化

　　 （岩井（3）86 頁）。

デ ク レ ・卩 ワ （澤登等 ・フ 刑訴 53 頁）

　 ・常習犯 が 訴 訟 を 引 き 伸ばす と い う口 実 で ， 上訴 ま た は 破棄 申立 は 本案判決 ま で は 先行裁判 に 対 し て

　 　 な し え ぬ （保 釈 は 除 く） と し た。

　 ・故障 の 申立 の 門 戸 も狭 め た
。

マ ッ テ 委員会，刑事手続 に 関する改正案を議会 に 提出→ 戦争 の た め 中止 （→ 1944．11．17）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉川 。 法典 1 頁 ， 岩井（6）94 頁）

　 ・事実 と 法 の 分離 ， 陪審 と 裁 判 所 の 分 離 に 代 え，本 草 案 は，協 同 の 原 則 ， す な わ ち事実 と法 の 適 用 と

　　 に っ い て 裁 判 官 と 陪審 員 と が 共 同 に 審 議 す る 制 度 （＝ 参 審 制 ） を採 用 し て い た 。

　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　 　　　 　　 　　 　　　 　 （森 下 ・陪審 上 87 頁） （→ 1941 ．11．25）
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フ ラ ン ス 刑 事 司 法 の 歴 史 （上 野 芳 久 〉

同 日

7．29

1940 ．7月

ユ941，6．28

11．25

1942 ．　7．12

1944●　8．9

9．9

デ ク レ 。
ロ ワ （山 口 。概説 347 頁）

　 ・20 世 紀 に 入 っ て ， 上 告事件 の 増 大 に 伴 い
， 破棄院 の 改革 が 数次 に わ た っ て 行 わ れ た 。そ の 手 初 め

　　 が本法 。 （→ 1947。7．22）

　 ・社会部 （Chambre 　sp6ciale ） が 新 設 され ， 労 働 事 件 等一
定 の 事件 に つ い て 審理 部 （←1790．11．27）

　　 の 役割 を兼 ね て 裁 判 す る こ とに な っ た 。

　　　　　　　　　 1939．9 月　英仏 ， 対独宣戦 （第二 次大戦始 ま る）

海運規律 ・刑事法典 の
一

部改正 （→ 1956．11．26） （山 口 ・概説上 345 頁）

1ヴ ・ シ ー政府 （R6 ・・m ・ d・ Vi・h・）1（一・944 年 ）

三 つ の植民地 に 参審制を採用する法律 （→ 11．25） （森下 ・陪審上 88 頁）

　 ・1880 年 か ら陪審制 を 採用 し て い た ガ ドル ープ ，
マ ル テ ィ ニ ク ，

レ ユ ニ オ ン の 植 民 地 に つ い て ，参

　　審制 を導 入 し た 。

　 。フ ラ ン ス 本 国 で は 参 審 制 を採 用 す る こ と は 困 難 だ っ た 。 な ぜ な ら，陪審 の 独 立 性 をす て て そ の 権 限

　　 を制 限 す る こ と は ， 大革命 に よ っ て 得 た も の に 手 を ふ れ る も の で あ っ た か ら 。

acte 　dit　 loi（→ 1945．4．20．1932 ．3．5） （鈴木 ・ 陪審 10 頁，前稿 87 頁）

　 。 6 月 28 日 法 に 若 干 の 修 正 を施 し フ ラ ン ス 本国 に ま で 参審制 を拡 大 し た 法 律 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（森 下 ・陪 審 上 88 頁 ）

　 ・陪審 員 は 12 名 か ら 6 名 に 減 じ ら れ た （澤登 等 ・フ 刑訴 53 頁）。

〔重 罪 院 に お け る 結 審後 手 続 の 変 化 〕 （森 下 。陪 審 上 88 頁 ）

　一〔従 来 〕＝  陪 審 の 秘 密 の 評 議 と投 票 ，  表 決 の 発 表 お よ び 裁 判所 に よ る 統 制 権 の 行 使 ，   刑 の 適用

　　 に 関す る 裁 判 所 と 陪審 と の 評議 ， と い う三 っ の 段階 を 経 た 。

　
一

〔本 法〕＝  罪責 （culpabilit6 ＞ に 関 す る 裁 判 所 と陪審 との 評議 ，   刑 の 適用 に つ い て の 両者に よ る

　　評 議，と い う二 っ の 段 階 だ け に な っ た （つ ま り，   の 段 階 で ，事 実 に っ い て 裁 判 所 と 陪 審 は 評 議

　　 し，投 票 に よ っ
て 裁 判 長 の 設 問 に 答 え る わ け で ，従 来 の   の 段階 は 消 滅 し た ）。

　 ・裁 判 官 が 陪審員 と並 ん で 評 決 に 加 わ る こ とに な っ
た （← 1938．6 ．17）。 本法 に よ

っ て ， フ ラ ン ス の 陪

　　審 〈jury） 制 は 参審 （echlvinage ） 制 へ と 移行 し た と い え る 。 但 し フ ラ ン ス で は 一
般 に 陪審 の 語 が

　　使用 さ れ る （森 下 ・同 上 ）。

少年観察セ ン タ
ーを設置す る法律 （→ 1945 ．2．2） （澤登等 ・フ 犯罪 410 頁）

　 ・以後 ， 少 年 裁 判所 （控 訴 院判事 に よ
っ

て 監 督 され る 地 方 裁 判所） は 、 観察 セ ン タ ーの 援助 を 受 け る

　 　 べ き も の と な っ た 。

　 ・
し か し こ の 野 心 的 な 法律 は ， 戦争 の た め 施行直前 に 廃 止 さ れ た 。

「共 和国立法 の 回 復 に 関す る オ ル ドナ ン ス 」 （森下 。略 史 4 頁 ）

　（1＞1940．6．1 以 降 の ヴ ィ シ ー政 府 の 政治的諸法令 は ， 遡 及 的 に 無 効 （2   ）

　（2＞以前 の 政治 的 立 法 を 除 い て
， 第 三 共 和 国 の 法 律 の 存 続 （1 条）

麟 政府 （G・ uv ・一 … p・・vi ・・ire）1（鞭 ド ・ ゴ ール 将軍）

1L17 ．

　 ・ ヴ ィ シ ー政 府 の 立法 中，極 端 な もの を廃 止 し た だ け 。

　 ・逆 に ， 対 独協力 と戦争 重 罪 と の 処 罰 の た め
， 臨 時 の 例 外 的 制度 が 置 か れ た 。

　 ・対独協力者 の 処罰 は ， 正 義法院 （Cours　de　justice） と 国民法廷 （Chambres 　civiques ） と に お い

　　 て 行 わ れ ， 陪審員 は レ ジ ス タ ン ス か ら 選 出 さ れ た 。 〔澤 登 等 ・フ 刑 訴 53 頁）

刑事手続改正 の た め の 委員会が組織 さ れ た （吉川 。法典 1 頁 ， 岩井   94 頁）

　 。パ リ 大学教授 ド ン ヌ デ ュ
ー・ド ・ ヴ ァ

ーブ ル が 主 宰 （→ 1949 年 ）
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相模 工 業 大 学 紀 要 　第 23 巻　 第 2 号

第 四部　第 二 次大戦後

1945 ．　2．　2

4．20

5月

1946．10．13

1947 ．　7 ．22

1948．　8．25

1949年

新 少年法 （オ ル ドナ ソ ス ） （→ 1951．5．24 ， 1958．12．22） （訳＝森下 ・資料）

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 （前稿 88 頁 ， 高 内 ・例外裁 判機関 62 頁）

　 ・ 未 成 年 者 に 対 す る 裁 判組 織 は 20 世 紀 初 頭 以 来 改 革 が進 め られ て い た が ， 本 オ ル ドナ ン ス に よ っ て

　 　 完 成 を み た 。

　 。 そ の 要 は 「パ ターナ ル な 司 法 官」 と称 され る 少 年係判事 （juge　des　enfants ）。 同判事 は ， 18 才未

　　満者 の 軽 罪 お よ び 第 5 級違警 罪 に っ い て ， 自 ら予 審 を進 め ，
一定 の 処 分 を 言 い 渡す こ とが で き る 。

　 ・施 設 収 容 等 の 処 分 が 必 要 な 場 合 は ， 少 年 係 判 事 と非 司 法 官 2 名 の 陪 席 よ り な る 少年裁判所 （tri・

　　 bunal　 pour 　 enfants ） が 審 判 す る （→ 前稿 88 頁）。

　 ・少 年 裁判機 関 に お け る 手 続 は 極 め て 保護 的 。   未決 拘 禁 へ の 重 大 な 制限 ，   少 年 の 人 格 と 家 族 の プ

　　 ラ ィ ヴ ァ シ ー保護 の た め の 非 公 開 性 ，   予審 ・ 審判 で の 弁護人 立 会 い 義 務 。

　 ・ 軽 罪 ， 第 5 級 違 警 罪 → 必 要 的 予 審 （澤 登 。フ 刑 訴 234 頁 ）

　 ・重罪事件 の 予審 が 少 年 専 門 の 裁 判 官 に 委 ね ら れ て い な v・点 に 批判 が あ る （→1977 年）。

acte 　dit　 loi（1941．11．25） の 改革を維持す る オ ル ドナ ン ス （→ 1958．12．23）

　 ・ 但 し
， 陪 審 の 数 は 6 名 か ら 7 名 に な り （そ の 理 由 に っ い て は 森下 ・陪審 上 89 頁参 照 ）， 重 罪 の 軽

　　罪化 も頻 繁に 行 わ れ た
。 （前稿 88 頁 ）

改革委員会 ， 14 の 行刑改革 プ ロ グ ラ 厶 公表 （前稿 88 頁）

第四 共和政 （IVe　R6publique）　 （国民投票で 第四共和制憲法案を支持） （→ 11 月 ピ ドー内閣）

・戦 後 の 日本 の よ う に 敗戦 に よ る 国家体制 の 変革 とい う過 程 が な か っ た フ ラ ン ス で は ， 第 三 共 和 政 と

　 第 四 共 和 政 との 問 に 司 法 制 度 の 変 化 が み ら れ な い （二 連 続 性 が あ る ） （→ 1958 ．10．5》。

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （江藤 ・改革 417 頁）

法律 （山 口 ・概説 347 頁 ）

　 ・破 棄 院 の 審 理 部 と社 会 部 を廃 止 し ， 新 た に 3 つ の 民事部 を設 置 し ， 破 棄 院 は ， 3 民 事 部 と 1 刑 事 部

　　 の 構 成 と な っ た
。

　 ・な お ，
3 民 事 部 間 の 判 決 の 不 統 一を 避 け る た め ， 単猛部 と 連合部 の 中 間 に ，民 事 大 法 廷 を設 置 し た

　　 が，そ の 後 も上 告 が 増加 し た た め ， 1952 年 に 第 4 の 民事部 が 増設 され た 。 （→ 1967．7．3）

少年 に 関す る 法律 （森下 ・ 新展 開 157 頁）

　 ・違警罪裁判所 は ， 少 年 の 利 益 の た め に 監 督処 分 が 有 用 だ と 思 料 す る と き は ， 判決後 ， 裁 判 記 録 を 少

　　年 係 判 事 に 送 付 で き る こ と に な っ た 。

　 ・ こ の 場 合 ， 少 年 係 刑事 は ， 少 年 を保護 観 察 に 付 す る こ と が で き る 。

刑事手続改革の 新提案 （議長 ド ソ ヌ デ a
− ・ド ゥ ・ヴ ァ

ーブ ル 》 （← 1944 ．11．17） （→ 1953 ．5 ．20）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （澤登等 。フ 刑訴 54 頁）

　 。「解放」 後 ，1938 年 草 案 の 校 訂 が 本 委 員 会 に 付 託 さ れ て い た 。

　 ・し か し ， 社会利益 に は 好意的 だ が 個人 の 自 由 の 予 期 せ ぬ 後 退 の 印象 を与 え 関 係者 の 大 部 分 か ら 烈 し

　　 い 批判 を受 け た 。

〔内容〕（澤登 等 ・ フ 刑訴 54 頁）（詳 細 な 検討 は ， 岩井（6＞94 頁 以下）

　 ・共 和国検事 に ， 訴 追 と予 審 の 権 限 を集 中 させ る 。

　 ・ 時効 の 開始点 を 犯罪発覚時 に ま で 遅 ら せ る。

　 ・ 弁 護 人 の 援助 （＝ 立 合） を 本案 に 対 す る 最初 の 尋問 の 時 か ら に す る 。 　　　　　　　　　　　　　一
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フ ラ ン ス 刑 事司 法 の 歴 史 （上 野 芳 久 ）

1951。　5．24

1953 ．　5．20

9 ．2210

．16

1954年春

少年法大改正 （澤登等 ・フ 犯罪 411 頁 ， 森下 ・改正 123 頁 ） （→ 1958 ．12．23）

　 。 少 年 重 罪 法 院 （Cours 　d’assises 　des　 mineurs ） の 創設 。

［欝 畿 論器 繋 蠶 以 上 。 者⊥ 。 裁 判 。臨

刑事立法研究委員会の 設置 （→ 1955．7．5） （前稿 90 頁）

　 ・刑事訴訟 法 の 改 正 作業 に 着手 。

陸軍軍事裁判所，海軍軍事裁 判所 を 廃止す る デ ク レ （→ 1965．7．8｝ （澤登等 ・フ 刑訴 の 原書 357 頁）

始審裁判所に 対す る五度目の 改革をす る デ ク レ （江藤 ・改革 424 頁 ）

　 。司法官 の 待 遇 改善 も意 図す る も の 。 （→1958．12．22）

ア ソ セ ル 『新社会防衛論』初版 （澤登 ・法セ ミ 84 頁） （→ 1966 年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1954 ，11 月　 ア ル ジ ェ リア 内戦 （〜 1962．3）

1955．7．5　公訴及 び 予審 に 関す る部分 の 改正草案 （→ 12．27 国民議会通過 ）

（→1957．12．31） （吉川 ・法典 1 頁 ）

1956。8．4

　　　［
11’26

幣轜黷劉磊；睾撰飜 繋1
概説上 34卿

法 （←1791．9．21） （石川 31 頁）

　 ・1957 年 9 月 15 日 か ら 第
一

次席検事 1 名 お よ び 次席検事 16 名 に 増 員 す る

　 ・
こ れ ま で も ， 次席検事 の 数 は ，

2 名 （1791 年 ）
一→ 6 名 （1800 年 ）→ 10 名 （1947 年 ）→ 12 名 （1952

　　 年 ） と い う ふ う に ， 増員 され て き て い た 。

1957．12．31 「刑事訴訟法典の第一部」の 公布 （法律 1426 号） （吉川 ・法典 1 頁）

　 ・公 訴及 び 予 審 に 関 す る 部 分 の 改 正 草 案 （← 1955．7．5） が ， 刑事訴 訟 法 典 の 第
一

部 と し て 公 布 され た 。

　 ・刑訴法 は ， こ れ と ， （こ れ に よ り廃 止 され る こ と とな っ た 部 分 を 除 く） 治 罪 法 典 の 二 本 立 て の 形 に

　 　 な っ た 。

　 ・1958 年 4 月 か ら 施 行 さ れ る 予 定 だ っ た 。（→ 1958．4．3）

1958 ．4．3

　 　 　 9．28

10．5

12．22

「刑事訴訟法典 の 第一
部」 の 施行期 日を 12 月 31 日 ま で延期する法律 （→ 12．23＞ （吉川 ・ 法典 1 頁）

国民投票で ，憲法改正 案 （＝ ド ・ ゴ ール 憲法）が圧候的 に 支持され た

悌五共和政 （V ・ R6P ・bliq・・） （一 第五 共和飃 法 公布）

　 ・ 第 五 共 和 政 の 成 立 と と も に ， 司 法 組 織 ， 民 訴 手 続，法 律 家 階 層 を 含 め ，司 法 制度 全 体 に 質 的 と も 表

　　現 し うる改革 が 加 え られ た （← 1946．10．13＞。 （江藤 ・改革 417 頁）

司法組織を改革す る 法 （オ ル ドナ ン ス 第 1273 号 ， デ ク レ 1281，1284 号 ）

　　　　　　　　　（江藤 ・改革 437 頁 ， 吉川 ・法典 2 頁 ， 中川 ・司法組織 48 頁 ， 前 々 稿 63 頁）

〔本改革 の 位 置 づ け〕 （中川 ・ 司 法 組 織 47 頁 ）

　 。 ド ・ ゴ ール の 強 力 な 指導力 の 下 に 行 政 権優 位 の 司 法 改 革 が 実施 さ れ た 。

　 ・ 本 改革 は ， 訴 訟 の 迅速化 ・簡 易化 を 目指 し て ，控 訴 の 集 中 ， 司 法官 の 地 位 の 改善 ， 司 法 職 （弁 護

　　士 ・代訴 士 等） の 統合 等 ，
フ ラ ン ス 革 命 を 経 て 確 立 さ れ た 司 法 制 度 （← 1810．4．20） を 質的 に 変換

　　 す る 大変革 で あ っ た 。

　 。全 面 的 改 正 だ っ た が ， 裁 判 所 の 組 織 に 関 す る 規 定 が す べ て 織 り込 ま れ て い る わ け で は な く，革 命 当

　　時 に 制定 され た 法 も現 に効力 を有 し て い る 。
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同日

12．23

〔裁 判 所〕 （山 口 ・概 説 上 294 頁 ，石 川 13 頁 ， 中川 ・司 法 組織 47 頁 ）

　
・従来民事裁判所 と し て 設置 さ れ て い た 特 別 裁判所 を大 幅 に 整 理 。 し か し な お 残 され た裁 判 所 の 管 轄

　　 事頂が不 明 確 。

　
・従来 の 治 安裁判所 （justice　de　paix》 に 代 え → 小審裁判所 （tribunal　d’instance） を，始 審 裁 判 所

　　 に 代 え → 大睿戴判所 （tribunal 　de　gran 　deinstance｝ を 設 置 。 前者 は ， 少 額 の 通 常民 事事件 と刑

　　 事 の 違 警 罪 事 件 の 第 一
審裁判所 。 後者 は

， 民事事件 と 軽罪事件 の 第一審裁 判 所 。 但 し パ リ ， リ ヨ

　　 ン ，マ ル セ イ ユ に は ， 刑 事事件 だ け を管轄す る 小 審裁 判 所 （＝違警 罪 裁 判 所 ） が 別 に 設 置 さ れ て い

　　 る 。 （鈴 木 ＝ 田 中館   57 頁 ）

〔治安判 事 の 廃 止 〕 （稲本 ・ 治 安 判事（1）1 頁 ）

　
。本 オ ル ドナ ン ス の 施行 日 （1959．3．2） 以降 ， フ ラ ン ス に は 治 安 判 事 は 存在 し な い こ と に な る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲本 ・治安判 事   1 頁 ）

　 ・治安判事 の 廃 止 に よ る 実 質的変化 は 次 の 二 点 。

　　  設 置 数 ・単 位 の 変 更→従 来 ， 数 市 町 村 規 模 の カ ン ト ン ご と に 設 け ら れ て い た 2918 の 治安判事

　　　 は ， か っ て の 民事裁判所 の 設置単位 だ っ た ア ロ ン デ ィ ス マ ン の レ ペ ル で 統合さ れ て 454 の 小審

　　　 裁 判 所 に 置 き換 え ら れ た 。

　　   身分的一体性 の 確 立 → 従来 ， 治安判事 は 通常裁判所 の 司法官 （magistrat ）と は 別 の 集団 （市民的，

　　　非 権 威 的 ） を形 成 し て き た が ， 以後 は 司法官職 （magistrature ） に 包 摂 さ れ る こ と に な っ た 。

°

重碧慧膜繍蕩島劉犠。禽鬻 猫鷙 鸞
と

1。枩鸞 誓笥野
　

・治安判事 は フ ラ ン ス 革命 の 所産 で あ る が ， 全 革命期 を通 じ ， ま た ナ ポ レ オ ン の 支配下 で も， 復古王

　　政 下 で も ， 存 在 を一
度 も 否 定 され た こ と が な い 。 そ の 意 味 で 市 民 革命 の 諸成果 中 で は む し ろ 例 外 的

　　 な 存 在 だ っ た （同 2 頁）。

〔裁 判官 〕 （小 山 ・ 裁 判 官 （1）〜 ）

　 ・本改革 は ， キ ャ リ ァ 裁 判 官 の 制度 を誰持 し っ っ ， そ の 有貿格者 の 質 に若 干 の 変化 を 生 ぜ し め た とい

　　 え よ う （小山 ・裁判官 （4 ・完）、40 頁）。

〔控 訴 院 〕 （石 川 42 頁 ， 山 口 ・ 概 説 上 305 頁 ， 江藤 。改革 444 頁）

　
。従来 ， 控訴審管轄 は 種 々 で あ っ た （控訴院 の ほ か ， 始審裁判所 ， 特 別 な 控訴裁判 所 に 管轄 権 が あ っ

　　 た ） が ，本 法 に よ り，す べ て 控 訴 審 は 控 訴 院 の 管轄 と な っ た （控 訴 審 の 統 一の 実 現 ）。

少年裁判所の 構成に関するオ ル ドナ ン ス （第 1274 号） （訳 ＝ 森下 ・ 資料）

　　　　　　　　　　　　　 （森 下 ・ 新展 開 160 頁 ， 山 口 ・概説 337 頁 ， 澤登等 ・ フ 犯罪 415 頁 ）

〔少 年裁判所〕

　 。裁判長 た る 少 年係判事 と 2 人 の 陪席判事 （assesseur ｝ と で 構成 さ れ る 。

　 ・ 陪席 判 事 は ， 司法大 臣 に よ り，
4 年 の 任期 で ，

30 歳 以 上 の 国 籍 を持 っ 者 か ら 選 ば れ る （＝非職 業

　　裁判官）。

〔控 訴 院 特 別 部 （chambre 　 sp6ciale 　 de　la　 cour 　d’appel ）〕

　 ・少年裁判所 の 控訴審 裁判所 。 3 人 の 司 法 官 た る 裁 判官 で 構成 され る 。

　 。 非職業 裁 判 官 が 構成 員 で な い た め ， 少 年 裁判所 で そ れ を 構 成 員 と し た 意義 が うす れ る ， との 批判 が

　　 あ る 。 （森 下 ・新 展 開 163 頁）

刑事訴訟法 （全面改正） の 公布 （オ ル ドナ ン ス 1296 号） （→ 1959 ．3 ．2 施行）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（← 1808．11．17） （前 々 稿 63 頁 ， 前稿 91 頁）

　 ・ 本 改 正 の 主 目的 は ， 訴 訟 手 続 よ り， む し ろ 司 法 制 度 全 体 の 改 革 （岩 井（6）99 頁 ）。

〔旧法 と の 比 較 〕 （吉 川 。 法 典 2〜3 頁）
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フ ラ ン ス 刑事司法 の 歴史 （上野 芳久）

　　「

　　1〔鰰 〕   稿 92 頁 ）

　　1〔予審 に つ い て 〕 （鞴 93 頁 ）

　　 1〔検 察 官 〕 （略 ）　　　　　　　　　　（役 割 ， 性 格 な ど に っ き 新倉 ・検察 286 頁 ）

同日 1繊 請 少年の 購 ． 関す る オ ル ドナ ． 。 （第 、3。、 号） （、959．1。．、 施行） （前稿 93 頁 ）

  公 訴権 の 行使 と予審……最 も 著 し い 修 正 が あ っ た 個所

・検察官 と 予審判事 と の 権 限 をは っ き り と区 分 し ， そ の 相 互 の 指揮 関 係 を排 除 し て ，予 審 判 事 の 独 立

　 性 を強 化 し た 。 検察官 に も若干 の 新 権 限 を付 した 。

・ 未 決勾留 ， 保釈 に 関す る規定 を改 正 し ， 従 来 明 確 な 法 律 上 の 根拠 もな し に 事実上行 わ れ て い た 司 法

　警 察官 に よ る 仮 留置 に っ い て 新 規 定 を設 け た 。
・予 審

・公 判 に お け る 鑑定 に っ き詳細 な 規定 を設 け た 。

・新 た に 控 訴 院 重 罪 公 訴 部 に 司 法警 察 官 に 対 す る 懲 戒 権 を 付 与 し た 。

  判 決 裁 判 所

・規 定 の 配列順 が ， 従来 と逆 に，重 罪 事件 ， 軽 罪 事件 ， 違警 罪 事件 に 。

。 重 罪 事 件 に っ い て の 陪審員 の 数 を 7 名 か ら 9 名 に
。

。
違警 罪 裁 判 所 の 事物管轄 が 著 し く拡 大 （； 軽 罪 裁 判所 の そ れ が縮 小 ）。

  特別救済方法 ……重 要 な 修 正 な し

  特 別 訴 訟 手 続

  執行手続 （前稿 92 頁 ）

1959 ，　1．　7

1．82

．23

3．2

1960．6．4

・少 年係 判 事 は ， 危険 な 青 少 年 に っ い て も管轄権 を 有す る に い た っ た ＝ 不適応 ま た は 道 徳 的 に 危 険 な

少 年 に 対 し ， 民 事 処 分 で あ る 教育 処 分 ・収 容処 分 を命 じ る 権 限 を 付 与 さ れ た 。

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　 （澤 登 等 ・ フ 犯 罪 411 〜2 頁 ）

要保護少年 の 社会的保護に 関す る デ ク レ （100 号 ） （森下 ・新展開 185 頁｝

　 ・本 デ ク レ に よ り，
1935 年 10 月 30 日 デ ク レ ・ロ ワ の 廃 止 → 普通 法 の 適 用 → 検 察官 は，21 歳 未 満

　　の 浮浪者 に っ い て は 刑事制裁 と民 法 上 の 保護 との ど ち ら か を選 ぶ こ と が で き る よ う に な っ た 。

　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 （森下 ・ 危険少年 296 頁）

ド ・ゴ ール 伝顳 蹴 任

刑の 言渡し を うけ た 者を保護観察に 付す る 判決 は ， 職業禁止を課す る こ とが で き る （デ ク レ 318 号 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （→ 1962．3．10｝ （森下 ・新展開 234 〜 頁）

新刑事訴訟法 の 施行 （吉川 ・法典 1 頁）

オ ル ドナ ン ス 60−529 号 （→ 前稿 64 頁）

　（1）自由刑 の 種類 ・ 期間 の 大 幅な変更

　  国家の安全に対する罪の 罰則強化

1962．7．3　ア ル ジ ェ リ ア 独立宣言発表

1963 ．　1．ユ5 国家安全法院 （Cour　de　saret6 　de　l’Etat） を設置す る法律

　　（高内 ・例外裁判機関 63頁 ， 澤登 ・ フ 刑訴 272頁，山 口 ・ 概説 340 頁，上 村 1 頁，前 々 稿 64 頁）

　
・国 家 紊乱 行 為 に 対 処 す る た め に 創 設 さ れ た （軍 事裁判 所 で は 不 十 分） （設立 の 経緯 に っ い て は 上 村

　　 4 頁 以 下 ）。

　 ・ 平 時 に お け る 国 家 公 安事 件 を （戦 時 の 場 合 は 軍 事 裁 判 所 の 管轄） 専属的 に 管 轄 す る 裁 判 所 （従 来

　　は ， 国家 の 対外的安全 へ の 侵害 は 軍事裁判所 の ， 対内的安全 へ の 侵 害 は 重 罪 法 院 ・軽 罪 裁 判 所 の 管

　　轄 と され て い た ）。
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1965．　7，　8

12．19

12．23

1966年秋

　 。 手 続 は 大 筋 に お い て 普 通 法 の 準則 に 従 っ て い る
。

〔問題 点 （ジ ャ ン デ ィ デ ィ エ の 指摘）〕 （高 内 ・ 同 上 63 頁 ）

  弾劾 の 手 続 が 行 政 権 と司 法 権 の 混 在 で あ っ た 。 訴 追 は 普通法上 の 検察官が 担 当す る が
， 予 審 を 開 始

　　す る 揚合 ， 司法大 臣 の 命令 に 従 わ な け れ ば な ら な い
。 予 審判事 に よ っ て 嫌 疑 が 薙認 され る と 政府 の

　　決定 に 従 っ て 判決手続 き へ 移 送 され る 。

  予 審前 の 身柄拘束 で あ る ガ ル ダ ・ ヴ＝の 期間 が 長 く （通常 6 日 ， 緊 急時 12 日）， ヨ ーロ
ッ

パ 人 権

　　協約 に 反 す る 疑問 が あ っ た 。 （→ 1981．8．4 廃止 ）

新た な軍事裁判法典 （Code　de　justice　militaire ） （法 542） （→ 12．23，1982．7．21＞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （山 口 ・概説 343 頁 ， 澤登等 ・フ 刑訴 271 頁 ）

　 。軍事裁 判機関 の 再編 。 ア ル ジ ェ リ ア 事件 の 際 に 設置 され た 各種 の 軍 事裁判所 は すべ て ， 本法典 の 施

　　 行 と と も に廃 止 され た 。

　 。 常 設 軍 事 裁 判 所 （Tribunaux 　permanents 　des　 forces　 arm6es ） （→ 12．23）， 特別軍事 法廷 （Tri ・

　　bunaux 　militaires 　 aux 　arm6es ） を設 置 。 （→ 1982，7．21） （→ 後掲表）

ド ・ ゴ ール 　 大統領 に 再選 され る 。

常 設 軍 事裁判所 の 所 在地 ・管轄地域等 に 関す る デ ク レ （1966．8．17 デ ク レ で 改正 ） （→ 1982 。7 ．21）

　　　　　　　　　　　　　　 （山 口 ・概説 344 頁 ， 本裁判所に 関す る
一般的説明 ＝ 前 々 稿 65 頁）

レン セ ル r新社会防衛論』二 版 ・森下 ・ 第二 版 ・・ 頁） （一 ・98・ 年・

1967．　2．20

7．3

12．22

1969．4月

6．15

1970．6．8

　 　 　 7．17

12。31

組織法律 （山 口 ・ 概説 347 頁） （→ 7．3）

　 ・ 破 棄 院 に ，調 査 裁 判 官 制 度 （conseillers 　 r6f6rendaires ） の 創 設

　 ・ 調 査 裁 判 官 は ， 日 本 の 最高裁 調 査官 に ほ ぼ 相応 す る （森 下 ・破棄院 37 頁）。

法律 （← 1947．7．22） （山 口 ・ 概説 347，349，351 頁 ）

　 ・ 破棄 院 は ， 第 5 の 民事部 を設 け る と と もに ， 招集 が 容 易 で な か っ た 連合部 に 代 え て 「大法廷」

　　（Assemb16e　 P16niさre） を ， ま た 民 事 部 大 法 廷 に 代 え て よ り簡 素 な 「合 同 部 」 （Charnbres 　mixtes ）

　　 を設 け た 。
→ 5 馬事部 （そ の うち 第 4 は 商事部 ， 第 5 は 社会部）， 1 刑事部 に 。

　 ・ こ れ ま で の 破 棄 院 の 改 革 は ， 運 営 ， 上 告 手 統 な ど の 技術 的側面 か ら の 改善 に と ど ま り ， 法 原 則 の 解

　　釈 の 統 一を は か る こ と を 役割 と し た 法 律審 と し て の 伝統 的 性 格 は 変 え ら れ ず に 維持 さ れ て い る 。

デ ク レ 1208 号 （森下 ・破棄院 37 頁）

　 。破棄院 は ， そ の 活 動 に っ い て の 報告 書 を 司 法 大 臣 に 提 出 す べ き こ と に な っ た （同 報 告 書 は ， 毎 年 ，

　　政 府 刊 行物 と して 刊 行 さ れ て い る ）。

国民投票 （上院改組 ， 地方制度 の 改革）→ ド・ゴ ール 敗北 → 大統 領辞任

1ポ ソ ピ ド ・ 一 （UDR 一 共和制民主齢 ）大統領に 当選 ・

新 しい 形態 の 犯罪 の 処罰 に 関する法 （フ ラ ソ ス の破防法） （→ 前稿 65 頁）

市民 の 個 人的権利 の 保障 の 強化 に 関す る 法 （前 々 稿 66 頁，前稿 94 頁 ）

　 ・14 の プ ロ グ ラ ム の 現 実 化 の あ ら わ れ 。 （← 1945．5） （恒 光 ・動 向 32 頁 ）

　 ・新刑 訴 法 典 の 施 行 以 後，改 正 は ほ ぼ 全般 に わ た る が，と りわ け 第 五 部 「執行手続」 に お け る 刑事政

　　策的規定 の 改 正 が 顕著 。 本法律 は 最初 の 主 要 な 改 正 法 （→ 1972。1 ．3
，

1972 ．1229 ．1975 ．7 ．11．

　　1975．8．6
，　1977．1．3）o

麻酔剤使用に 関し公衆衛生法典を改正する 法律 （澤登等 ・フ 刑訴 57 頁 ）
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1971．9．21

12．31

1972．　1．　2

9．1612

．29

1974年

3 ．3

5月

11，8

1975．　2．18

2．27

・ 刑 罰 に 変 え て ま た は そ の 補 充 と し て な され る 医 療 措 置 に 関 す る 手 続 制 度 を組 織 す る た め の 検 察 官 ・

予審裁判所 ・判決裁判所 の 権限 の 改 正 。

ク レ ール ヴ ォ 刑務所 で 受刑者が 人質 を殺害 （→前 々 稿 67 頁 ）

　 ・ 72 年 法 の 立 法 の 契 機 と な っ た （→ 1972，12．29） （→ 1974 年 ）

司法上及び法律上のある専門職の改革に関する法律

　　　　　　　　　 （河原 ・弁護士 119 頁 ， 江藤 ・改革 492 頁 ， 訳＝制度資料 35） （→ 1972．9 ．16）

　 ・極 め て 多様 な フ ラ ン ス の 法律家 を統合 ・改革 し よ う と す る 法律 。 広 範 な 法 律家 を対 象 と は す る が
，

　　全 て の 法律家 を対象 と し た もの で は な い 。

〔弁護 士 制 度 の 改革〕 （詳 細 は ， 河原 ・弁護 士 147 頁 以 下 ）

　（1）新 弁 護 士 職 の 創 設 （弁 護 士 avocat ，代 訴 士 avou6 ，商 事 弁 護 人 agrE6 を統 合 ）……従 来 か ら懸 案

　　で あ っ た 弁 護 士 ・代 訴 士 の 区 別 〔二 元 主 義 ） （→ 小 山 ・弁 護 士 305 頁 ， 比 較 法 226 頁 ） を 廃 止 し，

　　併 せ て ア グ レ も 統合 し た （同 141 頁 ）。

　（2）法律助言 士 （conseil 　juridique） の 称 号 の 使 用 に 関 す る規 制 ……
こ れ は 19 世紀 に 自然 発 生 的 に 生

　　じ た 法 律 家 で ，法 律 貿料提 供 ， 法 律 相 談 ， 文 書 作成 等 を 行 う　（同 121 頁 ）。 従来放任 され て い た が ，

　　公衆保護 の 要請 に よ り， こ の 称号 を 用 い る 者 に 厳 し い 規制 が 施 され た 。
し か し 独 占的権限 は 認 め ら

　　れ な か っ た 。 （同 143 頁》

　（3）新 弁 護 士 と法 律助 言 士 の 統 合 に は 到 ら な か っ た が ， そ れ を展 望 す る 改革 で は あ っ た 。 （同 195 頁 ）

違警罪に 関す る 略式命令 （ordonnance 　P6nale）の 手続 と， 反則金 （amende 　forfaitaire）の 使用 とを ，

制度化す る 法律 （吉川 ・法典 4 頁 ）

　 ・裁判 の 促進 ， 軽微事件 の 迅 速処 理 を 狙 っ た も の （→ 12．29）

　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（澤登等 ・フ 刑訴 56 頁 ， 澤 登 ・検察官 86 頁）

司法上及 び 法律上 の ある専門職の 改革 に 関する法律 の 施行 （江藤 ・改革 492）

刑事手続 ， 刑罰及 び そ の 執行に 関す る改正法 （法律 1226 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （訳 → 藤田 ・ 法律（2＞，前 々 稿 67 頁 ， 澤登 ・フ 刑訴 250 頁）

　 ・軽 罪 裁 判 所 で
一

定 の 事 件 に っ き 単 独 裁 判 官 が 判 決 す る こ と を 認 め ， か つ 救 済 方 法 の 利 用 を 制 限 し

　　た 。 〔裁 判 の 促 進 〕 （澤 登等 ・フ 刑訴 56 頁》

　 ・訴訟 遅 延 の 明 確 な 減 少，上 訴 率 の 低 下 と い う 成 果 を得 た → 政 府 は ，単 独 審 制 度 を一般 化 す る 法 案 を

　 　提 出 （→ 1975．8．6） （澤 登 等 ・同 251 頁 ）

刑務所暴動が頻発 （新倉 ・八 三総則 124 頁 ）

「人 権 と基本的 自由 と の 保障 に 関す る e 一ロ ッ パ 協定」を公布する デ ク レ

　 ・国 内 法 に 優先す る （1958 年 10 月 4 日 の 憲法 55 条）→ 刑事 手 続 に 関 す る も の は， フ ラ ン ス の 刑

　　事 裁 判所 に 対 し て 拘束力 を もっ 。 （澤 登 等 。フ 刑 訴 58 頁）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4 月　 ポ ン ピ ドゥ 大統領急死→5 月選挙。

1ジ 肋
一ル ・デ ス ・ ・ （独立共糠 〉大統諏 （・ ・ テ ・ ン 儼 る） （黼 95 頁）

司法省に 刑法改正委員会設置 （デ ク レ 941 号） （新倉 ・確定稿 100 頁）

「若年 の 成人 の た め の 司法的保護方法を定 め る」 オ ル ドナ ン ス

　 ・親権 を解除 され た 未成年者 ， お よ び 21 歳未 満 者 に 対 し て も ， 保護措置 を と る 権 限 を少 年 係 判 事 に

　　与 え た 。 （中 村 ・法 制 飢 頁）

刑法改正委員会設置の デ ク レ （→ 3 月作業開始） （森下 ・草案 （総則 ） 101 頁 ）
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6 ．18

7．11

8．6

1976．　3。23

　　　7月

　 　 　 7．30

1977年

1。34

月

1978．4月

　 　 　 3．16

デ ク レ （澤登等 ・フ 犯罪 412 頁） （→ 7．11）

　 ・18 歳 か ら 21 歳 ま で の 若年成 人 の 司 法 的保護 を定 め た 。 （← 1974．7．5）

法律第 624 号 （前稿 96 頁）

　 ・主 と し て 刑法 に 関 す る 改 正 法 。 刑訴法 の 領 域 で は ， 刑 の 免除 ， 宣告猶予制度 の 導入 ， 刑 の 執行灘 予

　　制度 の 改革 （吉川 ・法典 4 頁 ， 前稿 68 頁）

　 ・ 刑 の よ り 良 き 個 別 化 を 達 成 す る た め の 検察官 ・ 予 審裁 判 所 ・ 判 決 裁 判 所 の 権限 の 改 正 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（澤登等 ・フ 刑訴 57 頁｝

　 ・少年裁判所 ・少年重罪院 → 犯罪 を 犯 し た 歳未満 の 少年 に 対 し ， 5 年 を超 え な い 期間 ， 司法的保護

　　（protection　judiciaire） の 言渡 可 と な っ た 。

法律第 701 号 （前稿 96 頁 ， 澤登 ・フ 刑訴 251 頁）

　 ・ 軽 罪 裁 判 所 の 単 独 審 制 （← 1972．1，3） を一般 化 し，か っ 3 名 か 単 独 か の 判 断 を裁 判 所 所 長 の 自 由 裁

　　 量 と し よ う とす る 法案 は ， 6 月採択 さ れ た 。
→ し か し ， 憲法院 は 平等原則 の 尊重 を理 由に 違憲 と判

　　 断 （7．23）→ 本 法 は ， そ の 規 定 を 削 除 し た が ，

一
定事件 の 単独 審制規 定 は 廃 止 し な か っ た 。

　 ・未決 勾 留期間 の 制 限 ， 現行 犯 手 続 の 改 正 等 の ほ か
， 「経済 お よ び 財政 に 関 す る犯 罪 の 訴 追 ， 審理 及

　　び 判 決」 に 関 す る 特 例 を定 め た 第 13 編 を追 加 した 。 （吉 川 ・ 法 典 4 頁 ） （澤 登 等 ・フ 刑訴 57 頁 ）

暴力 に 関する 研究委員会を設置す る デ ク レ （→前 々 稿 68 頁）

刑法総則草案 （未定稿） の発表 （全訳 ＝新倉 ・未定稿 98 頁） （→ 前稿 68 頁）

ソ ワ イ エ 教授 ， フ ィ ガ ロ 紙上 で 新社会防衛論を批判 （→ 前稿 69 頁 ）

　 。 ペ ル フ ィ

』
ッ ト共 感 → 刑 事 司 法 改 革 案 を ソ ワイ エ に 依 頼 → ド ゥ コ

ッ ク と協力 して 作 っ た 改 革案 は 「安

　　全 と 自由」法 の 原型 ｝こ
。 （→ 1981．2．2）

少年法改正 に 関する第一委員会 （コ ス タ 主宰）， 「非行少年お よび危険 な状態 に あ る少年の 授助に 関する

法律案」 を ま と め る （→ 1983 年） （高内 。 例外裁判機関 62 頁 ）

　 ・全 体 と し て 穏健 な 改革案だ が
， 予 審段 階 に お け る 少 年係裁判 （法案 で は 青少年係判事） の 優越的地

　　位 を認 め る 点 で 注 目 され る （← 1945．2。2）

犯罪被害者 の 補償制度の 設置 （法 5 号） （→ 1981 ．2．2） （→ 前 々 稿 69 頁 ）

漁 鷺 焦 hj一 琺 大臣1・ （− 8・・5） （→ 前硝 69 頁）

〔基本構想〕

　　（1）刑事 手 続 の 迅 速 化 → 予審 手 続改革 に よ る

　　（2）暴力 犯 罪 に 対 す る 処罰強化 （→ 1986．7．2  ）

　　　 ・ 保安期間 （p6riode　de　saret6 ） 制度 を設 置 （→ 1978．1L22 ）

　　（3）非暴 力犯 罪 に 対 す る 自 由 刑 回 避

　　   被害者保護 の 強化

　　（5）刑 務所 の 再 編 成

　 ・（1）， （2）， （4）→ 1978 年 11 月 22 日法 ， 1981 年 2 月 2 日法 で 実現 。

刑法総則草案 （確定稿｝ （211 条） （→ 6 月答 申） （前 々 稿 70 頁 ）

司 法組織法典 （デ ク レ 329，330 号） （条文 訳 ＝ 中川 ・司 法組織 47 頁 ）

　 ・目的 ＝ 司 法 裁 判 所 に 関す る 法 令 及 び 諸 法 典 （民 法 ， 商法 ， 民訴 ， 刑訴 ， 労働法等） 中の 裁判所 関係

　　規定 を， 検索 ・ 引用上 の 便宜 か ら体系化 す る こ と

　 ・既 存 法 令 の 条 文 の 表 現 を 整 理 し ， 或 い は 原 文 の ま ま 引 用 し て ， 法 典化 し た も の 。 し か し ， 単一の 法

　　典 と し て は 未完成 の も の 。
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7．28

11。22

1979．　1．　3

11．7

1980 ，7月
　 　 12．19

1981年

1981 ．　1。20

2．2

5．10

6．238

．4

8 ．6

10．910

．22

警察組織 と裁判組織の機能を現代社会の状況に よ り良く適合させ よ うとす る法律

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （澤登等 ・ フ 刑訴 57 頁）

保安期間 を 設 置 し ， 刑罰適用 判事の 権限を縮小す る法律 （→ 前 々 稿 71 頁 1

　 ・ 刑 の 個 別 化 ，刑 罰 執 行 の 司 法 化 の 流 れ を押 し 止 め る も の 。（→ 1981．2．2）

破 棄 院 の 組 織 を 改 良 す る 法 律 （9 号 ｝ （北村 ・ 相 貌 2 頁 ）

　 ・本年 の 改革 （→11 ．7 も含 む ） は
，

71 年以来 の 民 訴 法 典改革 の 延長線上 に あ る 。 ま た 破棄院 の 負担

　　 過 剰 の 状況 を背景 とす る 。

〔内 容〕

　（1）合 同 部 （chambre 　 mixte ） の 構 成 ・ 管 轄 の 変 更

　（2）大法廷 （assembl6e 　p16ni壱re ） の 管轄 の 変更 （特 に ，最初 の 申立 時か らす で に 大法 廷 を 開催す る 権

　　能 の 承 認 ）

　（3）大 法 廷 に の み 与 え られ て い た 自判 権 能 の 一般 化

　（4）棄却権限 の み を持 っ 部内小合議体 の 創設 （実務的 に 最 も重要 な 改革） （→ 1981．8．6）

民事 の 破棄 申 立 手続 に 関 す る 法令 を 統合す る デ ク レ （北村 ・相 貌 3 頁）

　 ・破棄院手 続 を は じ め て 法典化 し た もの

〔諸 規 定の 補充〕

　（1）破棄申立 の 定義 ・開 始 ・効果 に 関す る 規定

　（2）破棄院 に 固有 の 手 続 ， 破 棄後 の 移 送審裁 判 所 の 手 続 に 関 す る 規定

刑 法 各則 草案 （人 に 対す る 罪 。 財 産に 対 す る罪 の み ） （前 々 稿 72 頁 ）

「安全 と自由」法案 ， 国会通過 （→ 1981 ．L20 ）（前稿 97 頁）

ア ソ セ ル 『新社会防衛論』 三版

憲法院 ， 「安全 と 自由」法 の 一部 （66 ， 92， 93 条 ， 100 条  項 ） に つ き違憲判断 （→ 2．2）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （森下 ・ 自由法 106 頁 ， 恒光 ・動 向 59 頁）

「安全 と 自由」法公布 （2．3 施行） （→5．10｝ （前稿 97 頁）

　 ・   身 体 ・ 財 産 の 安 全 の 侵 害 に 関 す る 刑 法 規 定，  刑 事 手 続 規 定 〔手 続 の 迅 速 化 ），  被 害 者 の 保 護 ，

　　 の 3 部 か ら な る 。

・ ・ テ ・ ソ 1（社会党党首》・ 大ereeua当選溷 購 会選挙で も社会党騨 蝿 半xas得

　 。「安全 と 自由」法 の 廃 止 を公約 の 一
に 掲 げ た 。 （恒 光 ・動向 64 頁）

リベ ラ ル 派 1バ ダ ン テ ール i→ 司法大臣 に （〜86．2） （→前稿 72 頁 ）

国家安全法院の 廃止 （法 81−737 号） （← 1963 設 立 ） （恒 光 。動向 80 頁 ）

　 ・ミ ヅ テ ラ ン 政 権 発 足 以 後 ， 軍 事 司 法 も漸次普 通 法 へ の 接 近 を余儀 な くされ た 。 そ の 最 初 の ス テ ッ プ

　　 が 本 廃 止 （→1982．7．21）。（高 内 ・例 外 裁 判機 関 63 頁 ）

法律 759 号 （北村 ・相貌 3
，
32 頁）

　 ・縮 減 構 成 体 （formation 　 restreinte ）（＝79 年 ， 乱 用 的 な 破 棄 申立 を簡 略 な 審査 で 棄却す る た め に，

　　各部 に 設 け ら れ た 判 事 3 名 か ら な る 小 合 議 体 。← 1979．1．3） は，そ れ ま で の 棄却権限 に 加 え ， 破棄

　　権 限 も 与 え ら れ た 。

　 。こ れ は 二 重 審査制 か ら二 元 審 査 制 へ の 明 確 な 転換 を 印象 づ け る （同 33 頁 ）

死刑廃止法 〔法 81−908 号） （→ 前稿 73 頁）

司法省に ， 新政権発足 に 伴う新た な刑法改正委員会設置 （→ 前稿 73 頁 ）
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12．231 反破壊者法 の 廃止 （法 81−1134 号） （→ 前稿 73 頁）

1982．　7．21

1983年

1．26

5．30

　

3

月

゜

ρ
0

ρ
0

6 ．10

7．89

月頃

12月

軍事裁判法 の 改正 （法 82−621 号） （→ 後掲表） （高内 。例外裁判機関 63 頁）

　 ・平和時 の 常設軍備裁判所 の 廃 止 （恒光 ・動向 80 頁）

　 ・こ の 改 正 に っ い て は ， 軍事司法 を普通法 の 中 に 取 り込 も う と し な が ら ， 著 し い 例外 を承認 す る こ と

　　 に よ っ て ， か っ て 例 外 裁 判 所 が 有 し て い た 利 点 す ら も失 わ せ て い る ，と い う批判 が あ る 。

　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（高 内 ・同 上 63 頁）

少年法改正に 関す る第二 委員会 （マ ル タ ゲ主宰）， 大改革案を提示 （← 1977 年）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （高内 ・
例外裁判機関 63 頁）

　 ・ 82 年 お よ び 83 年 に 大幅 な 改革案 を作成 。

〔内容〕

　 ・ 未成 年 者 重 罪 法 院 を廃 止 し，3 名 の 青 少年 係 判事 と 4 名 の 陪 席 判 事 か らな る 青 少 年 裁 判 所 の 特 別部

　　 に 代 え る 。 こ れ に よ り ， 陪 審 制 は 廃 止 さ れ る が ，代 替策 と し て 控 訴 院 特 別部 へ の 上 訴 を認 め る 。

　 ・青少 年係判事 に よ る 就職斡旋 ， 罰金刑 の 宣告

　 ・予 審 に お け る 裁判官 の 2 人 制

　 ・軽 罪 事件 の 審判 の 期 限 設定

刑罰執行規則 （刑訴法典第三部） の 改正 （デ ク レ 48 号） （→ 1．28） （→ 前 々 稿 73 頁 ， 前稿 97 頁）

　 ・ 刑 事 後 見 廃 止 （← 19812 ．2，
1983．6．10）， 死 刑廃 止 （← 1981．10．9）， 軍 事 犯 罪 へ の 普 通 法 手 続 の 適

　　 用化 ， に伴 う行刑法 の 基 本的 部分 を含 む 改 正 。

． ・自由 刑 の 執行制 度 の 人 道 化 も考慮 さ れ た 。

　 ・ソ ーシ ャ ル ・ワ ーカ ーの 役 割 も 以 前 よ り明 確 に され た 。

行刑局 の 権限を 明確 に す る デ ク レ 434 号 （澤登 等 ・フ 犯罪 496 頁）

　 ・司法省 の 組織 に 関す る 1964 年 7 月 25 日 の デ ク レ を 変更 す る もの
。

刑法総則草案 の 発表 〔1983 年草案〕 （→ 前 々 稿 74 頁）

警官射殺事件 （5 月 31 日） に 対 する警察官の デ モ （バ ダ ン テ ール 司法大臣 へ の 攻撃）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （前 々 稿 74 頁 ） （→ 9 月，1985．8．7）

「安全 と 自由」法 の 部分的改廃 （法 83−466） （前 々 稿 74〜75 頁 ， 前稿 98 頁）

　 ・単に 若 干 の 条項 を廃 止 し て い る に す ぎず ， 他 の 多 くの 条 項 は 維 持 され ， も し くは 多 少 訂 正 され る に

　　 と ど ま っ て い る 。 （澤登 等 。フ 犯 罪 489 頁 ）

〔内容〕 （澤登等 ・フ 犯罪 489 頁）

　  い わ ゆ る 「暴 力」犯罪 に の み 適用 され る 諸準則 を 明示的 に 廃 止 （同書 490 頁 a 以下｝

　  短期拘禁刑 に 対 す る 新 し v・代替刑 （公 益 奉 仕労 働 ， 日 数罰 金 ） の 設 置 （同 書 491 頁 b1 以 下 ）

　  新 し い 形態 の （拘禁）刑 の 執行猶 予 （＝公 益 奉仕労働 の 履 行 義務 を伴 う執行猶 予 ） の 設 置

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　 （同書 493 頁 b2 以下 ）

〔少 年 法 関係〕 （澤 登 等 ・ フ 犯 罪 497 頁 ）

　  公益奉仕労働 の 履行義務 を伴 う執行猶予 → 16 歳以 上 18 歳未満 の 少 年 に も適 用 され る （＝社会 復帰

　　 を 促 進 す る も の ）。

  し か し 目数 罰 金 制 ・即 時 出 頭 の 迅 速 な 手 続 → 少年 に は 適用 さ れ な い 。

犯罪 被害者の 補償制度 の拡充 （法 83−608 号） （→ 前稿 75 頁）

以 後，バ ダ ソ テ ール 司 法 大 臣 へ の 攻撃 は 下火 に な る 。 （恒光 ・動 向 88 頁）

シ モ ーヌ ・ ロ ゼ ス 夫人 ， 史上初 め て女性 の 破棄院 院長 に 就任

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（森下 ・院長 27 頁 ， 同 ・破棄院 36 頁 ， 塩崎 9 頁）
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1984，9月

　 　 10．4

　　 11月

　 　 11．14

1985 ．5月

　 　 　 8．6

　 　 12．10

2 人 の トル コ 人殺害事件 （前 々 稿 75 頁） （→ 11．14）
一

人暮 ら しの 老人 へ の 強盗殺人事件 （以後連続発生〕 （→ 11．14） （→ 前 々 稿 75 頁）

トル コ 系労働者射殺事件

国民議会，上 記 の 諸事件 に 対 し 市 民 の 安全 問 題 を 討議 し，被害者 の た め に 黙薦 （→ 前 々 稿 76 頁 ）

12．30

各地 の 刑務所 で 騒動発生 （→ 前 々 稿 76 頁） （→ 12．30）

刑罰執行規則 の
一

部 を改正す る デ ク レ の 公布 （前 々 稿 76 頁）

予審制度 へ 合議制 を導入 す る 法律 （恒光 。展開 53 頁 ）

　 。合議制導入 に よ り予 審 の 人 権侵害 の 危険 を防 止 し よ うと す る もの 。

　 ・た だ し ， 予 審 判 事 の 増 員 が 必 要 な た め ， 施行 は 1988．3．1 か ら 。

犯罪者 の 再 社会化 を 促進す る 法律 （→前 々 稿 77 頁）

　 ・未 決拘留期 間 を短 縮 し ， で き る 限 り開 放施 設 で 刑 を 執行 す る 措 置 を と る 。

　 ・刑務 所 騒 動 を，刑 務 所 人 口 を減 ら す こ と で 防 止 す る 意図 。

1986．　2．19

　 　 　 3．163

．20

6．277

．1

7．2

7．38

，269

．2

　 　 311

．19

ミ ッ テ ラ ン 大統領，バ ダ ン テ ール を 憲法院長 に 任命

国民議会総選挙で ， 社会党過半数を割 る

シ ャ ラ ン ドン …→ 司法大臣 に （保守連合の シ ラ ク 内閣） （→ 前 々 稿 77 頁）

〔基 本 姿 勢 ・ 特 徴 〕

　（1）最少 限 の 立 法 改革 に と ど め，刑事 司 法 に 静 け さ が 戻 る よ うに す る 。

　 （2）中道 の 政 策 を行 う 。

　（3）実 業家的発想 → 刑務所 民 営 化 構 想 （→ 1987 ．11．19）

国民議会 ， テ ロ リ ズ ム 対策法案可決 （→ 後に 元老院通過） （→ 前 々 稿 76 頁）

国民議会，行刑改正法案可決 （→ 後に 元老院通過） （→ 前 々 稿 76 頁）

　  善時制 の 制限 → 短 縮 は
一

回 だ け 。 短 縮期 間 を 年 3 月 か ら 2 月 に 減 ら す 。

　  刑 罰 適 用 判 事 の 処 遇 変 更 決 定 に 対 し ，検 察官 は 抗告 で き る こ と に す る 。

国民議会 ， 犯罪対策法案可決 （→ 後に 元老院通過） （→ 前 々 稿 76 頁）

　  特 定 の 軽 罪 の た め の 結 社 罪 を復 活 す る。（← 1983 ．6．10）

　  軽 罪 手 続 の 迅速化 （← 1977，4 月（1））

　 
一

定 の 揚 合 に っ き ， 保 安 期 間 の 最高 の 引 上 げ （←1978・11・22）

国民議会， 身元確認手続改正法案可決 （→ 7．29 元老院通過） （→ 前 々 稿 78 頁）

憲法院 ， 身元確認手続改正法案 の 合憲性承認

コ瀦 顎 攤難轡 簔灘驀蕪驚 稿 78 頁，

民営化 を 骨子 とす る 「刑事施設 の 運営 に 関す る法案 」 が 閣議 で 了承 さ れ る （→ 1987 ．4．7 民営化論の 断

念を 表明） （赤池 ・民営化論 105 頁）

3． 文 　献　目　録

　前稿 と同様，今回 接す る こ との で きな か っ た 文献を も含 め ， で きる か ぎり多 くの 邦語文献を挙げて お く．（1988 年 11

月末現在 。 但 し既に 掲載した もの は 除 く）。 以前 の 二 号 と併せ れば フ ラ ソ ス 刑事法 に 関す る邦語文献 目録と して 利用 に

耐え うる と思 う。

　将来 も， よ り充実 した 目録を 作成 した い と考え て い る の で ， 誤 り ・遺留等 お 気付きの 点が あれば当方ま で （〒164
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相模 工 業大学紀 要 　 第 23 巻 　 第 2 号

中野区東中野 2−17−9） お 知 らせ い た だ け れば幸 い で あ る 。前号 の 後 ， 青木人志 （
一

橋大学）， 酒井安行 （国：ヒ館大学 ）

両氏 よ り有益な ご教示 をい た だ い た 。 こ こ に 記し て 謝意を表した い 。

　前稿 と同様 ， 分野別 （我国 で 行われ て い る 分類に よ る ） に 年代順 に 並 べ ， 単行本 は論文 よ り先 に 『　』 で 掲げ て あ

る 。
ゴ チ ッ ク は出典 を示す略語 として 使用 した文字で ある 。

1 ．7 ラ ン ス刑法 （前稿の補遺）

　（刑法全般）

・司法省調査課 『仏蘭西刑法典』 司法資料 258 号 （1939 年 10 月）

・ 澤登俊雄 「フ ラ ン ス 刑事法の 変遷と展望」 ジ ＝リ ス ト 919 号 （1988 年 10 月）

　 （歴史）

・石井三 記 「18 世紀 フ ラ ン ス の 刑法学者 と 刑法改革思潮一
ミ ＝ イ ヤ

ール ・ド ・ヴ ーグ ラ ン の 肖像一
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 和歌 山 県立 医 科大学進学課程紀要 17 巻 （1988 年 3 月）

　（刑法改正 ）

・ 司法省調査課 『1932 年 フ ラ ン ス 刑法改正予備草案 （総 則）並 に ポ
ー

ラ ン ド改正刑法及 ポ ーラ ン ド違警罪法』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　司決資料 188 号 （1934 年）

・森下　忠 「フ ラ ン ス の 新刑法草案」判例時報 1278 号 （1988 年 8 月）

・恒光　徹 「フ ラ ン ス 1986 年刑法典改正法案⇔， ⇔ ， 四 ・完」

　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学法学会雑誌 37 巻 3 号 ， 4 号 ， 38 巻 2 号 （1988 年 2，3，9 月）

　（未遂 ・ 不能犯）

。江 口 三角 「フ ラ ソ ス 刑法 に お け る 未遂 犯」愛媛大 学紀要 （社会科学） 5 巻 3 号 （第一分冊） （1966 年 12 月）

。 下村康正 「フ ラ ン ス 刑法に於け る 未遂犯に つ い て」法学新報 58 巻 12 号 （1951 年）

・米 田 泰邦 「フ ラ ソ ス に お け る 未遂理論」『犯罪と可罰的評価』 （1983 年 12 月）

・青木人志 「レ イ モ ソ ・サ レ イ丹 の 不能犯論」
一

橋研究 13 巻 1 号 （1988 年 4 月）

・ 青木人志 「ガ ロ
ーの 不能犯論 と富井政章 の 不能犯論

一
小林好信教授 へ の 疑問を契機 と して ・ 上」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法律時報 60 巻 12 号 （1988 年 11 月）

・末 道康 之 「フ ラ ン ス 刑 法 に お け る 中 止 未 遂 に つ い て 」 慶応義塾 大 学 大 学 院 法 学研究科論文集 27 号 （1988 年 3 月）

（責任）

・ 平 野泰樹 「精神医学 に よ る 刑事責任 の 新 し い 思潮 ⇔ 完
一

ジ ュネ ーブ 医学
一
心 理 学

一
法律学 研 究 グ ル ープ に よ る 討論

　　　　 会 （1960 〜1961 年）報告を中心 と して
一

」國學院女子短期大学紀要 6 巻 （1988 年 3 月）

（刑法各論）

・上野芳久 「フ ラ ン ス に お け る過失致死傷罪 e 」國學院法政論叢第 9 輯 （1988 年 3 月）

・ 恒光 徹 「夫婦間 レ イ プ の 成否と比較法 （4）一 フ ラ ン ス の状況」法律時報 60 巻 6 号 （1988 年 5 月）

　（コ ン ピ ュータ 犯罪）

・フ ラ ン ス 刑法研究会 「フ ラ ン ス に お け る コ ン ピュータ 犯罪 （1＞」 （序 お よ び フ ラ ソ ス 語文献 （新倉　修）／1．情報処

　　　　 理 ， 情報 フ ァ イ ル お よび 自由に 関す る 1978 年 1 月 6 日 の 法律 17 号 （新倉　修｝／2．前科簿の 自動処

　　　　 理 化 に 関す る 1980 年 1 月 4 日 の法律 2 号 （新倉 修））　 國學院法學 25 巻 3 号 （1988 年 1 月）

・ 「同上   」 （3．個人 データ の 自動処理 に 関する個人保護の た め の a − Pt
ッ

パ 理事会協定 （上野芳久）／4，プ ラ イ ヴ ァ

　　　　 シ ー保護 お よび 個人デー
タ の 国際流通 に つ い て の ガ イ ドラ イ ソ に 関す る OECD 理事会勧告 （上野芳久）／

　　　　 5．磁気 デ ィ ス ク の 複製行為に 盗罪 の 成立 が認め られ た 事例 （南部　篤））同上 25 巻 4 号 （1988 年 3 月）

・ 「同上 （3）」 （6．情報処理関連不正行為に 関す る 1988 年 1 月 5 日 の法律第 88− 19 号 （南部　篤）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 同上 26 巻 1 号 （1988 年 8 月）

・「同上 （4）」 （1乙 新 しい 情報伝達技術 に 直面 する 刑法 （新倉　修）／2．ウ ィ ル フ リ ッ ド ・ ジ ャ ン デ ィ デ ィ
エ 「磁気 ヵ
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　　　　 一ドの 変造と不 正使 用 」 （島岡 ま な ））　　　　　　　　　　同上 26 巻 2 号 （1988 年 10 月）

・ 南部　篤 「フ ラ ン ス の コ ン ピ ュ
ータ刑罪 と刑法」 日本大学法学紀要 29 巻 （1988 年 2 月）

・島岡 ま な 「フ ラ ン ス に お け る キ ャ ッ シ ュ カ
ー ドの 不 正 使用 一 判例及び学説 の 動 向を中心 と し て一

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慶応義塾大学大学院法学研究科論文集 28 号 （1988 年 9 月｝

　（そ の 他 ）

・大山礼子 「海外法律情報　大統領選挙後の 恩赦」 ジ ＝L リ ス ト 918 号 （1988 年 9 月）

H ．7 ラ ン ス 刑事訴訟法 （前稿 の 補遺）

・ 司法省調査課 『仏国刑事訴訟法』司法資料 206 号 （1936 年 2 月）

　（検察官 ・裁判官 ）

。司法省調査課 『仏国 の 検察制度』司法資料 122 号 （1927 年 ）

・ゴ アイエ 『仏蘭西 に 於け る検事の職務』司法資料 153 号 （1930 年 6 月）

・ 宮崎　洋 「近世 フ ラ ン ス の 法服貴族 の 形成 と諸様相 に つ い て 」史学 41 巻 2 号 （1968 年 9 月 ）

・稲本洋之 助 「フ ラ ン ス 革命初期 に お け る検察 の 構造」社 会科学研究 24 巻 2 号 （1972 年 12 月）

・ 鈴木教司 「フ ラ ン ス 中近世 の 司法官 に つ い て 一 売官制 に 関連し て一 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛媛法学会雑誌 11 巻 1 号 （1984 年 8 月）

・ 鈴 木教 司 「フ ラ ン ス に お け る 検察官の 職務上 の 独立 に つ い て
一 ラ サ 教授 の 所 説 を 中心 に し て一 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 愛媛法学会雑誌 7 巻 2 号 （1981 年 2 月）

・新倉 修 「フ ラ ソ ス の 検察」法学 セ ミナ ー増刊 『現代 の 検察』 （1981 年 8 月）

・北村
一

郎 「フ ラ ン ス に お け る 公的輔佐 （ministbre 　public い わ ゆ る 検察） の 概念」『野田 良之先生古稀記念　東西 法

　　　　　文化 の 比較 と交流』 （1983 年 6 月 ）

・高内寿夫 「フ ラ ソ ス 検察官の 地位 とそ の 刑事手続上 の 機能一 同
一

体 の 原則 と独立 の 原則 に 関 す る考察
一 e ， （二

　　　　　完）」國學院法研論叢 13 号 ，14 号 （1985，
6 年）

・ 小山　昇 「フ ラ ソ ス の 裁判官制度 （1〜4）」 ジ ＝リ X ト 314
，

316，318 ，320 号 （1965 年 1 月 〜 4 月）

・ 稲本洋之助 「フ ラ ン ス 革 命初期 の 裁判官選任論」社会科学研究 23 巻 2 号 （1971 年 1 月）

・稲本洋之助 「フ ラ ン ス 革命初期 に お け る治安判事 の 創設 （1）．（2）」社会科学研究 25 巻 2
，
3 号

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　 （1974 年 2 月 ， 同 月 ｝

。法 務大臣官房 『フ ラ ン ス に お け る 司法官 の 養成』司法制度調査資料 26 巻 （1966 年 8 月）

・ 法務大臣官房 『フ ラ ソ ス 国立 司法学院』 司法制度調査資料 36 巻 （1983 年 10 月）

　 （弁護士） 〔民事 を 含 む ）

・司法省調査課 『英仏 の 弁護士法制』 司法資料 12 号 （1922 年）

・ 司法省調査課 『諸外国 に 於け る弁護士 制度概観』司法資料 95 号 （1926 年）

・小山　昇 「フ ラ ン ス の 弁護士制度」『各国弁護士 制度 の 研究』 （有信堂） （1965 年）

・河 原正和 ・中川　登
・更田 義彦 「フ ラ γ ス の 弁護士 制度改革 の 背景 と新制度」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 『諸外国 の 弁護士 制度』 （日 本評論社 ） （1976 年）

・法務大臣官房訳 「若干 の 司法 及 び法律専門職 の 改革に 関す る 1971 年 12 月 31 日 の 法律第 1130 号」『諸外国 に お

　　　　　け る弁護士法』司法制度調査 資料 35 巻 （1978 年 11 月 ）

　 （予審）

・ 垂水克巳 『各国予審制度 の 研究 （英 ・仏 。伊）』司法研究 20 輯 15 号 （1936 年）

　 （陪審）

・ 鈴 木寿
一

「フ ラ ン ス の 陪審制度」法律 の ひ ろ ば 10 巻 6 号 （1957 年 6 月）

・司法省調査課 『仏国陪審 に 於け る発問の方式 とそ の 判例』司法資料 120 号 （1927 年）
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〔カ ラ ス 事件） （前号 105 頁参照）

・ヴ ォ ル テ ール （中川　信訳） 「カ ラ ス 事件』 （冨山房百科文庫，1978 年）

・高橋安光 「ヵ ラ ス 事件」
一

橋大学研究年報 ・法学研究 5 号 （1964 年 3 月）

・ 小林善彦 「カ ラ ス 事件」「ヴ ォ ル テ ール と カ ラ ス 事件」学習院大学研究年報第 10 ， 11 輯 （1964 年 3 月 ， 65 年 3 月）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（「ル ソ
ー

とそ の 時代増補版』 （大修館書店 ・1973 年）所収｝

・ ル ネ ・ ポ モ ー （永見文雄訳） 「ヵ ラ ス 事件 に お け る ヴ ォ ル テ ール と ル ソ ー一 寛容 の 問題一 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 思想 656 号 （1979 年 12 月）

　（ラ ・ バ ール 事件）

・ 高橋安光 「ラ ・ パ ール 事 件一 ヴ ォ ル テ ール と暗黒裁判
一 」

　　　　　　　　　　　　　　　思想 649 号 （1978 年 7 月） （「ヴ ォ ル テ ール の世界』（未来社 ，
1979 年）所収）

・石井 三 記 「ラ ・バ ール 事件 の 法的考察一 18 世紀 フ ラ ソ ス の 不敬神事件
一

」

　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　和歌山県立医科大学進学課程紀要 15 巻 （1986年 3 月｝

皿 ．フ ラ ン ス 少年法 （前稿の 補充）

・ シ ャ ザ ル （山 田 悠紀訳）「少年犯罪』 （文庫 ク セ ジ ュ・白水社） （1954 年）

・ 青柳文雄 「フ ラ ン ス に お け る 犯罪少年及 び 虞犯少年 の 処遇」 法学研究 （慶応大学）28 巻 11 号 （1955 年 11 月）

・宮原三 男 「フ ラ ン ス に お け る 非行少年 の 処遇」法律論叢 33 巻 5 号 （1960 年 3 月）

・武 田慎 二 「な ぜ フ ラ ン ス の 少年犯罪 は 少 な い か 」 法律 の ひ ろ ば 14 巻 12 号 （1961 年 12 月 ）

・黒川　慧 「パ リ の 青少年ギ ャ ソ グ の 非行」青少年問題 10 巻 3 号 （1963 年 3 月）

。藤田初太郎 「フ ラ ソ ス に お け る 少年犯罪 の 概観」青少年問題 11 巻 12 号 （1964 年 12 月）

・菅原良夫 「フ ラ ソ ス の 少年保護制度に つ い て」調研紀要 3 号 （1963年 3 月）

・橘 偉仁 「フ ラ ン ス に お け る少年保護の展開」罪と罰 8 巻 1 号 （1970 年 10 月）

・ 渡辺 佳 明 「フ ラ ン ス に お け る 少年矯正 の 近況 に つ い て 」刑政 92 巻 9 号 （1981 年 9 月）

　（条文訳）

・最高裁判所事務総局家庭局 （中村護監訳 ）「フ ラ ソ ス の 少年法 （訳）一 犯罪少年に 関する 1945 年 2 月 2 日の オ ル

　　　　　 ドナ ソ ス 」家庭裁判月報 11 巻 2 号 （1959 年 2 月）

・最高裁判所事務総局家庭局 （田 尾　勇訳 ） 「フ ラ ン ス 少年法」家庭裁判月報 19 巻 1 号 （1967 年 1 月）

IV．7 ラ ン ス 刑事政策 ・犯 罪単 （前稿の 補充）

　 （刑事施設〉

。 赤池一将 「近時の フ ラ ン ス に お け る拘置所増設 と予審改革」 自由 と正義 39 巻 1 号 （1988 年 1 月）

・赤池一将 「近時の フ ラ ン ス に お け る過剰拘禁を め ぐる 政策展開 の 質 と量一 刑事施設 に お け る 暴動と行刑政策 の 二

　　　　　極化
一

（1）， （2），（3）。完」JCCD （1988 年 4，7．9 月）

　 （処遇 ）

・司法省調査課 『仏国監獄制度及同職員令』 司 法資料 40 号 （1924 年）

・ 司法省調査課 『各 国現行行刑制度』司法資料 269 号 （1940 年〉

・海渡雄
一 「ヨ

ー
ロ ッ パ の 行刑 を観 て 」 自由 と正義 39 巻 1 号 （1988 年 1 月）

・赤池
一

将 「外国 の 監獄法制 と被拘禁者 の 人権　 フ ラ ン ス ／問わ れ る厳罰主義」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （法 セ ミ増刊 『監獄の現在』（日本評論社）所収） （1988 年 11 月）

　（そ の 他）

・志 垣 嘉夫 「犯罪の 社会史一 中世末〜近世初頭 を 中心 に 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同編 『近世 ヨ
ー

ロ ッ パ 　西 洋史 （5）』有斐閣新書 （1980 年 2 月）
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フ ラ ン ス 刑 事司 法 の 歴 史 （上 野 芳 久 ）

・水谷規男 「フ ラ ン ス 刑事法 に お け る 『被害者 の 権利』 の 動 向」
一橋研究 13 巻 1 号 （1988 年 4 月）

・ 新倉　修 「フ ラ ン ス に お け る再 犯状況 とそ の 防止策」法 律の ひ ろ ば 41 巻 10 号 （1988 年 10 月）

・森下　忠 「パ ル ビー
裁判」判例時報 1281 号 （1988 年 9 月）

V ．7 ラ ン ス 司法制度

　 （刑事司法）

・司法省調査課 『仏国刑事研究所 の 組織及権限』司法資料 114 号 （1927 年）

・ 上村 貞美 「フ ラ ン ス の 国家 公 安法院 （Cour 　de　 s血ret6 　de　l
’Etat） に つ い て 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 香 川 大学教育学部研究報告第 1部 56 号 （1982 年〉

・高 内寿夫 「ジ ャ ン デ ィ デ ィ エ 『現代 フ ラ ン ス に お け る 刑事例外裁判所」」法律時報 58 巻 12 号 （1986 年）

　 （民事司法） （原則 と して 民事 訴 訟法 に 関す る もの は 省略）

・司法省調査課 『仏国裁判制度第一
（治安裁判所 の 組織及び権限〉』， r同第 二 （地方裁判所 ・控訴院 ・大審院 の 組織及

　　　　　び 権限 ）』 司 法 資 料 97，98 号 （1926 年 ）

・江藤价泰 「フ ラ ン ス 民事訴訟制度 の 動向」

　　　　　　　 法律時報 32 巻 10 号 （1960年 8 月） （『フ ラ ン ス 民事訴訟法研究』 （日 本評論 社 ， 1988 年）所収 ）

・三 井哲 夫 「フ ラ ソ ス に お け る 民事訴訟 の 基 本構造 とそ の 実態 1・−III」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 判例 タ イ ム ズ 125 〜127 号 （1962 年 2〜4 月）

・三 ケ 月 章 「フ ラ ン ス の 司法制度に つ い て　　 そ の 歴 史的背景 と現在 の 問 題 な ら び に 改革 の 動向 。 あわ せ て 日本 と の

　　　　　対 比一 」 臨時司法 制 度調 査会資料 （1963 年） （同 『民 事 訴 訟 研究』第 4 巻所収 ・ 1966 年 ）

・フ ラ ン ソ ワ ・テ レ （野田良之訳）「フ ラ ン ス に お け る 司法改革の 展望」法学協会雑誌 81 巻 2 号 （1964 年 12 月）

・コ ル ニ ュ （野 田 良之訳〉「民事裁判 と世紀 の 精神」司法研修所報 34 号 （1966 年）

・稲本洋之助 「フ ラ ン ス 革 命初期 の 民事陪審論」 社 会科学研究 20 巻 3＝4 合併号 （1969 年 3 月 ）

・小山　昇 「1790 年仲裁法 に つ い て 」北大法学論集 31 巻 1 号 （1980 年 8 月）

。若林安雄 「紹介 Claude　PARODI “L’esprit 　g6n6ral 　 et 　 les　 innovations 　 du　 nouveau 　cOde 　de　proc6dure 　ciVile
”
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　民事訴訟雑誌 24 号 （1978 年 3 月）

・本 田 耕 一 「1970 年代 に お け る フ ラ ン ス 民 事訴訟 法 の 改正
一

そ の 経緯 と 内容 の 概観
一

」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法学研究 （慶応）53 巻 1 号 （1980 年 1 月）

・中川 文壽「民事上告手続法」外国 の 立法 19 巻 5 号 〔1980 年 9 月 ）

・ 徳 田和幸訳 「フ ラ ン ス 1979 年 11 月 7 日デ ク レ 第 941 号一 民事破棄手続 に 関す る 新規定一 」

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 法曹時報 33 巻 6 号 （1981 年 6 月）
噛

・徳 田 和幸 「フ ラ ン ス 民事訴訟法改正 と訴訟促進 ・審理 の 充実」ジ ュ リ ス ト 914 号 （1988 年 8 月）

　 （全般）
・
司法省調査課 『仏蘭西 の 政治組織 （現代仏蘭西 の 政治 。行政及 司法制度 の 概観 ）』司法資料 78 号 （1925 年）

。司法省調査課 『仏国裁判所 の 構成 に 関す る法令』司法資料 129 号 （1928 年）

・司法省調査課 『仏国司法制度　前編 ， 後編』 司法資料 164，165 号 （1931 年）

・ エ ンサ ー 『フ ラ ソ ス ， ドイ ツ 及 イ ギ リ ス に 於 け る裁判所 と判事』司法資料 227 号 （1936 年）

。 大野実雄 『仏 国司法制度 と法廷 の 秩序 に 就 て 』司法研究 28 輯 4 号 （1940 年）

・ 澤 田喜道 『欧 州大戦当時に 於け る仏蘭西 の 司法裁判制度の研究』司法研究 28 輯 11 号 （1940 年）

・石川良雄 『フ ラ ン ス の 司法制度』司法研究報告書 13 輯 2 号 （1962 年 8 月）

・J ・7 ワ イ エ 他 （山 口 俊 夫 編訳 ） 『フ ラ ン ス の 司法』 （ぎ ょ うせ い ） （1987 年 9 月）

・鈴木重武 ＝ 田中館照橘 「外国法入門 フ ラ ン ス 法 （1）〜（10 完）」時の 法令 （1962年 11 月 〜 1963 年 3 月）

・中村義孝 「フ ラ ン ス の 司法制度史 に つ い て
一

レ ポ ア ン ト ・ G 『
一

七八九年 か ら
一

四年迄 の 司法制度』を 中心 に
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　　　　 一
」立命館法学 77 号 （1969 年 5 月｝

・ 稲本洋之助 「フ ラ ン ス 法」「外国法の 常識』 （日本評論社） （1970 年）

・野 田 良之 「フ ラ ン ス 法入門第 1〜10 回」法学 セ ミ ナ ー 25〜34 号 （1958 年 4 月〜59 年 1 月）

・野田良之 「フ ラ ン ス 法」『外国法の 調べ 方』 （東大出版） （1974 年）

・ツ ヴ ァ イ ゲ ル ト ＝ ケ ヅ
ツ 「第 9 章 フ ラ ソ ス とイ タ リ ヤ に お け る 裁判所構成法 と法律職」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同 （大木雅夫訳）『比較法概論　原論上』（東大出版〉（1974 年 3 月）

・ 江藤价泰 「フ ラ ン ス の 司法制度改革」『戦後改革　4 司法制度』 （東大出版 ） （1975 年 7 月）

・ ジ ャ ソ ・ 7 ワ イ エ （北村一郎訳 ）「フ ラ ン ス の 司法一
司法 『権 力』 の 否定 の 歴 史」 （上記 『フ ラ ン ス の 司法』所収）

　（歴 史）

・ オ リヴ ィ エ ー
マ ル タ ン （塙浩訳）『フ ラ ン ス 法制史概説』 （創文社） （1986 年 1 月）

。志垣嘉夫 「フ ラ γ ス 司法制度史関係資料 （1），（2）」史学雑誌 80 編 10
，

11 号 （1971 年 10
，

11 月）

。志垣嘉夫 「＜ MESUS ＞ 考
一

領 主 裁判権研究序説
一

」法制史研究 21 号 （1972 年 3 月 ）

・ 志垣嘉夫 「ブ ル ゴ ー二 ＝地方北部 の 領主裁判権制度 （1），（2）」史学雑誌 83 編 7
， 8 号 （1974 年 7， 8 月）

・志垣嘉夫 「十 七 ・八 世紀 ブル ゴ ー二
＝ 地方北部 の 領主刑事裁判権

一
ク リ ミナ リテ の 研究

一
」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 社会経済史学 43 巻 2 号 （1977 年 8 月）

・志 填 嘉夫 「ア ン シ ャ ン ・レ ジ
ーム に お け る 国 王 と裁 判権一 刑 事訴 訟 手続 の 制度 史 的考察 」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 歴史学 ・地理学年報 2 号 （1978 年 3 月）

・森　洋 「聖 王 ル イ の 法令集」， 塙　浩 「ボ
ー

ヴ ェ ジ 慣習法書」 「西洋法制史料選 II中世』（創文社） （1978 年 2 月 ）

・ 大久保泰甫 「フ ラ ン ス 国王 の 王令一 慣習法 の 公式編纂 を命 じた 一
」 『西 洋法制史料選 III 近世 ・近代』

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （創文社 ） （1979 年 12 月）

・ 塙　　浩 「ボ ーマ ノ ワ ール 『ボ ーヴ ェ ジ慣習法書』試訳 （1）〜（11 ・ 完 ）」

　　　　　　　　　　　　　　・　 　 神戸法学雑誌 15 巻 3 号 〜20 巻 3＝4 号 （1965 年 12 月〜71 年 3 月）

・木崎喜代治 「18 世紀に お け る パ ル ル マ ソ と 王権 一 モ ープーの 改革を め ぐっ て
一

（1），（U ），（皿 ・完）」

　　　　　　 経済論叢 134 巻 5 。6 号 ，
135 巻 5 ・6 号 ，

136 巻 2 号 （1984 年 11 ・ 12 月 ，
85 年 5 ・ 6 月 ，

8 月）

・ 石井三記 「18 世紀 フ ラ ン ス の 国王 ・法 ・法院」上 山安敏編 『近 代 ヨ ーロ ッ パ 法社会史』

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 （ミ ネ ル ヴ ァ 書房 〉 （1987年 4 月）

。 野上 博義 「七月王政期 の フ ラ ン ス 法学 と法学教育」上山編 『同上 』

・ 志 垣嘉夫 「高等法院」，千 葉治 男 「フ ロ ソ ドの 乱 j， 宮崎　洋 「法服貴族」平凡社大百科事典 （1984〜1985 年）

　（破棄院）

・ 刑部 　荘 「破毀裁判所の任務 と性質」『杉山教授還暦祝賀論文集』（岩波書店） （1942 年 11 月）

・ 雄川一郎 「フ ラ ソ ス 破毀院」 比 較 法研究 1 号 （1950 年 ）

・北村
一

郎 「契約 の 解釈 に 対す る フ ラ ン ス 破毀院 の コ ン ト ロ ウル （1）」法学協会雑誌 93 巻 12 号 （1976 年 12 月）

。北村一郎 「フ ラ ン ス 破棄院 の 新た な 相貌」 日仏 法学 11 号 （1981 年 12 月》

・森下 忠 「海外刑法だ よ り （5） フ ラ ソ ス 破棄院長の こ とな ど」判例時報 1116 号 （1984 年 7 月）

・ 森下 忠 「海外刑法だ よ り （24） フ ラ ン ス の 破棄院」判例時報 1185 号 （1986 年 5 月）

・ 壇崎 勤 「フ ラ ソ ス 破棄院見聞記」判例 タ イ ム ズ 549 号 （1985 年 5 月 ）
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フ ラ ン ス 刑 事 司 法 の 歴史 （上 野 芳 久 ）

〈 ア ン シ ャ ン ・レ ジ ー厶 下 の 裁判所 〉

1■　口躔ヨE霜竃半撕 　（juridictionS　Iて〕yales）

　（1）国王留保哉判

〔野田 3的 頁、石川 2頁、志垣 ・百 手斗565頁）

WW 　　@　　Oonseil 　pr

eou 　　Consei1 　 幽　曜t

s ・諮問 檄関で ある国 王顧 問会議 （〔 seil　 du 恥
i ）の一分

会。 ・ 国王留保哉判 権 を行使 する 任 に あ たっ

いた． （2）

通 裁判所

イヤージュ b

lIage

セ不ショセ senec

ussee 〔最高法院）　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
　　 　 　 ＿ ． ・ 匪 の欝厮 のうち 趾位 但 し翫お よびその

。こ蹤 犀す る 。 〔高 等 法院〕 ・・…　　 パリを含め13 地域〔→13 世

末〜14 世紀 初b 　・司法権 のほ カ＼立法的、行 政的 k

治的稠郎 艮 を もつ 。 　・すべての民事・刑事・行政事 件を管 轄。下級哉判所の

カ ＼領主裁判 所、教 会 　裁 判所 等の判決に対する 控 訴 も審理e 国 王 顯問

議への破 棄 請求のみ
可。 〔 最高隙

・
。
・・アル ザス等4 地域 　・ 高等 法

院と実 質的に同

の組織 （山 口 ・ 概 説

頁） 〔
プ レ ジ デt アル〕 ・バイヤージュの 判決に対して は高等法院に上 訴で

たが、それは錯 綜、
し

訴 松 費用 も大→重 要なバ イヤ ージュの中から上座裁判所創設（

1552 年 ） （石JTI 　 5 頁） ・
訴訟物 価格 250 ｛ 年金 なら10 ）リーヴル ま

の事件に対 する終 審 銭 判所
。ま た同 限 度の事 件に対 するバ イヤー

ュ裁 判所の控 訴 審

野田424 頁〉。 〔パイヤ ージュ〕 ・12 世 紀末、王直轄 領の代官（ brevot

jの権限 乱用を防ぐため廷臣 から選ばれ地 方を巡視したのが 地方 監督 官（bailli

j 。→同官力s地域 に定着し、数個のプレヴ ォテを 含む

政区 画（ hai

age 〕
カ i形成さ れ た 。 〔セネ シ ョセ 〕 ・ロワール河以南でバ イイ に該 当するの

セ ネ ショISenechaux ｝ 。 こ れらが司法 権も（軍事権を も）有するように

った 。　（ 野田

4 頁、史 料選 ll20 ）6 頁
）

〔プレ ヴ t テ〕 　i 下裁i　 プ レ ヴ ォテ 　i ・ 王 直轄 領 で は、貴 族 に 替

庶 民を行 政の 任にあたらせるようにな った 。それが代 　1 級判i　 prevote　　｝官（卿vots ）であ
り
、管轄区域

prevote ）内の 徴
税を行 った起野田・234 頁） 　 ；所 i　　　 　 　　i ・最 下級 裁 判 所

。
権限

狭 く18世紀に至り、用をなさないものが多 いので 一 定数 　 L … ． ・ − i ・・……… ・……．一一1 　｛特にバイヤージ

やセネショセのあ る都市 で）廃 止さ れた （野田422 頁）。 （3 ）特別裁 判 所…　　商亭鰰 1所（  ibunaux 　consul

ms）、海事審判 所Camirantes ＞等 多数 あっ た。 11 ．領主裁 判所（ 石川5 頁 、領主

判権と国王榊1 権と の関係につき、 志垣・序説1頁以下参照） 　　 　 　　・ 国王 群回i が発展す る以前、中世封

時代、各封 建 領主はその領地内の司法 権を 行使 → こ の 領 主裁 判所 　 　 　　 　 は王檳の 発達 に 伴い 衰 退。

かしアンシャン ・レ ジーム末期にお いて もなお多く残存 して いた 。 　 　　 　　・ 但し
既に 重 要性は減少し、最 高

哉判所ではなくなっ て い た（つまりバイヤージ ュ裁綱所に上訴可）。 　　　　　・一審制 。但 し  領 主が

判を拒絶した場合、  領主の哉判が明らかに不公正 な場合のみ上訴

。 lll ．教会裁 判所（ 野田433 頁 、石 川6 頁）　 （←14 世 紀） 　　 　 　　 ・中世封獣教会群1

は、教会と いう特 殊社会内 の 裁戦 勧・ら 、し だいに そ の管 轄 を 世 俗裁 判所の 　　　　　 領 域 へ拡大し た 。

かし、国王裁判所 の発 達に 伴っ て 管轄権を失い、 教会 固有 の 事 件 （ 例．

購） 　　　　 　　に 限 ら 松 しかもこれさ え 有 名無 実な もの とな って いっ た。 　　　　　・ この判
決
については商等法 院 に対し

権 限踰越に対

る控訴
」
（ appel 　 co   e　 d ’ abus ）をす る こ と可 。
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 相 模 工 業 大 学 紀 要 　 第 23 巻 　 第 2 号

　　　　　　　　　　　 く 現 代 の 刑 事 裁 判 所 〉

礬． 瞥通魏判所 C 審制）　（山口
・概鋭 M9頁、海登

・
フ刑SC10，233頁》　　　　　 i．……・…・…t−tt……一一

t　 i

　i　二 　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一囓一一一一一一一一一一一一一一一一一→ 　…　i　Cottr　de　Cassation　i　i　ロ　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　コ
　i審 i　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 r→ iL・…一一…・一・・一…一 一・一一‘ i

　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　控 訴 　 　 　 　 　 　 　 1破棄申立

　i− i　 　　 　　 　　 　軽罪哉判所 　　 　 @i− 1　 重 罪

瑤 i 　 　 　 　 　　T・ibenal・ ・ rmti・・nel 　 　藩i 〔hn
　
d’ts・i・

　 9 　　： 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　　 　　　 　 　　 t 　

「 　 　　　・違警罪を裁判する　　　・軽罪を裁判する　　　　　　　　 T 　　・重罪を裁

す る 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 　＊ 予審（＝IM ）

泌要的 11．  所 （ 高 内・嬲黻 頂 以 下 ） 　 　 　 　 　 　
　　　　r−一一・一・・一一・一・．一・．・・一・一

．

・． − 1 （D未 成年 者裁 判所（ 二郵 耡 （山ロ・同躅頁 〜、 爆登・フ犯罪414 頁〜）　：r− 一・…．・……tttt

・・
…：

i 　r・…「　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　破棄 申 立 　 　1｝　
棄 院　 　 ；i 　 s 　 　 l 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 ： ： 　 　 　 　 　　 　

　　　 　：　l 　l二i　　　@ 　@ 　　　　控　　訴　
　

院　　　eour　d’昌ppe1　　　
　
　　　　響

一
・・・…　一・・・…　曾 一・ ・一 噸；　i　〔 de〔

sation 　i 　ii 審i 　特 鵬（ ibre
，
蜘 1 ・ 6 ・

1ac ・叮d ・綱　　　厂一i…・・…・
・ ・・ …一 ・ 一 ・ … 三 i 　 i 　 i 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

@i 　　　　　　　　　｝ 　　　　　　　　　　　 　　　　　

　
　

　　 　 　 　 　 i 破 粲 申 立 1 − i 　 　 　 　 　
　

　　 　　　　　

　　　 　　1−i　少年重罪院 i　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　
　
　　　　l　　

　　Co 岨尸d ．且Ssises 　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　 　　　　 ii

　 des 　minursi 審 i 　　　・第1 〜4 級 の　。第5級〜 と　　 　・同左　 　 　　　　　　

T 　 　 ・重罪q6 才以上〜18才未満） 　　　 違警罪　　　　　軽罪 （18 未満）　 ・童 罪

16才未 満）　　 　＊予審仁：審駒力顱 的 （2 ）軍事哉判 所〔 1982年 改正 〕
　（改 正前の組織 →山口・同343 頁、澤登

フ刑 訴 orlR ， 改 正 後→ 高 内 ・ 同 53 頁 、 　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　 ，Prucedu
卵胆1 ，

　 e

B19B5

　 P75 ） 〔平時〕   〕 （その他 〕 　平時軍 事裁判所　　　　・ 平時に外国

留する場 合 ｝
こ
設置（軍事 哉 糟 去1条、 3 条 以

｝ Tri  ＿灘・その他の一職轄〔82 糊備 ） 趾麟厮　　 Tribunaux 　　

曾騨寺‘こm舳c；em　
q 覯…1条、　24 観一ト） te

itor 三aux 　des 　forces 　
armes 靭 時軍事裁判所　Tribenau ）t　　

戦 時‘こタ曜駐留する場合に設置伺法1条、4

  ﾈ 下） 旧ilitaires 　 aux 　arnees 　 　 憲購判所　　　　 ・ 憲兵 隊I
evotes）→領土内  のみ｝or− “国

駐留と して紐織 Tribu 胆ux 　prevotaux 　　・外

註留の場合に自ら を裁く
ため に設置伺法1条 、479 条以

） （ 3 ）海事裁判 所（山ロ・ 同344 頁 、澤登 ・同 幻4 頁） 　　 　　　 海事裁判所 Tr
unaux 　

・
主に船舶 ・海上航行 に関す る 軽罪 ・違警罪を管轄 　　　　　m・ itims 　 Qα  i

ｽ　（例熾務放 棄、船舶内規律違反、
航行規則違反、接触・衝突 ） （4）高

等法 院（bute 　 Oour 　de 　Justice

〔略〕　（山ロ・同 199頁、澤登・同274 頁 、高内・同 62 頁） （5 ）国 家安全法

〔 1981

廃止」
　
（上 村 1 頁 、 山 ロ ・同 3ω頁、 澤 登 ・ 同幻2 頁 ｝ 一


